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令 和 ７ 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開会 令和７年９月１日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 令和７年第２回定例会付託議案第２号

名寄市都市公園条例の一部改正につ

いて（総務産業常任委員長報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 名寄市風連東地区運動広

場条例の一部改正について

議案第２号 名寄市風連農村環境改善

センター条例の一部改正について

議案第３号 名寄市風連サンシャイン

ホール設置及び管理に関する条例の一

部改正について

日程第６ 議案第４号 名寄市議会議員及び名寄

市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第５号 名寄市新規就農者等に関

する条例の一部改正について

日程第８ 議案第６号 名寄市水道事業給水条例

の一部改正について

議案第７号 名寄市下水道条例の一部

改正について

日程第９ 議案第８号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第９号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第11 議案第１０号 令和７年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第12 議案第１１号 令和７年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第１号）

日程第13 議案第１２号 令和７年度名寄市食肉

センター事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第14 議案第１３号 令和６年度名寄市一般

会計決算の認定について

議案第１４号 令和６年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

議案第１５号 令和６年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について

議案第１６号 令和６年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて

議案第１７号 令和６年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て

議案第１８号 令和６年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について

議案第１９号 令和６年度名寄市病院

事業会計決算の認定について

議案第２０号 令和６年度名寄市水道

事業会計決算の認定について

議案第２１号 令和６年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について

日程第15 報告第１号 令和６年度名寄市病院事

業会計継続費精算報告について

日程第16 名寄市立大学の経営に関する調査特別

委員会の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 令和７年第２回定例会付託議案第２号

名寄市都市公園条例の一部改正につ

いて（総務産業常任委員長報告）

日程第４ 行政報告

令和７年９月１日（月曜日）第３回９月定例会・第１号
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令和７年９月１日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

日程第５ 議案第１号 名寄市風連東地区運動広

場条例の一部改正について

議案第２号 名寄市風連農村環境改善

センター条例の一部改正について

議案第３号 名寄市風連サンシャイン

ホール設置及び管理に関する条例の一

部改正について

日程第６ 議案第４号 名寄市議会議員及び名寄

市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第５号 名寄市新規就農者等に関

する条例の一部改正について

日程第８ 議案第６号 名寄市水道事業給水条例

の一部改正について

議案第７号 名寄市下水道条例の一部

改正について

日程第９ 議案第８号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第９号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第11 議案第１０号 令和７年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第12 議案第１１号 令和７年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第１号）

日程第13 議案第１２号 令和７年度名寄市食肉

センター事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第14 議案第１３号 令和６年度名寄市一般

会計決算の認定について

議案第１４号 令和６年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

議案第１５号 令和６年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について

議案第１６号 令和６年度名寄市食肉
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いて
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高齢者医療特別会計決算の認定につい

て

議案第１８号 令和６年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について

議案第１９号 令和６年度名寄市病院

事業会計決算の認定について

議案第２０号 令和６年度名寄市水道

事業会計決算の認定について

議案第２１号 令和６年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について

日程第15 報告第１号 令和６年度名寄市病院事

業会計継続費精算報告について

日程第16 名寄市立大学の経営に関する調査特別

委員会の報告について

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員
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９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 川 名 桃 代
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ただいまより令和７年〇議長（山田典幸議員）

第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 今 村 芳 彦 議員

９番 佐 藤 靖 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（山田典幸議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月１７日まで

の１７日間としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より９月１

７日までの１７日間と決定いたしました。

日程第３ 令和７年第〇議長（山田典幸議員）

２回定例会付託議案第２号 名寄市都市公園条例

の一部改正についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

総務産業常任委員会、東川孝義委員長。

議長よ〇総務産業常任委員長（東川孝義議員）

り指名をいただきましたので、令和７年第２回定

例会で総務産業常任委員会へ付託されました議案

第２号 名寄市都市公園条例の一部改正について、

委員会を令和７年６月３０日、７月７日、７月１

４日に開催し、担当職員の出席を求め、慎重に審

査を行いましたので、その経過及び結果について

御報告いたします。

６月３０日の委員会では、付託されました議案

第２号の審査に当たり、森の休暇村は平成１８年

のオープン以降平成２６年度、令和２年度の消費

税の税率引上げによる改定のみとなっており、条

例改正の趣旨としては近年の人件費や物価上昇な

どの影響を受ける中、道内同等施設との利用料金

平準化を図ろうとするものであること、改正の内

容、改正料金案の算出については森の休暇村の利

用件数、利用人数、利用収入の推移、さらには森

の休暇村が加盟している北海道オートキャンプ協

会の利用料金を含めての提案であること、また今

後のスケジュール案については担当職員からの説

明を受け、質疑に入りました。

主な質疑では、改定料金の上限が提示されてい

るが、この料金で対応が可能か。また、他市町村

の料金改定の動きはについての質疑では、指定管

理者と協議を行い、物価高騰及び人件費の上昇、

補修、修繕などが増えてくる状況も見据えた改定

案である。また、道内２７か所のキャンプ場のう

ち８施設が料金の値上げに踏み切っているとの答

弁がありました。次に、料金改正を検討する上で

市民利用並びに友好都市から来られた方への割引

料金設定の考え方はの質疑では、料金改定に伴い

指定管理者との協議の中で検討も行っている。し

かし、複数人数でコテージに宿泊する場合、市民

と市民以外の方が共に宿泊するなど判断が難しい

場合もある。また、繁忙期と閑散期での利用の考

え方もあるので、今後の協議の場で提案を行って

いきたいとの答弁がありました。次に、改正の趣

旨は道内同等施設の料金平準化なのか、近年の人

件費や物価上昇の影響なのか。また、名寄近郊の

まちは北海道オートキャンプ協会への加盟の有無

と料金の推移はの質疑では、料金改正に当たり人

件費とか燃料費の高騰もありますが、平成１８年

から全く値上げをしていないことから、第一の目

的は道内同等施設との平準化である。近隣の美深

町、下川町は北海道オートキャンプ協会に所属し

ていなく、美深町の料金は名寄の改定料金よりも
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高く、下川町は会員制のキャンプ場となっている

との答弁がありました。次に、道内同等施設との

料金の平準化が一番の理由であるなら、差別化し

て、名寄は安いから、集客につなぐこともできる

のではの質疑では、平準化を目指した料金改正に

より人件費及び燃料高騰並びに老朽化した施設の

修繕の対応もできるとの答弁がありました。次に、

料金改定のラインはあるのか。また、収入のもく

ろみと利用実績からの利用者の状況はの質疑では、

令和６年度と同じ人数の宿泊人数と仮定した場合、

現行の金額から２割増で約２００万円の収入増、

最大の金額だと７００万円の収入増を試算してい

る。利用者の状況は道外が５％、市外が７０％、

市内利用者が２５％との答弁がありました。次に、

北海道オートキャンプ協会加盟２７か所のうち８

施設が料金値上げをしたとのことですが、上がっ

ていない施設もあるのでは。名寄市は合宿誘致や

スポーツによるまちづくりに取り組んでいるが、

合宿等の利用に関する料金設定の考え方はの質疑

では、オートキャンプ協会加盟２７か所のうち現

状の森の休暇村より安いところは４か所あります。

合宿等で利用される方には、指定管理者との間で

今後協議をしていきたいとの答弁がありました。

次に、料金改正の趣旨として施設の老朽化や駐車

場の安全確保も含まれていると捉えてよいのかの

質疑に対し、人件費、物価上昇、利用施設の老朽

化等を含めた全体的な現状を踏まえた上での提案

となっているとの答弁がありました。

７月７日の委員会では、前回の委員会で議論と

なった指定管理料の推移、近隣の中川町、美深町、

剣淵町、士別市の料金改正の内容、森の休暇村修

繕、工事の推移と計画について補足資料の説明を

受け、質疑に入りました。

主な質疑では、利用料金の改正を決議した後、

指定管理者と利用料金について協議、その中で指

定管理料についても協議するとのことであるが、

どちらかを先に決めなければいけないのではの質

疑では、指定管理料は５年間で協定を結んでおり、

今回は利用料金の改正であるとの答弁がありまし

た。次に、今後の修繕費用を考えると、一部改正

の第一義になるのでは。今回の条例改正の趣旨に

修繕費用を盛り込むべきではないか。また、この

金額で修繕費用を賄っていけるのかの質疑では、

利用料金の平準化による収入増で修繕に回す費用

も増えていると考える。施設老朽化への対応がど

こまでできるのか未知数であるが、令和６年度と

同数の利用者でシミュレーションし、指定管理者

と協議をしていくとの答弁がありました。次に、

修繕への対応について指定管理者と市との間でど

のような取決めになっているのかの質疑では、指

定管理者との協定の中で２０万円以上であれば市

との協議の中で進めていくことになっているとの

答弁がありました。次に、センターハウス、コテ

ージ、炊事棟外壁塗装は約８００万円であり、料

金改正による収入増で対応するのは難しいのでは

ないか。また、今回の条例改正における最初の提

案は市と指定管理者のどちらであるのかの質疑で

は、収入増を踏まえ指定管理者と市で協議し、そ

の中で折半するかどうかも話ししながら、年度に

分けて計画していくことを考えている。条例改正

の提案は、指定管理者であるとの答弁がありまし

た。

次回の委員会では、今までの議論経過を踏まえ、

委員間討議を行うことを確認し、終了しました。

７月１４日の委員会は、委員間討議を行い、名

寄市都市公園条例の一部改正について各委員から

次のような意見が出されました。

１つ、条例の一部改正の理由については、他施

設との平準化だけではなく、人件費、物価の高騰

に加え、修繕費についても市民に説明していくと

よい。

②、料金の値上げについては、市民に理解をい

ただける範囲だと思う。

③、料金の値上げについては仕方がないが、令

和６年度実績で２５％の利用者がある市民へは割

引を考慮するとよい。また、友好都市の方やスポ
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ーツ合宿での利用についても割引の対応を考慮す

るとよいのではなど、条例の一部改正については

理解をいただける内容で終了しました。

その後説明員の方に入室いただき、討議内容の

説明を行い、採決を行いました。

採決の結果、全会一致により原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

以上をもちまして令和７年第２回定例会付託議

案第２号 名寄市都市公園条例の一部改正につい

ての審査の経過及び結果の報告とさせていただき

ます。

これより委員長報告に〇議長（山田典幸議員）

対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決に入ります。

本件に対する委員長報告は可決であります。

本件を委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、令和７年第２回定例会付託議案第２号

は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１４分

再開 午前１０時１５分

再開いたします。〇議長（山田典幸議員）

日程第４ これより行政報告を行います。

加藤市長。

おはようございます。本〇市長（加藤剛士君）

日、令和７年第３回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、交流活動の推進について申し上げま

す。

山形県鶴岡市との交流事業については、令和８

年で姉妹都市盟約３０周年を迎えるにあたり、昨

年度大雨の影響により来名することが叶わなかっ

た「てっし名寄まつり」に、今年は藤島・名寄交

流友の会の小野会長をはじめ１０人が７月２７日

に来名され、市民との交流を深めたほか、北国博

物館やなよろ市立天文台「きたすばる」の見学な

どを行いました。

次に、行財政改革の推進について申し上げます。

本市は、少子高齢化、人口減少に直面し、さら

には市税や地方交付税などの一般財源歳入の大幅

な伸びは見込めない状況です。

歳出では、物価高騰や人件費の増加、社会保障

施策に要する経費の増加など、多くの課題に直面

しており、財政面において厳しい状況に置かれて

います。

将来世代に過大な負担を残さずに、限られた財

源を効果的に活用するため、事業の選択と集中を

行い、将来を見据えた持続可能で健全な財政運営

に努める必要があります。

そのような中、７月に第１回目の行財政改革推

進実施本部会議を開催し、令和７年度の方針を示

すとともに令和８年度予算に向け一般財源ベース

で５億円の削減を目標としました。

全職員が自分事として行財政改革に取り組まな

ければこの目標は達成はできないものと考えてお

り、様々な視点から行財政改革に取り組み、持続

可能なまちづくりを進めてまいります。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

税制改正に伴い、基礎課税分及び後期高齢者支

援金課税分に係る限度額、並びに軽減判定所得の

基準額の改正を行いました。

当初賦課の状況は、加入者が４，１６４人で前

年度比２２３人の減、世帯数は、２，９１０世帯

で前年度比１０６世帯の減となりました。

軽減の対象は、７割軽減が１，０６６世帯、５

割軽減が４５３世帯、２割軽減が３４８世帯とな

り、全体では国保加入世帯の６４．１％にあたる

１，８６７世帯となりました。
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次に、消防事業について申し上げます。

８月２２日に、第７７回北海道消防大会を市民

文化センターＥＮ―ＲＡＹホールにて開催し、全

道各地から約７００人の消防職・団員が参加しま

した。また、来賓として、北海道知事、総務省消

防庁長官、日本消防協会会長、北海道議会議長な

ど、約１００人の御出席をいただき、地域消防の

中核を担う消防団の活動に敬意を表し、その功績

を広く称えました。

前日の２１日には、歓迎交流会を開催し、消防

行政や地域防災に関する意見交換が行われたほか、

本市の魅力や地域資源のＰＲも行われ、参加者間

の交流と親睦が深まりました。

式典では、名寄消防団の宮下団長が日本消防協

会より授与された表彰旗を会場で披露したほか、

風連消防団には北海道消防協会から表彰旗が授与

され、山崎団長が代表して受領しました。

いずれも、長年にわたる地域防災活動への貢献

に対するものであり、大変名誉ある受賞となりま

した。

本大会を通じて、地域の安全・安心を支える消

防団の重要性が改めて確認され、団員相互の結束

と士気のさらなる向上が図られました。

次に、水道事業について申し上げます。

老朽化する施設の更新や安全な水の安定供給を

維持するため、本年９月から水道料金の改定を行

います。

改定にあたり、これまで計４回の住民説明会を

開催したほか、広報なよろへの掲載、市ホームペ

ージでの情報発信、各戸へのチラシ配布など市民

周知に努めてきました。また、検針サイクル変更

に伴い、対象地区への周知を行いました。

次に、産業まつりについて申し上げます。

８月２４日に、「もち米日本一フェスタ」第４

７回なよろ産業まつりを浅江島公園にて開催しま

した。

会場では本市の各種産業の体験や農産物や飲食

物の販売、ステージイベント等の多彩な催しが行

われ、市民など多くの皆様に御来場いただきまし

た。

山形県鶴岡市や、株式会社赤福をはじめ御協力

をいただいた関係機関・団体の皆様にお礼申し上

げます。

次に、英語力の向上に向けた取組について申し

上げます。

７月１１日に、市内小中学校で英語を担当して

いる教員を対象とした「第１回名寄市英語教育小

中連携協議会」を開催しました。本協議会では、

各学校における指導体制の強化など、本市が進め

る英語教育について説明するほか、「子どもたち

のアウトプット」をテーマに２学期の授業に生か

すことができる言語活動の具体的な実践について

検討しました。

また、オーストラリア出身の３０代男性とアメ

リカ出身の２０代女性のＡＬＴが着任しました。

ＡＬＴは２学期から２人増員となり、児童生徒の

生きた英語に触れる機会の充実・拡大などが図ら

れています。

次に、大学教育の充実について申し上げます。

名寄市立大学が市民にとって価値あるものであ

り、受験生から選ばれる大学として維持・発展し

ていくために必要な経営形態などについて検討す

るために設置した「名寄市立大学在り方検討委員

会」から、８月１２日に答申をいただきました。

市議会においても、名寄市立大学の経営に関す

る調査特別委員会を設置して、御議論をいただい

ていることから、その報告と名寄市立大学在り方

検討委員会からの答申をもとに、今後の経営形態

の在り方について、名寄市立大学の設置者として

一定の方針を示したいと考えています。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

本市が提案していました、名寄市スポーツ協会、

風連町スポーツ協会、Ｎスポーツコミッションの

３団体による組織統合については、約３年にわた

る協議を経て、地域におけるスポーツのプラット
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フォームとして「Ｎスポーツコミッションなよ

ろ」が６月２８日に設立されました。

この間、３団体の会長をはじめ、役員及び加盟

団体の皆様には、スポーツ団体組織統合検討会議

や新法人設立準備委員会などを通じて、それぞれ

に難しい判断と決断をしていただきました。皆様

の御尽力に、心より感謝を申し上げます。

「Ｎスポーツコミッションなよろ」には、これ

まで各団体が長年にわたり取り組んでこられた競

技の普及や競技力向上の推進に加え、人口減少が

進む中で、市民生活の質向上や新たなコミュニテ

ィ形成、地域経済活性化など、スポーツを活用し

た地域づくりへの貢献を大いに期待しています。

次に、ブックスタート事業について申し上げま

す。

本事業は、乳幼児とその保護者への絵本の読み

聞かせと絵本、子育てパンフレット、図書館の利

用案内などのプレゼントにより、親子の心ふれあ

うひとときを持つきっかけづくりと読書習慣の定

着を目指し、本年度から開始しました。

８月１０日には、図書館での「おはなしクラ

ブ」の際に、３歳児とその保護者に対して、２０

日には、保健センターでの４か月児健診の際に、

４か月児とその保護者に対して、絵本と触れ合う

ことの大切さや楽しさを伝えながら、絵本などを

手渡しました。

次に、ＳＬ排雪列車キマロキ展示保存５０年記

念事業について申し上げます。

７月１９日から２１日まで、キマロキ保存会の

主催により「キマロキまつり」が北国博物館とキ

マロキ車両周辺で開催されました。

期間中は、市民や全国各地の鉄道愛好家など約

１，１００人が訪れ、ミニ新幹線の乗車体験、鉄

道模型の操作体験、キマロキ清掃体験、移動式天

文台車「ポラリス２号」による太陽観察などの多

彩なプログラムや、特別展「排雪列車キマロキ展

示保存５０年・深名線廃止３０年記念展」を楽し

んでいただきました。

また、特別展の関連企画として、７月２０日に

は、写真家で東京なよろ会副会長でもある工藤裕

之氏を講師に招き、駅前交流プラザ「よろーな」

で「名寄の宝 キマロキの活用法と宗谷本線の未

来」をテーマに御講演いただいたほか、８月１１

日には、北国博物館で木工クラフト講座「蒸気機

関車と客車をつくろう」を開催し、市内外に地域

の宝であるキマロキをＰＲする機会となりました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

以上で行政報告を終わ〇議長（山田典幸議員）

ります。

日程第５ 議案第１号〇議長（山田典幸議員）

名寄市風連東地区運動広場条例の一部改正につ

いて、議案第２号 名寄市風連農村環境改善セン

ター条例の一部改正について、議案第３号 名寄

市風連サンシャインホール設置及び管理に関する

条例の一部改正について、以上３件を一括議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市風連〇市長（加藤剛士君）

東地区運動広場条例の一部改正について、議案第

２号 名寄市風連農村環境改善センター条例の一

部改正について、議案第３号 名寄市風連サンシ

ャインホール設置及び管理に関する条例の一部改

正について、一括して提案の理由を申し上げます。

現在直営で管理をしている風連地区スポーツ施

設を指定管理者制度に移行するため、本条例の一

部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第１号〇議長（山田典幸議員）

外２件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

山崎真由美議員。

それぞれ３本の議案〇３番（山崎真由美議員）
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に対しまして２番の条例制定（改廃）の主な内容

について、（１）の指定管理を指定管理者が行え

るように改めるというところの指定管理者に直営

から改められた場合、どのようなメリットを想定

されているのか、少し詳細についてもお伺いした

いと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今これから今後〇総合政策部長（石橋 毅君）

直営で管理しているものを指定管理者のほうへ事

業として契約をできる可能性を広げるための改正

をさせていただきましたけれども、今回メリット

ということでいいますと、よりスケールメリット

を生かした維持管理、いろいろなものを１つの事

業者、それからどういう形になるか分かりません

けれども、いわゆるスケールメリットを生かした

中でのコストの削減、それからより利用者に寄り

添った対応というものを目指していける体制が柔

軟に整えられるのではないかということは期待を

しているところでありますけれども、あくまでも

今回はまだ調整の段階にも入っておりませんので、

そういった体制を整えられるような、まずはこの

条例を改正をさせていただければという提案でご

ざいましたので、よろしくお願いいたします。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

ただいま説明してい〇３番（山崎真由美議員）

ただきました内容については、可能性を広げると

いうことで了解いたしますし、それぞれ基本的な

考え方として指定管理者に管理をしていただく上

でのスケールメリットですとか柔軟な対応、より

利用者の方が利用しやすいようにということにつ

いては当然のことであると思いますので、それに

ついては今後可能性を広げていく中で具体的な動

きが出てくるものというふうに思っております。

その点について確認をさせていただいたのであり

ますが、この動きが進んでいきますときには地域

にとっても名寄市全体にとっても対応がはっきり

見えてくるような動き出しをお願いしたいなと思

っておりますので、そのことについて申し上げさ

せていただいて、私の質疑を終わります。

ほかに質疑はございま〇議長（山田典幸議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（山田典幸議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより議案第１号外２件の一括採決を行いま

す。

議案第１号外２件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１号外２件は原案のとおり可決

されました。

日程第６ 議案第４号〇議長（山田典幸議員）

名寄市議会議員及び名寄市長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市議会〇市長（加藤剛士君）

議員及び名寄市長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、公職選挙法施行令の一部を改正する政

令の施行に伴い、国政選挙における公費負担限度

額が引き上げられたことから、本市においても同

様の措置を講ずるために本条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第５号〇議長（山田典幸議員）

名寄市新規就農者等に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 名寄市新規〇市長（加藤剛士君）

就農者等に関する条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、さらなる新規就農者の確保を図ること

から、新規就農者及び独立就農者の認定要件を緩

和をするため、本条例の一部を改正しようとする

ものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第６号〇議長（山田典幸議員）

名寄市水道事業給水条例の一部改正について、

議案第７号 名寄市下水道条例の一部改正につい

て、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 名寄市水道〇市長（加藤剛士君）

事業給水条例の一部改正について、議案第７号

名寄市下水道条例の一部改正について、一括して

提案の理由を申し上げます。

本件は、地方自治法第２４５条の４第１項に基

づく技術的助言により、災害その他非常の場合に

おいて管理者が認めるときは、他の市町村長の指

定を受けた者等が給水装置及び排水設備に関する

工事を行うことができるように本条例の一部を改

正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第６号〇議長（山田典幸議員）

外１件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより議案第６号外１件の一括採決を行いま

す。

議案第６号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第６号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第９ 議案第８号〇議長（山田典幸議員）

名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 名寄市病院〇市長（加藤剛士君）

事業の設置等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、医療需要の急激な変化を受けて、病床

数の適正化を進め、効率的な医療提供体制の確保

を図ることを目的とした病床数適正化支援事業の

趣旨にのっとり、現在休床している病床のうち当

該事業の補助対象となる１０床を削減することで

医療資源の集中と効率化を図るとともに、病院経

営の健全化を進めるために本条例の一部を改正し

ようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第９〇議長（山田典幸議員）

号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 北海道市町〇市長（加藤剛士君）

村職員退職手当組合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、本市も組織団体となっている北海道市

町村職員退職手当組合の組織団体である江差町・

上ノ国町学校給食組合が解散をし、北海道市町村

職員退職手当組合から脱退となることに伴う北海

道市町村職員退職手当組合規約の変更について協

議をするため、地方自治法第２８６条第１項及び

同法第２９０条の規定に基づき議会の議決を求め

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第１〇議長（山田典幸議員）

０号 令和７年度名寄市一般会計補正予算（第３

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

議案第１０号 令和７年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出それぞれ１億４，１０７万１，０００円を追加

をし、予算総額を２９０億７，３２４万９，００

０円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきましてふるさと応援事業費１億４８

５万８，０００円の追加は、ふるさと納税寄附金

の増加と昨年度の先行受付分に係る寄附記念品発

送業務などの費用について追加しようとするもの

でございます。

３款民生費におきまして地域介護・福祉空間整

備等施設整備事業費７７０万円の追加は、介護事

業所で実施をする防災改修事業である非常用自家

発電設備整備に対して支援を行おうとするもので

ございます。

８款土木費におきまして市道除雪・排雪対策事

業費２，３９２万５，０００円の追加は、市道除

雪業務委託等において労務単価の上昇等から見込

まれる不足額などを追加しようとするものでござ

います。

次に、歳入について申し上げます。１２款地方

交付税におきまして普通交付税１，６０２万６，

０００円の減額は、今年度の普通交付税額が決定

したことから、減額しようとするものでございま

す。

このほか、事業費の追加に伴う国庫補助金やふ

るさと納税寄附金などの特定財源を計上するほか、

財政調整基金繰入金におきまして収入の調整を図

ろうとするものでございます。

第２表、地方債補正につきましては、河川改修

工事の追加に伴い河川維持管理浚渫事業債を追加

しようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１２ 議案第１〇議長（山田典幸議員）

１号 令和７年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 令和７年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ５，３４９万円を追加し、予算総額

を２９億２，３９３万２，０００円にしようとす

るものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款総務

費におきまして介護保険運営事業費３９万９，０

００円の追加は、情報システムの標準化への移行

に伴い、各種帳票用紙購入に係る費用を追加しよ

うとするものでございます。

６款諸支出金におきまして介護給付負担金等返

還金５，３４９万円の追加は、令和６年度介護給

付費負担金等の精算に伴う返還金を追加しようと
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するものでございます。

次に、歳入におきまして、前年度繰越金を追加

をし、収支の調整を図ろうとするものでございま

す。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１３ 議案第１〇議長（山田典幸議員）

２号 令和７年度名寄市食肉センター事業特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 令和７年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、食肉センター設備更新に要する

経費を補正しようとするもので、歳入歳出それぞ

れ３９８万２，０００円を追加し、予算総額を７，

６７２万８，０００円にしようとするものでござ

います。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款衛生

費におきまして食肉センター管理事務費３９８万

２，０００円の追加は、牛皮搬送コンベヤー等３

件の設備更新に要する費用を追加するとともに、

支出科目の整理をしようとするものであります。

次に、歳入につきましては、更新費用の増加に

伴い２款市債におきまして４００万円を追加し、

１款繰入金におきまして収支の調整を図ろうとす

るものであります。

第２表の地方債補正につきましては、事業費の

追加に伴い限度額を変更しようとするものでござ

います。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１４ 議案第１〇議長（山田典幸議員）

３号 令和６年度名寄市一般会計決算の認定につ

いて、議案第１４号 令和６年度名寄市国民健康

保険特別会計決算の認定について、議案第１５号

令和６年度名寄市介護保険特別会計決算の認定

について、議案第１６号 令和６年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定について、議案

第１７号 令和６年度名寄市後期高齢者医療特別

会計決算の認定について、議案第１８号 令和６
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年度名寄市立大学特別会計決算の認定について、

議案第１９号 令和６年度名寄市病院事業会計決

算の認定について、議案第２０号 令和６年度名

寄市水道事業会計決算の認定について、議案第２

１号 令和６年度名寄市下水道事業会計決算の認

定について、以上９件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 令和６年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計決算及び議案第１４号から議案

第２１号までの各特別会計決算並びに各企業会計

決算の認定について、一括して提案の理由を申し

上げます。

各会計の決算につきましては、令和７年５月３

１日、議案第１９号から議案第２１号は令和７年

３月３１日をもってそれぞれ出納を閉鎖し、決算

を行いましたので、地方自治法第２３３条第３項

及び地方公営企業法第３０条第４項の規定により

まして議会の認定に付すものでございます。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（山田典幸議員）

議案第１３号外８件は、本会議質疑を省略し、

全議員をもって構成する決算審査特別委員会を設

置し、これに付託の上、審査したいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１３号外８件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時５１分

再開 午前１１時００分

再開いたします。〇議長（山田典幸議員）

正副委員長の互選が行われましたので、結果を

報告します。

決算審査特別委員会委員長に山崎真由美議員、

副委員長に谷聡議員、以上であります。

日程第１５ 報告第１〇議長（山田典幸議員）

号 令和６年度名寄市病院事業会計継続費精算報

告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 令和６年度〇市長（加藤剛士君）

名寄市病院事業会計継続費精算報告について申し

上げます。

市立総合病院において令和４年度より事業を実

施をしてまいりました手術室増改築事業が完了し

たことに伴い、地方公営企業法施行令第１８条の

２第２項の規定により御報告するものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第１６ 名寄市立〇議長（山田典幸議員）

大学の経営に関する調査特別委員会の報告を行い

ます。

委員会の報告を求めます。

名寄市立大学の経営に関する調査特別委員会、

東千春委員長。

〇名寄市立大学の経営に関する調査特別委員長

議長より御指名がありました（東 千春議員）

ので、報告を申し上げます。

本委員会は、令和７年第２回定例会において名
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寄市立大学が今後も地域の大学として維持、発展

するための経営形態について調査研究するため、

１０名をもって構成する名寄市立大学の経営に関

する調査特別委員会が設置されました。これまで

６回の委員会を開催し、意見の集約が図られまし

たので、御報告を申し上げます。

第１回は６月２５日に開催し、委員長に私東千

春が、副委員長に佐藤靖委員が選任されました。

第２回委員会は７月９日に開催し、名寄市立大

学在り方検討委員会事務局からの資料を基に現段

階での状況の説明を受けました。資料としては、

１８歳人口の動向と高等教育政策等、名寄市立大

学の概要、公立大学の状況、公立大学法人制度に

ついての説明を受け、質疑を行いました。

委員からは、地域または在学生から意見を聞い

た経緯はあるのかの質疑には、構成された委員は

市内の団体から構成されており、専門的な意見を

伺えたと思う。大学では、２年に１度学生アンケ

ートを行っている。また、上川総合振興局では旭

川市立大学と名寄市立大学にアンケートを行い、

どちらも内部資料とした。財政的覚悟とはどのよ

うに捉えているのかの質疑には、必要経費は市か

ら出す。民営化のような財政カットのためのもの

ではなく、市もしっかり認識する必要があるなど

の質疑が行われ、次回の追加資料を求め、閉会い

たしました。

第３回委員会は７月１６日に開催し、前回求め

た追加資料を基に説明を受けました。内容として

は、公立大学の法人化の動向、公立大学法人化に

係る財政負担増について、岐阜薬科大学が作成し

た大学法人化に関する調査、名寄市総合政策部が

行った道内公立大学法人のメリット、デメリット、

釧路公立大学への照会と回答の説明を受けました。

委員からは、資料ではメリットが多いようだが、

教授会や教員から名寄市立大学の規模だと財政負

担が厳しくなるとの声もある。議論経過はの質疑

に、学生数で見ると名寄市立大学は公立大学１０

１校中３０番目で、決して小規模ではない。同規

模の新見公立大学を見ても大きな負担にはなって

いない。教員の外部資金の受入れ状況はの質疑に、

科学研究費を受けている教員は８０人中２０％に

満たないので、採択率向上にもう少し頑張ってほ

しい。法人化は市長の公約であったが、教員はど

のように受け止めているのかの質疑に、学内では

法人化に関する協議は行われていない。教授会で

学長から在り方委員会の報告が行われている。大

学法人化で運用面で変わることはあるのかの質疑

には、法人化になれば教育研究審議会と経営審議

会が設置され、定款により地域の人材や専門家な

ど外部者も入ることが可能となる。企業会計によ

り財務の見える化、他大学との比較が可能となる。

教員も企業等との連携の幅が増すなどの質疑があ

りました。

次回は学長、副学長、学部長を招いて意見を聞

き、質疑を行うことを確認し、閉会をいたしまし

た。

第４回委員会は７月３１日に開催し、釧路公立

大学理事兼事務局長の太田泰晶氏を招いて講演を

聞きました。内容としては、１、釧路公立大学に

ついて、２、公立大学法人化について、３、法人

化の現状では、①として公立大学法人後の組織、

②、法人化のメリット、デメリット、③、予算の

状況、④、学生の確保、⑤、職員体制、⑥、法人

化後の取組について伺いました。

委員からは、経営審議会、教育審議会の委員の

選考についての質疑では、経営審議会メンバーは

理事長、学長、理事、地元金融機関、地元高等教

育機関の事務局長、釧路市の担当部長で構成、教

育研究審議会は外部委員を入れずに学長、大学三

役、教員２名、事務局職員１名で構成した。法人

化で教員はどのように変わるのかの質疑に、待遇

は公務員とほとんど変わらない。勤務時間は裁量

労働制にしたので、勤務形態の自由度が増した。

また、雇用保険の対象となる。法人化による職員

のプロパー化についての質疑では、大学勤務経験

の長い職員に意向を聞き、年間２名程度プロパー
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化した。プロパーとなっても待遇は変わらない。

また、運営に支障を来さないよう急激な移行はし

ない。最終的には１割程度の市職員を残して、人

事交流の場を設ける予定などの質疑終了後、次回

の日程確認をし、閉会をいたしました。

第５回特別委員会は８月１２日に開催し、参考

人として名寄市立大学在り方検討委員会、清水池

義治委員長と尾崎良雄副委員長を招致して、５点

について意見を求めました。１点目、答申書の内

容について及びその内容に至った理由についてで

は、時代の変化に的確、柔軟にスピード感を持っ

て対応し、大学の自主性、透明性の向上が求めら

れる中で公立大学法人制度のメリット、デメリッ

ト、ガバナンス強化などを総合的に判断して、公

立大学法人制度の導入が必要とした。２点目、当

該委員会において経営形態の変革に対して特に印

象深かった議論はについては、経営形態と職員の

処遇は切り離して議論すべき。また、法人化のメ

リットについては意思決定のプロセスの迅速化や

予算執行の柔軟性、裁量労働制の導入、プロパー

職員化による経営強化などの議論があった。３点

目、仮に経営形態が変わった場合の名寄市立大学

への期待についてでは、市から独立した自主性の

確立、非公務員化による人事の活性化、企業会計

による弾力的な経営、市民の参画などが挙げられ、

教育研究の質向上とそれを支える大学改革を推進

していくため予算、人事など幅広く弾力的な運営

が可能となる法人化制度の導入が求められる。今

まで以上の透明性の向上、情報公開を推進する必

要がある。ガバナンスコードに基づく学長のリー

ダーシップの下で戦略的に大学をマネジメントで

きる体制構築が不可欠で、市民をはじめ学生、教

職員、地域社会などあらゆるステークホルダーに

対して迅速な意思決定を行うため、ガバナンス改

革が求められる。４点目、名寄市立大学教職員と

の面談における印象についてでは、５月２７日に

１日かけて学長、管理職の教員、職員に対しヒア

リングを実施した。法人化に肯定的な意見として

は教員の昇格人事の透明化、意思決定が早い、ま

た判断は設置者の意向を受け止めるなど、否定的

な意見としてはスピード感の速さの下では学内議

論が深まらない、トップダウンになってしまうな

どの意見があり、不安を抱く職員も一定数いるの

で、その対応が重要。５点目、名寄市立大学に対

する今後の設置者との関わりについてでは、ガバ

ナンスの在り方が大きく変わる。法人化によって

大学と行政の一体化が進むのではないか。法人化

は器が替わるにすぎず、過剰な期待は避けるべき

との説明がありました。

委員からは、今の経営形態では大学として発展

できないのかの質疑には、委員会の中では難しい

のではないかとの意見が多かった。現在物事は教

授会で決定される。法人化では理事会の決定で大

学の運営が決まり、責任の所在も理事会となる。

大学教員との面談についての質疑では、公立大学

法人制度の理解が十分ではないのではないかなど

の答弁がありました。

次に、設置者である加藤市長に次の４点につい

て意見を求めました。１点目、名寄市立大学在り

方検討委員会設置の目的はでは、総合計画や市議

会の場での所信表明でも考えを述べてきた。少子

化により大学間競争が激化する中、多種多様な戦

略とスピード感が必要。２点目、答申を受けての

感想では、現状と課題が整理され、今後さらなる

発展に向けて教育研究機関としての在り方として

教育の質向上、研究の成果など情報公開、大学入

学者選抜や大学間連携の可能性などが記されてい

る。また、大学運営に外部者、地域人材などが関

わることで透明性の向上はもちろん、さらなる地

域課題の解決に向けた取組、地域貢献が推進され

ることから、早期の法人化移行への御提言をいた

だいた。３点目、設置者として今後の大学の目指

す姿はでは、ガバナンスコードに基づき学長のリ

ーダーシップの下で戦略的な大学マネジメントの

構築が不可欠であり、あらゆるステージで透明、

公正かつ迅速、果断な意思決定を行うため、ガバ
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ナンス改革を推進することが求められる。４点目、

最終判断の時期には、議会の名寄市立大学の経営

に関する調査特別委員会の報告の後に早急に一定

の方向を示したい。

委員からは、在り方検討委員会の報告で制度の

理解に努めるとともに、設置者としての覚悟を持

って大学との連携を図る必要があるとの意見への

考えに対して、大学と行政との連携は重要で、学

生から選ばれる大学を目指したいなどの質疑が行

われました。

次に、家村学長、結城副学長、工藤学部長を招

き、５点について意見を求めました。１点目、大

学経営に関する考えについて、家村学長は下関市

立大学では３年間で４割以上の教員が退職した事

例を述べ、高等教育への教育理念を持った上で経

営問題に臨みたい。結城副学長は、法人化は大学

の自主性、自律性を高め、迅速かつ柔軟な意思決

定が可能となる利点がある一方で、財政的展望、

教員の確保、大学の在り方にも影響する。いずれ

の選択をしても教職員一同知恵を絞って全力で尽

くしたい。工藤学部長は、迅速さのメリットはあ

るが、議論の丁寧さにデメリットがある。予算は

柔軟性を持ち、流動性は利くが、法人化で教員の

作業量が増えて、本来の教員の在り方が失われる

心配もあり、どちらも見えていないと述べました。

２点目、名寄市立大学在り方検討委員会の議論内

容に対する率直な思いについて、家村学長は事前

に話を聞いていなかったので、驚いた。１０回程

度の議論を考えていたが、第４回で方向が集約さ

れた。学長のリーダーシップの下、戦略的に大学

マネジメントができるガバナンス体制の構築、改

革推進は必要と述べました。３点目、法人化を取

り入れなくても現体制の中で改革は可能と考える

かについて、家村学長は高等教育の１０年後を読

むのは難しい。法人化は、危機的な状況を打開す

るための決め手にはならない。設置者と大学改革

を進める道を探りたい。４点目、法人化に対する

学内の検討状況について、家村学長は教員約７０

人に面談をしたが、反対３割、分からない、どち

らでもよい、慎重が６割弱、賛成が１割超えだっ

たと紹介をしました。５点目、その他特筆すべき

事項について、結城副学長から認証評価の進捗に

ついて、今年度受審しているが、センターから事

務的確認事項８４項目に対して７月に改訂を提出。

追加確認が１８項目、今月提出の準備をしている

との発言がありました。大学院設置では、工藤学

部長から教授会で昨年再開し、今年度つくる意思

表明をした。つくれるところからつくっていくよ

う進めるとの説明がありました。

委員からは、法人化しない場合の具体策と学長

の心構えについての質疑に、他大学で法人化によ

る体制を変えたことによる混乱はあったのではな

いかと思うが、法人化となった場合はそのような

ことを避け、設置者と十分協議しながら進みたい。

ガバナンスを含めた体制ができていなかったので

はとの質疑では、本来ならば大学の側から設置者

に組織体制を含め検討すべきだったかもしれない

などの質疑がありました。

質疑終結後、次回の委員会は委員間討議を行う

ことを確認し、閉会をいたしました。

第６回特別委員会は、委員間討議を行いました。

正副委員長を除く全委員から発言があり、ほとん

どの委員から法人化を進めるべきとの意見が出さ

れました。その理由として、１８歳人口減少への

対応として、受験生から選ばれ、さらに発展する

ために時代の変化に的確にかつ柔軟でスピード感

を持って対応することが必要との意見が多く出さ

れました。また、１０年後、２０年後を見据えた

経営形態が必要。地域課題の解決に向けた研究を

進めるため法人化は必要ではないか。教員のクロ

スアポイント制の導入による多様で効率的な学習

の提供が可能となる。研究においても地域の事業

者はじめ、全国様々な経営体とのさらなる連携が

可能となる。教員募集で公務員としては弾力的な

勤務形態を示すことができず、募集に不利ではな

いか。釧路公立大学では、法人化を契機として様
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々な改革を進めている。新しいカリキュラムの導

入や地域企業による奨学金で学生の支援の充実が

期待できる。学長から下関市立大学では法人化に

より３年間で４割の教員が辞めたと説明を受けた

が、報道では独裁的な大学運営が問題視されたと

ある。また、学長、副学長、学部長からの説明の

中で、特に学長からの法人化への前向きでない発

言を疑問視する意見が複数出されました。一方、

法人化する理由を見つけることができないとする

意見として、釧路公立大学、太田氏の講演で法人

化後の取組で法人化でなければできなかったこと

に地元企業との連携を強調されていましたが、既

に名寄市立大学では様々な場面で地元企業との連

携が取れていること、法人化は万能薬ではない、

市民が制度について分からない、学長が改革は必

要だが、性急だとしているなどの意見が出されま

した。さらに、今後の大学発展には教員の理解を

深めることが重要で、法人化する際には教員に対

して大学管理職をはじめ、様々な場面での説明や

情報提供を求める声が多く出されましたが、法人

化への条件ではないことを確認をいたしました。

以上、名寄市立大学の経営に関する調査特別委

員会の経過と結果についての御報告といたします。

以上で名寄市立大学の〇議長（山田典幸議員）

経営に関する調査特別委員会の報告を終わります。

お諮りいたします。〇議長（山田典幸議員）

議事の都合により、明日９月２日から９月７日

までの６日間を休会といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、明日９月２日から９月７日までの６日

間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は全〇議長（山田典幸議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午前１１時２３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 今 村 芳 彦

署名議員 佐 藤 靖
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令 和 ７ 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和７年９月８日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和７年９月８日（月曜日）第３回９月定例会・第２号



－20－

令和７年９月８日（月曜日）第３回９月定例会・第２号

ただいまの出席議員数〇議長（山田典幸議員）

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 谷 聡 議員

１１番 高 野 美枝子 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（山田典幸議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

安全安心快適な環境整備について外１件を、山

崎真由美議員。

おはようございます。〇３番（山崎真由美議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い、大項目で２点質問させていただきます。

最初に、大項目１、安全安心快適な環境整備に

ついて、小項目で３点お伺いいたします。小項目

１、公共施設へのエアコン設置について。今年は

最も暑い夏だとの声を聞きました。近年の猛暑対

策として学校への空調設備設置工事が進められて

いますが、同様に公共施設への設置も必須とする

環境に変わってきました。中でも文化センターや

ふうれん地域交流センター、智恵文多目的研修セ

ンターは、生涯学習及び地域活動の拠点として利

用頻度の高い施設であるとともに、災害時には避

難所としても重要な施設です。市民の皆さんから

の部屋が暑くて熱中症が心配、何とかしてほしい

との声も上がっています。今後の計画についてお

伺いいたします。

次に、小項目２、プールの老朽化に対する対応

について。名寄Ｂ＆Ｇプール床面の塗装が剥がれ

てきており、利用者からも改善を求める声が上が

っています。学校教育においても重要な施設であ

り、安全面からも対応は必須であると考えること

から、今後の改修についてお伺いいたします。

次に、小項目３、有害鳥獣対策について。まず、

ヒグマ対策についてお伺いいたします。今年もヒ

グマによる被害を伝えるニュースが複数聞こえて

きました。被害防止のためには目撃等の情報を迅

速に共有することが必要であると考えますが、危

険をいち早く知らせる取組の状況と方法について

お伺いいたします。

また、パトロールの強化策について伺います。

あわせて、地域の安全対策を進める上で必要と

なる広域連携による取組状況についてお伺いいた

します。

次に、アライグマ対策について。アライグマに

よる農作物被害の実態とわなによる捕獲の実態に

ついて伺います。

また、報奨金による取組強化について、考え方

についてお伺いいたします。

次に、大項目２、市民協働のまちづくりについ

て、小項目１、まちづくりワークショップの開催

について。名寄市総合計画（第２次）後期基本計

画は、来年度最終年度を迎えます。この間市民協

働のまちづくりが進められてきましたが、次の時

代につなぐためには平成２９年度からスタートし

た名寄市総合計画（第２次）全体の振り返りが必

要であると考えます。その一つとして、希望すれ

ば市民誰もが参加でき、自由に意見を交換できる

ワークショップの開催が効果的であると考えます。

市民一人一人がまちづくりへの思いを具現化でき

るような機会の提供についてのお考えを伺います。

小項目２、若い世代の意見を生かすためには。

若い世代が名寄に生まれ、育ち、学び、働き、住

んでよかったと希望や楽しさを実感できることが

何よりもまちづくりの大きなエネルギーになりま

す。そのための具体的な取組としては、若い世代

の意見を生かすことにあると考えます。まちづく

りに関心のある人材の育成と人と人をつなぐネッ

トワークづくり、一過性のものではない官民連携
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の継続性ある組織運営など、若い世代の意見を生

かす取組についての御見解をお伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

おはようございます。〇教育部長（伊藤慈生君）

ただいま山崎議員から大項目２点にわたり御質問

いただきました。大項目１の小項目１は私から、

大項目１の小項目２と大項目２は総合政策部長か

ら、大項目１の小項目３は経済部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いします。

初めに、大項目１、安全安心快適な環境整備に

ついて、小項目１、公共施設へのエアコン設置に

ついてお答えします。昨年の第３回定例会におい

て、山崎議員から公共施設へのエアコンの設置に

ついて御質問があり、市民文化センターやふうれ

ん地域交流センター、智恵文多目的研修センター

以外にも教育委員会が所管する社会教育施設があ

りますので、今後各施設の利用頻度や利用者数な

どの比較を行いながら設置する施設、箇所などに

ついて検討していきたいと考えておりますと答弁

したところです。教育委員会では、学校を含めた

各施設の利用頻度などの比較を行い、令和７年度

の予算要求に当たり限りある予算で暑さ対策を進

める観点から、まずは未設置の学校へのエアコン

設置を優先したところです。教育委員会としまし

ては、気候が変化し、夏の暑さが厳しくなってお

り、エアコンの設置の必要性については認識して

おりますので、議員御指摘の３施設を含む社会教

育施設をはじめ、公共施設への設置については様

々な事業の優先度や財政状況などを勘案し、市全

体で総合的に検討していく必要があると考えてお

ります。

私からは以上です。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、初め〇総合政策部長（石橋 毅君）

に小項目２、プールの老朽化に対する対応につい

てお答えいたします。

名寄市Ｂ＆Ｇ海洋センタープール槽の塗装は、

平成１５年に実施した以降２２年が経過し、かね

てより塗装工事の必要性について把握していると

ころであります。また、当該施設では市内小学校

や幼稚園での利用もあり、学校教育のみならず、

幼児教育においても重要な施設であると認識して

います。しかしながら、プールの塗装工事には多

くの費用が必要となることとスポーツ施設を含む

市内公共施設において老朽化による改修が必要と

なる施設が多く存在することから、当該施設の塗

装工事の必要性、重要性を認識しつつ、市全体の

公共施設の整備、改修計画とのバランスを考慮し

ながら必要な施設整備、改修の優先順位を見極め

て進めてまいります。

次に、大項目２、市民協働のまちづくりについ

て、小項目１、まちづくりワークショップの開催

についてお答えいたします。名寄市総合計画（第

２次）が令和８年度をもって計画期間を終えるこ

とから、現在次期総合計画の策定に向けて現計画

の評価と分析を実施しているところであります。

次期総合計画の策定に当たっては、その評価と分

析結果や課題となっている人口減少、厳しい財政

状況も踏まえながら、市民の皆様と名寄市の将来

像について考えるためのワークショップを開催し

ていきたいと考えており、現在の予定といたしま

しては今年度中に３回程度の開催を考えており、

準備を進めているところです。ワークショップの

開催により総合計画策定への住民参画を促し、市

民の皆様のまちづくりに対する意識を高めるとと

もに、多くの意見を聞き、議論を重ね、その結果

をしっかりと次期計画に反映させることで、現計

画の基本目標としている市民と行政との協働によ

るまちづくりにつながる取組にしていきたいと考

えております。

次に、小項目２、若い世代の意見を生かすには

についてお答えいたします。次期総合計画の策定

に当たりましても若い世代の意見を生かしていく

ことは重要であることから、これまで実施してき

た市民アンケートのほか、各教育機関の御協力を
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いただき、市内の小学生から大学生までの学生に

対してアンケート調査を実施し、まちづくりを進

めていくための行動指針となる総合計画を知って

もらう機会とするとともに、学生の回答をしっか

り分析し、計画に反映できるよう努めてまいりま

す。また、先ほど申し上げましたワークショップ

においても、若い世代に多く参画していただける

よう一般応募のほか、市内の各団体や大学への呼

びかけも実施したいと考えており、市職員につき

ましても係長職８名、係職８名が参加する予定と

なっておりますので、若い職員が市民の皆様と意

見交換し、一緒にまちづくりを考えるよい機会に

なればと考えております。今回実施をするアンケ

ート調査やワークショップにつきましては、次期

総合計画の策定に向けての取組の一環であります

が、これまでも団体の青年部に対する出前トーク

や高校の地域学の授業で説明を行ったり、名寄市

総合計画審議会においても大学生を含む多くの若

い委員に参画いただくなど、まちづくりに対して

関わりや興味を持っていただけるよう努めてきた

ところです。現在では総合計画審議会の委員が中

心となり、市民の若手有志が集まり、今後のまち

づくりを考えるための会が設立され、老朽化が進

む公共施設の在り方等について議論がされており、

市職員にもお声かけいただき、意見交換等を実施

しているところです。今後も市民の皆様がまちづ

くりを考える機会づくりに努め、今回設立された

会と同様に主体的にまちづくりを考えていただけ

る機運の醸成に努めてまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項目１、〇経済部長（山田裕治君）

小項目３、有害鳥獣対策についてお答えいたしま

す。

本市においては、農作物被害のみならず、生活

に影響を与える鳥獣被害防止のためエゾシカ、ア

ライグマ等の捕獲活動及びヒグマ対策の取組を進

めております。現在ヒグマに関する目撃等の情報

が寄せられた場合には、担当者が猟友会、名寄警

察署と速やかに現場を確認し、情報を整理してか

ら当市のホームページに掲載をいたします。その

間に出没地域の町内会長にも連絡をし、周知を徹

底しているところであります。また、人の往来の

多い場所、またはその周辺での事案については、

注意喚起の黄色い看板を設置しております。パト

ロールについては、ヒグマ駆除隊委嘱仕様書の中

で標準巡回は日の出から日没までの間１回実施で

３日間としておりますが、出没地点や潜伏の可能

性、出没の頻度など事案により回数を増やすなど、

状況に応じた対応に引き続き努めてまいります。

広域連携につきましては、隣接市町村、警察署、

猟友会において情報共有が図られていると認識し

ております。駆除活動につきましては、現状とし

て活動条件の違いや業務の委託状況等、整理しな

ければならない課題も多くあることから、現時点

では難しいと考えております。

アライグマにつきましては、令和６年度実績で

３９１頭捕獲しており、被害額につきましては令

和６年度で２６４万円の農業被害となっておりま

す。アライグマの駆除については、外来生物法に

基づき講習を受講し、防除従事者として登録する

ことで捕獲可能となることから、農業者の方が自

ら被害防止に取り組むことを基本とし、現在市内

で３８９名が防除従事者として登録されておりま

す。現在の駆除体制としては、捕獲は農業者の方

に対応いただき、捕獲後の運搬や処分につきまし

ては市、農協で役割分担をして進めているところ

です。このように農業者の自主防衛の考え方に基

づき事業を行っておりますので、報奨金の設定に

つきましては現時点で考えておりません。

以上、私からの答弁といたします。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御答弁いた〇３番（山崎真由美議員）

だきましたので、再質問させていただきます。

先に公共施設へのエアコン設置についてであり
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ます。さきに伊藤部長からも御答弁ありましたよ

うに、昨年の第３回定例会でも安心、安全、快適

な生活環境、環境整備ということで質問をさせて

いただいて、それによってということではなく、

多くの御意見やもちろん市長はじめ理事者の皆さ

んの御認識もあって、今学校教育施設、整備が進

んでいます。なかなか今年の夏に間に合わなかっ

たので、子供たちからは暑くて、もうちょっと早

くというような話も聞こえてきましたけれども、

それについては今きちっと進めているということ

で、子供なりに納得していただくということでお

話をしてきていました。改めて公共施設のほうの

必要性を訴えさせていただいているのですけれど

も、やはり本当に暑いです。皆さんそれぞれ地域

の公共施設たくさん使っていただいておりますの

で、改めて私がこの場で申し上げるまでもなく、

その状況については分かっていただいております

し、その都度市民の皆様からもお声を聞いていた

だいていると思います。では、どういう状況で進

めていくかということでありますが、やはり市全

体の総合的な判断ということで優先順位をつけて

いくしかないと思うのですが、昨年も一般質問さ

せていただいて、１年間過ぎておりますので、総

合的に判断して、どの計画で進んでいくのかとい

うことについてもう少し具体的な状況が示してい

ただけましたら、お願いしたいと思います。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

暑さ対策に係るエア〇総務部長（木村 睦君）

コン設置に係る全体的なというようなお話かと思

います。議員のほうからも昨年の第３回定例会に

おいて御質問いただいて、私たちも、先ほど教育

部長のほうからもありましたとおり、第３回定例

会の中で、この間子供と高齢者関連の施設を優先

させていただいていると。したがって、学校の、

最初は保健室から始まったり、介護施設、それか

ら大学などに設置してきたり、市民の皆さん方の

利用度の高い庁舎の会議室などに設置をしてきて

いるところであります。その後、ここ数年やっぱ

り気温が猛暑、すごくなってきましたので、また

さらに一歩進んで、小中学校の普通教室ですけれ

ども、エアコンの設置をして、今年度も残ってい

る施設を優先にというのは、先ほど教育部長から

もお話あったとおり、そのように進めていると。

さらには、これもちょっと遅くなってしまったか

もしれませんが、市民の皆さん方によく使ってい

ただいている庁舎の４階大会議室にも今年度つけ

させていただいたところであります。さらには、

総合福祉センター、ここにも、福祉的利用が多い

というところございますので、つけさせていただ

いているということになっています。このように

少しずつではございますけれども、我々も課題感

をしっかりと認識させていただいておりますので、

設置に向け努めているところでございますので、

基本的にやはり方針というのは、先ほどもお話し

されたように、全体をよく総合的に捉えながら利

用頻度ですとか、そういったところを考えながら、

最終的には予算協議になるかとは思うのですけれ

ども、そこで設置に向けて努力してまいりたいと

いうふうには考えているところです。

以上です。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

この間の状況につい〇３番（山崎真由美議員）

て理解させていただきます。本当に財政的なもの

全体を捉えての計画でなければいけませんので、

担当の部長をはじめ皆さんの御苦労もよく分かっ

ているのですけれども、利用頻度が高い、それか

ら子供たち、それから高齢者ということで考えま

すと、風連の交流センター、智恵文の多目的セン

ター、あそこはやはりその地域にとってはなくて

はならない施設でありますので、名寄市内の文化

センターももちろんたくさんのサークルの方にも、

それから今までのピヤシリ大学の皆様にも使って

いただいておりますので、大事な施設だとは思っ

ておりますが、代えるものがないところからいえ

ば地域の優先順位、大変高いと思っておりますが、

この計画については今後どのような形で進めてい
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ただけますでしょうか。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

繰り返しの答弁にな〇総務部長（木村 睦君）

ってしまうのですけれども、社会教育施設等議員

のほうからもございました風連の地域交流センタ

ーですとか智恵文の多目的施設含め、今のは社会

教育施設だと思いますが、それ以外にもお子様が

使われる施設ですとか、高齢者が使われる施設と

いうのはたくさんあるかというふうに思っており

ますので、全体的に先ほどもお話ししました状況

を見ながら最終的には、繰り返し申し上げません

けれども、予算協議のほうで検討させていただき

たいと思っています。

以上です。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

予算協議の中でとい〇３番（山崎真由美議員）

うことでありますので、総務部長としては本当に

大変な役割を担っていただくことになりますが、

本当に大変な暑さであります。もし何かの災害が

起きたときには避難所としてそこにいていただく

ということになれば、夏の熱中症については大変

大きな課題になってくると思いますので、ぜひと

も優先順位高いところで御協議をいただきたい、

御検討いただきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いします。それがすぐに動かすこと

ができないという場合には、やはり室温、それか

らそこにいらっしゃる皆さんの体温を何とか下げ

ていく、そんな方策を考える必要があると思いま

す。今考えられるものは扇風機とかスポットクー

ラーだと思いますが、スポットクーラーについて、

具体的にすぐ動かせるようなものの台数というの

はどれぐらいありますでしょうか。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

現在小中学校に配置〇教育部長（伊藤慈生君）

されているスポットクーラーは２４台です。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

それは、いざという〇３番（山崎真由美議員）

ときに動かして、社会教育施設等で活用すること

はできますでしょうか。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

今お話のあったいざ〇教育部長（伊藤慈生君）

というときが具体的にどういうときなのかという

のがちょっと分からないのですが、今回小中学校

のほうでエアコンを設置しておりますが、限りあ

る予算の中で暑さ対策を進めるという観点から普

通教室のみの設置となっているところです。した

がいまして、現在改築工事などを行っている名寄

中学校と名寄東中学校を除く小中学校のエアコン

設置が完了しましても、職員室や特別教室などで

スポットクーラーを使うということを学校のほう

では考えておりますので、現在のところなのです

が、ほかの施設で活用するということ、特別な何

かがあれば別なのでしょうけれども、今のところ

は考えておりません。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

特別な何かというの〇３番（山崎真由美議員）

は、やっぱり一番大きなものは災害がもし万が一

起きたときということになると思います。ちょっ

と現場幾つか確認させていただきました。風連中

央小学校、音楽室には当然そういうものがありま

せんので、スポットクーラーを使っていました。

これはこの後も必要になるものですから、日常的

な学校教育活動の中でそれを動かすことは厳しい

と思います。それから、智恵文の多目的研修セン

ターに行かせていただきましたら、保育所が併設

されていて、保育所にはエアコンが設置されてい

ます。一番風通しのいいところにスポットクーラ

ーを置いて、館の中の全体の空気が何とか過ごし

やすい状況になるようにということで職員の方考

えて、動かしてくださっていました。そういう今

々使われているスポットクーラーというのは本当

に貴重なものだと思っておりますので、それをす

ぐどうこうということにはなりませんが、やはり

考えておかなければいけないというのは災害時で

あると思いますので、計画だけはつくり上げてお

いていただきたいと思いますが、いかがでしょう
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か。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

災害は夏のみならず、〇総務部長（木村 睦君）

夜ですとか冬ですとか、いつ起こるか分からない

ということですので、いろんな状況は当然考えて

おかなければならないかと思います。我々も様々

な企業とも連携したりしておりますので、いざと

なったときには、いざというのはどういうときか

というところもありましたけれども、状況に応じ

てはそういったところの皆さん方とも協力させて

いただきながら対応、対策に努めていきたいとい

うふうに思っておりますので、御理解のほうよろ

しくお願いします。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

様々な対応を考えて〇３番（山崎真由美議員）

いただいているということでありますので、でき

ましたらそれを市民も承知できるような情報もい

ただけましたら安心できるので、お願いを申し上

げたいと思います。

次の小項目２に移らせていただきます。プール

の老朽化については、先ほど壇上で申し上げたと

おりでありますけれども、やはりちょっと老朽化

が進み過ぎていて、大変な状況になっています。

担当の管理をされている方たち、それから部長も

含めて状況はよく分かっていてくださると思って

います。ただ、やはり小学生からちょっと足を切

ったという話も届いてきた状況の中では、何が原

因でというところを見たら塗装が剥がれてきてい

る、それがたくさんプールの中にありますので、

何とかこれは、今年度はもうプール閉まっていく

と思いますが、来年度早い時期でということを求

めるしかないなと思っています。ちょっと確認、

正確な数字ではないかもしれませんが、全部をや

り切るには５，０００万円ということで、今の名

寄市の情勢を考えると、定例会初日にも来年度予

算５億円何とか引き締めたという、そういう市長

からの行政報告もいただいた中では大変厳しい状

況であることは分かっているのですけれども、や

はり特に水泳は命を守るすべを身につける運動で

ありますので、子供たちだけではなく、どの市民

の方にも水中ウオーキング等していただいて、健

康を守っていただきたい。夏の間にできる短い期

間での使える施設でありますので、何とかこの後

の計画を進めていただきたいと思っています。こ

れはすぐに御答弁を求めることもできないと思い

ますが、市民皆さんの声としてお届けさせていた

だきますので、何とか部長、よろしくお願いいた

します。

次に、有害鳥獣のほうであります。何度も経済

部長とはその都度情報も交換させていただいてお

りますので、ヒグマの対策についてずっと進めて

きていただいているということは分かっています。

先日テレビで道の補正予算として２，９００万円

をこの後の道議会に提出されるという話が伝わっ

てきました。これは、ヒグマ対策に関わる各自治

体への支援をするための補正予算であるというふ

うにテレビで紹介されていたと受け止めているの

ですが、こういう北海道で補正予算として設けら

れるもの、名寄市で活用させていただく動きは取

れますでしょうか。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今お尋ねいただいた〇経済部長（山田裕治君）

今回の北海道の補正予算の概要がまだ詳細私ども

のほうに伝わってきておりませんので、どういう

事業に使えるのか分かりませんが、もし今私ども

が取り組んでいるヒグマ対策の事業にその補助の

要件が合致するのであれば、有効に活用していき

たいというふうに考えております。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

９月９日開催の定例〇３番（山崎真由美議員）

道議会に提出されるということでテレビでは紹介

されておりました。明日ということになっており

ます。これ決まっていくのかどうかも分からない

ですけれども、そのテレビの中では市町村による

緊急銃猟を支援する、そして市町村がハンターに

支払う日当、捕獲した熊の運搬、損害保険の費用
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等に充当することができるというふうに紹介され

ておりましたので、本当に限られた予算の中でヒ

グマ駆除隊の方もパトロールしてくださっていま

す。ぜひ情報をキャッチしていただきまして、名

寄市として動いていただければと思っています。

ヒグマに対してなのですけれども、一番は何事も

起きないということで、エゾシカのパトロールも

含めて猟友会の方がパトロールしてくださってい

るとヒグマも出てこない。音を聞いて出てこない

というのは、それは人間の感覚でそう感じ取って

いるだけかもしれませんが、具体的にそういう話

が伝わってきます。であれば、パトロールを増や

していくということが必要なのかなと思っていま

すが、エゾシカだとかヒグマだとかということで

分けてということではなく、パトロールについて

今、今年度のエゾシカのパトロール費用はもうほ

とんど使い切っているのではないかと思いますが、

その点部長、いかがでしょうか。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

エゾシカのパトロー〇経済部長（山田裕治君）

ルというものにそもそも取り組んでおりませんの

で、どの部分を指して今予算がなくなっていると

いうふうに捉えられているのかちょっと分からな

いので、申し訳ございません。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

ちょっと私のほうの〇３番（山崎真由美議員）

勘違いもあったかもしれませんが、エゾシカを捕

獲するときの猟友会の方の動きということになる

でしょうか。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

多分今議員おっしゃ〇経済部長（山田裕治君）

っているのは、エゾシカを捕獲した際の捕獲報奨

というふうなことかなというふうなことで、エゾ

シカの捕獲報奨につきましては、これ名寄市の有

害鳥獣の対策協議会の中で一定程度年度当初に事

業予算、事業計画、それぞれ組まさせていただい

て、今名寄市のエゾシカの捕獲の目標頭数という

か、４５０頭を一定程度目安として設定をさせて

いただいております。野生動物の鳥獣保護という

観点もございますので、これ軒並みに捕ればいい

ということではないだろうというふうな、そこ猟

友会の方とも意見交換をさせていただいて、４５

０という数字を設定させていただいております。

ですので、そこの進捗を見ながら、それぞれ活動

も強弱をつけながら取組をしていただいていると

いうことで、これ実績ベースになりますので、４

５０頭が必ずその中にびしっと収まるかどうかと

いうのは一定程度やってみないと分からないとい

うこともありますので、そこについては状況を見

ながらそれぞれ対応を考えていきたいというふう

に考えております。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

状況について御説明〇３番（山崎真由美議員）

いただきました。理解いたします。全体的なもの

についてはその都度振り返りをして、次の計画と

いうことで進めていただいていると思いますので、

今年度については少しエゾシカの動きのほうが早

く進んでしまっているところで、動きが少なくな

るとヒグマの動きが大きくなるというような情報

があるのかなというふうに思っています。それに

ついては、私自身がそういう認識でいるというだ

けかもしれませんので、全体を通してヒグマのパ

トロールということ、ヒグマ被害が起きないため

の動きということで誰もが願うところであります

ので、御配慮いただきたいというふうに思ってい

ます。この間委員会のほうでも駆除をした頭数等

も御報告いただいておりますので、安全、安心な

環境整備ということに御努力いただいているとい

うことは分かっております。その中で、やはりヒ

グマのいるところがすぐ近くにありますので、そ

れは出てきて当たり前なのですが、被害が出てし

まうような関わり方になるのが大変困るわけで、

目撃情報等あったときにいち早くそのことを周辺

の皆様にお伝えするということが大事だと思って

います。今も担当者、看板を立ててくださったり、

地元の新聞社に御協力をいただいて、いついつど
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こどこでこういう情報がありましたも載せていた

だいています。しかし、もっと早い段階で、早い

といいますか、スピーディーな形で情報をお届け

することができないのかなというふうに日々感じ

ております。名寄市には残念ながら防災行政無線

がありませんので、そういう情報が逐一家庭に流

れてくるというわけにはいきませんが、ＦＭＡｉ

ｒてっしがありますので、こちらの御協力もいた

だいて、日に１回ないし２回こういう情報を流し

ていただくような働きかけを市としてしていただ

くわけにはいかないでしょうか。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

ヒグマに関する情報〇経済部長（山田裕治君）

の市民周知ということですが、議員からお話あっ

たとおり、スピーディーということと、あとは正

確性ということも非常に重要かなというふうに思

っていまして、特にヒグマに関して言いますと、

どこでそういった発見、痕跡であったり、目撃だ

ったりという、どこの場所でそれがあったのかと

いうことをやっぱりきちんと市民の方にも伝えて

いくことが一番重要だというふうに捉えています

ので、そういった形の中で私どもとして今ホーム

ページの掲載を速やかにできるようにという体制

を組まさせていただいております。また、市街地

の近くに出た場合については、ここはＬＩＮＥで

も重ねてお知らせをしているというふうな状況で

ございます。今御提案ございましたＦＭでのアナ

ウンスということでありますが、先ほど申しまし

たとおり、ＦＭの伝えられる情報量といいましょ

うか、どこどこ地区というふうなことは多分電波

に乗せていただけるのかなと思いますけれども、

やっぱり最終的にはホームページなりで正確な位

置情報をつかんでいただきたいということになり

ますので、発見の都度ＦＭで流すということはな

かなか、回数も多いですし、そこはかえって市民

の方に混乱を招くということにもなるかなと思い

ますので、一定程度、例えば月１回ですとか、そ

ういう定期的な中で、ホームページにそういった

情報がありますよということを御存じではない市

民の方もいらっしゃるかとも思いますので、そう

いう意味でＦＭであったりとか新聞紙面であった

りとか広報含めてそういった情報をまずお知らせ

して、最終的にはホームページで正確な位置情報

を確認いただくと、そういった体系になるように

進めてまいりたいというふうに考えております。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

部長のおっしゃると〇３番（山崎真由美議員）

おりだなと思っています。正確、迅速、それが大

原則だと思っています。しかし、ホームページや

ＬＩＮＥをツールとして日々お使いいただけない

世代の方もいらっしゃるかなと思いますが、この

方たちへの御配慮はどのようにお考えでしょうか。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

そういった方、情報〇経済部長（山田裕治君）

の手段がそういうことをお持ちではないという方

のために先ほど申しました町内会長さんを通じた

情報提供であったり、そういったことを取らさせ

ていただいているということで御理解いただきた

いと思います。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

人が動くということ〇３番（山崎真由美議員）

は、とても大事なことだと思いますので、そこは

もちろん大変な御苦労をおかけしますが、町内会

長さんたちにお願いしたいと思います。しかし、

やはり町内会長さん、人数的なものを考えますと

無理もあるなというふうに思っているところであ

ります。何人か私の友人がそばにヒグマが出てき

て、怖い思いをしています。１人、２人ではなく、

そんな情報がたくさん入ってきます。たしか平成

２８年だったかと思いますが、風連駅のところに

もヒグマが出てきたことがありました。だから、

いつ誰がどんな思いでということについては、こ

れは想定を超えていると思っていますので、いろ

んなツールを使って整えていくということしかな

いと思っています。それで、改めてこの質問をさ

せていただいているわけですけれども、周りの人
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たち、地域を知っている人たちは大体情報が来て、

その後数日たっても身の守り方といいますか、対

応の仕方が分かるけれども、突然外から訪ねてこ

られる人があったときに心配だという声もいただ

いておりますので、その点も御配慮いただきまし

て、ＦＭのほうもまた違う目的で運用されている

ものでありますから、あくまでも御協力をお願い

したいということだったり、町内会長さんもそれ

だけを任務にされているわけではありませんので、

お願いをするというところから出ることはできな

いのですけれども、そのときに電話連絡なり、何

とか順番に、伝言ゲームではありませんけれども、

そこで正確性が欠けるということがあってもいけ

ませんけれども、進めていただけるようにこの後

よろしくお願いしたいと思っています。

アライグマのほうなのですけれども、先ほど農

作物の被害と、それから生活環境への被害につい

てお話しいただきました。そして、わな等の資格

についての保有者の話についても具体的にお示し

いただきました。先日も東風連小学校の体育館の

ステージの右側、左側、両方にある器具庫が荒ら

されて、使い物にならないぐらいそこに保管して

あった運動会で使ってきたいろんな用具ですとか

一輪車も食い散らかされていました。何があって

こんなふうになってしまったのだろうってみんな

思いましたけれども、しっかりふんが残っており

ましたので、状況が分かったところであります。

やはり捕獲するという方向でもっともっと進めて

いかなければいけないと思っています。深川市で

はアライグマを捕獲したときの報奨金を出してい

るのですけれども、先ほどは考えていないという

ことでありましたが、まずはアライグマを捕獲す

るためのわなの取得をしていただくための状況に

ついて進めていただいて、取っていただいた後の

処理、それから様々な手数料等に関わるところ、

報奨金という形で名寄市としては、この地域です

から、動いてもいいと思いますが、再度部長のお

考えをお願いします。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

報奨金の考え方とい〇経済部長（山田裕治君）

うことで再度お尋ねいただきました。例で挙げて

いただきました深川市さんの事例でありますが、

私どものほうでも少し内容を確認させていただき

ました。深川市さんの場合でありますと、捕獲後

のいわゆる処分の部分について、これについては

捕獲された方に処分する施設まで運搬していただ

くというふうな形で事業を展開されているという

ことのようです。市行政として、運搬に係る経費

ということで、それは見合いというふうな意味合

いで報奨金のほうをお支払いされているというふ

うにお聞きしたところです。先ほども壇上でもお

答えさせていただきましたが、名寄市の場合につ

いては捕獲のわなの設置のところまでは農業者の

方にやっていただいて、その後の運搬と処分につ

いては行政とＪＡのほうで連携して回収処分とい

うところをやっていただいていますので、そうい

った捕獲の負担は伴いますけれども、そこはある

意味自分で作った農作物がやっぱり被害に遭わな

いようにきちんと自分たちが守っていくのだとい

うふうな、そういうふうな対策をこれ農業者の方

にも一緒に取り組んでいただきたいという、そう

いう考え方の下で今事業を進めておりますので、

そういう意味で報奨金の制度について今考えがな

いということでお答えさせていただきました。

以上になります。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

今御答弁いただきま〇３番（山崎真由美議員）

した部長から伺った御答弁、ちょっと私の考え方

と違うというところがありまして、それは何かと

いいますと、農業者が自分の農作物を守るためだ

けのアライグマ対策をしているということではな

くて、私はやはり農業者の方は当然自分の作物を

守る役割といいますか、思いがありますけれども、

地域全体を守るということにつながっていくと思

っているところから、農業者だけではない、アラ

イグマを捕獲できる資格を取っていただく方、ほ
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かにも、農業者以外の方にも広がっていくことが

必要である、この地域にしてみればそれが必要で

あるというふうに思っているところであります。

深川市の報奨金が運搬のところにかかるところと

いうふうに判断すれば、名寄市はもう既にそこは

出していただいているので、それを改めてという

ことではないということについては確認させてい

ただきましたけれども、兵庫県の加東市にはアラ

イグマ等の捕獲を目的とした捕獲おりの購入に係

る経費に対する助成制度というのがあって、１０

万円ということであります。すみません。私調べ

切れていないのかもしれません。おりの購入等に

名寄市はどんな助成をしておりますでしょうか。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

たしか、実際どうだ〇経済部長（山田裕治君）

ったかなってちょっと今記憶をたどっているので

すけれども、かつては中山間の直接支払交付金と

いう事業がございまして、その中で地域、集落の

中で共同利用するわなの購入に対してその事業の

中で一定程度地域の中で補填するというふうな仕

組みがあったというふうに記憶しております。現

時点でかなり需要が減ってきたというようなこと

もあって、その制度を継続されているかというの

がちょっと今確認できませんけれども、それ以外

に関しては特にわなの購入に対しての支援という

ものは行ってございません。ただ、一時的にわな

を使いたいという方もいらっしゃるのは事実です

ので、農務課のほうで一時的に貸出用のわなとい

うことで一定期間貸し出すものを用意しておりま

すので、そういったものを今も御利用いただいて

いる部分は多いかなというふうには捉えておりま

す。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

用意していただいて〇３番（山崎真由美議員）

いるものがあるということでありましたので、こ

れについては必要とされている市民の方にも情報

としてお伝えしていきたいと思います。今回一般

質問させていただきましたので、これが別にこれ

だけで終わるということではなく、永遠の課題で

あると思っておりますので、また改めていろんな

機会にこの有害鳥獣対策についてやり取りをさせ

ていただきたいと思いますが、今日については時

間も気になりますので、大項目２のほうに移らせ

ていただきます。

先ほど総合政策部長から御答弁いただきました。

名寄市総合計画（第２次）の評価、それから分析

をする、その後でワークショップ、今年度中に３

回程度ということでお答えいただきました。きち

っと動いていただいているなという認識でありま

す。このワークショップ、具体的にどんな形で市

民に周知されて、どのような方たちがワークショ

ップに参加できる形になっておりますでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

いろいろな団体〇総合政策部長（石橋 毅君）

にもお声かけさせていただいて、そして当然一般

市民の皆様方にも参画いただけるような公募とい

う形も考えて、進めていきたいというふうに考え

ております。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

一般の皆さんへの公〇３番（山崎真由美議員）

募の仕方なのですけれども、もちろんそれは今ま

でもやってきていただいているし、大事なことだ

と思っております。ただ、普通に公募しますとい

うだけの投げかけでは、なかなか自分事として捉

えていただけないケースもあるのかなと思ってい

て、そこをいつも残念に思うところですが、一般

公募の方法について何か具体的なといいますか、

今回のことでお考えありますでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

特に難しい条件〇総合政策部長（石橋 毅君）

をつけずに当然募集をさせていただきますので、

いろいろな手法でそれはお知らせをさせていただ

いて、意思のある方についてはぜひ応募していた

だくような形をしっかり進めていきたいというふ

うに思います。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）
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すみません、ちょっ〇３番（山崎真由美議員）

と曖昧な言い方で。答えにくくて申し訳ありませ

ん。その中で一般公募に応じてくださる方、若い

方たち、どれぐらいいてくださると見込んでいら

っしゃいますか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

希望は言えるの〇総合政策部長（石橋 毅君）

ですけれども、結果についてはちょっと予測はで

きておりません。ただ、先ほど私答弁させていた

だきましたけれども、実際に今市内の若手の方た

ちもまちづくりをやはり真剣に考えていただくグ

ループができたりとか、そういった本当にまちづ

くりに関心を寄せていただいている動きも出てき

ておりますので、いろいろそういった方たちの輪

が広がっていけるように我々はいろいろなことで

努力をしていかなければならないと思っています

ので、その延長線でこういった機会をうまく利用

して、自分たちも声を届けていただけるような、

そんな自主的な動きが活発になるように努力して

いきたいというふうに思っております。すみませ

ん。答えになっていないかもしれません。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

部長の期待数という〇３番（山崎真由美議員）

か、そういう思いを伺ったつもりでありました。

今の働きかけ、ぜひ進めていただきたいと思って

いるのですが、なぜこの話をするかといいますと、

７月に会派で視察に行かせていただきました。そ

の後、総務産業常任委員会で視察に行かせていた

だきました。その自治体の多くがやはり若い人た

ちの意見をしっかり行政運営、まちづくりに取り

込んでいるのです。それは一過性のものではなく、

ワークショップに出てきてくださった方たちの意

見が継続して反映されていくということは、発言

した自分にも何らかの責任もあるし、動いていか

なければいけないということがあるという自覚が

生まれてきているのです。強制ではなく、自然と

その取組をしていく中でその自覚が生まれてきて

いる、それがまちづくりの原動力になっていると

いう、その現場を様々見せていただきました。具

体的には真岡市、それから草加市もそうでした。

それから、前橋市もそうでした。そういう行政、

公のところと民間のところ、特に若い方たちがグ

ループをつくってまちづくりに参画されている、

そういう状況を見てきたときに、やはり名寄市で

これから先のまちづくりを進めていくときにぜひ

ともこれはつくり上げていかなければいけないな

というふうに思ったところであります。

市長にお伺いしたいと思います。今までずっと

学校で教育長と一緒にふるさと未来トークをやっ

ていてくださいました。このふるさと未来トーク、

子供たちからいろんな話も聞いていただいている

と思いますので、市長のまちづくりの中に子供た

ちのこの思いは取り入れなければって思われるよ

うな、そういうものがあったのだと思うのですが、

振り返られて、ふるさと未来トークの手応えをど

のようにお感じになっていらっしゃるのか教えて

いただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

今年も３年目になりまし〇市長（加藤剛士君）

ょうか。教育長と一緒に全ての小中学校にお昼休

み前に訪問させていただいて、いろんな授業を拝

見させていただき、その後子供たちと一緒に給食

を取るという、非常に私にとっても意義深い事業

であります。学校の雰囲気をやっぱり肌で感じる

ということは非常に重要なことだというふうに思

いますし、毎年訪問するとそれなりに子供たちが

どのように成長しているのかというのも何となく

分かっていく。さらには、授業はなかなかそれぞ

れの創意工夫の中でやられているということであ

りますけれども、給食の時間などにおいても子供

たちとディスカッションをすることでいろんな御

意見も聞けるし、子供たちも教育の行政、あるい

は市政を身近に感じる大変重要な機会でもあると

いうふうにも思っております。具体的ないろんな

提言も、それはいただいているわけでありますけ

れども、そのことそのものが、提言が重要だとい
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うことよりも何といってもまちづくりに関心を持

ってもらうということの一つの手段にもなってい

る、そうした手応えも感じているというところで

しょうか。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

やはり子供たちから〇３番（山崎真由美議員）

すれば市長、教育長と直接話ができて、自分の思

っていることを直接伝えられたということはとっ

ても大きいことだと思います。ある子は、今まで

止まっていた給食のラーメンのメニューがまた復

活させてもらえたということをとても喜んでおり

ました。やっぱり自分たちのことを自分たちの声

で届けて、それを具体的に進めてもらえたという

ことの手応えというのは、子供たちは多分この後

忘れないと思います。そういう若い人たちの、今

は子供たちということですから、小学生、中学生

ですけれども、高校生、それから名寄には大学が

ありますので、大学生の皆さん、そしてもちろん

一般、仕事を持たれている若い世代の方たち、子

供さん持たれている若い世代の方たち、そういう

方たちの意見が出せる場所というのをぜひともつ

くっていただきたいと思って、先ほど総合政策部

長にも若い人たち、公募の中でどんなふうにお誘

いいただけますかという話をさせていただきまし

た。その人たちにある程度継続的にワークショッ

プに関わっていただきたいと思っているのです。

一過性のものではなく、言いっ放しではなく、受

け止める側も、今回ああいう意見が出たけれども、

いずれできるときにということではなく、できる、

できないも含めて参加するみんなが自分事として

そのことに取り組めるような、大きい、小さいは

ありますけれども、当然。でも、継続して関わっ

ていけるようなつくりをぜひつくっていただきた

いと思っているのですが、これについて市長の今

後のお考えをお伺いしたいと思います。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

若い学生、そして市民の〇市長（加藤剛士君）

皆さんがまちづくりをこう考えたい、そしてこう

していきたいという意見を申し述べる機会をたく

さんつくっていくということは大変重要なことだ

というふうに思いますので、今後どのような形で

できるかということは改めてしっかりと検討して

いきたいというふうに思いますが、ここ数年でも

中学校のほうでもキャリア教育というのが非常に

充実してきていて、地元の企業さん、商工会議所、

いろんな団体が入っていって、地域の仕事に対し

て興味を持ってもらう機会をつくっていったりと

か、かなり小中学校で地域の皆さんが関わって、

いろんなまちづくりに対しての思いを醸成してい

く機会が相当今出てきているのではないか。これ

高校でも一緒だなというふうに思っていまして、

こうしたまずは土俵をつくっていくということは

非常に大事だなというふうに思っていまして、引

き続きここは教育委員会としっかり連携しながら、

いわゆる主権者教育というのか、キャリア教育と

いうのか、こうしたことをさらにしっかりと進め

ていくということ、そのことは持続可能なまちづ

くりにつながっているというふうに思いますので、

ここはしっかりとやっていきたい。さらに、そこ

をブラッシュアップできる手法というのを研究、

検討していきたいというふうに考えております。

以上です。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

まちづくりについて〇３番（山崎真由美議員）

みんなで考えるということについては、予算がな

いとできないところもありますけれども、小さい

予算であっても大きな効果は狙えるところがある

と思いますので、先ほど市長からいただきました

御答弁、ぜひとも進めていただきまして、私たち

もその立場でしっかり絡ませていただきたいと思

っておりますが、今後のまちづくり、共に進めて

いきたいと思います。

以上で終わらせていただきます。

以上で山崎真由美議員〇議長（山田典幸議員）

の質問を終わります。

名寄市ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーシ
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ョン）事業の推進に向けて外１件を、東川孝義議

員。

議長より指名をいた〇１４番（東川孝義議員）

だきましたので、通告に従い大項目２点について

順次質問してまいります。

大項目の１点目、名寄市ＤＸ（デジタル・トラ

ンスフォーメーション）事業の推進に向けて伺い

ます。この後は、ＤＸと表現させていただきます。

小項目の１番目、ＤＸ推進計画策定の背景と目的

について。新型コロナウイルス感染症の拡大をは

じめとする様々な社会情勢の変化や国民のライフ

スタイルの多様化など社会課題が複雑化している

中、限られた資源で満足のいく市民サービスを提

供していくことは喫緊の課題であります。そのよ

うな背景の下、近年デジタルによる変革、いわゆ

るＤＸの推進が求められるようになりました。名

寄市では、２０２３年度から２０２６年度までの

４年間でデジタルの活用により一人一人のニーズ

に合ったサービスを提供し、デジタルの恩恵が行

き届くようＤＸ推進計画が進められております。

そこで、改めてＤＸ推進計画策定の背景と目的に

ついてお伺いいたします。

次に、小項目の２番目、庁内のＤＸ事業推進の

現状と成果について。自治体におけるＤＸ事業推

進の課題の一つに庁内の意識改革が挙げられると

言われております。それは、担当部署と現場との

温度差、専門用語の多さやデジタル活用への不安

などＤＸを身近に感じられない要因であるとも言

われております。名寄市では、ＤＸ推進組織委員

会を設置し、改革をサポートするワーキンググル

ープを選任し、プロジェクトチームとして全庁横

断的にＤＸ推進事業が進められております。そこ

で、組織発足以降の業務改革、幹部職員及び一般

職員への具体的な取組経過並びに成果についてお

伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、地域のＤＸ事業の推進

の考え方と成果について。地域のＤＸ推進事業は、

様々な社会情勢の変化や市民のライフスタイルの

多様化により、市民のライフステージに応じた行

政サービスに対するニーズは複雑かつ多岐にわた

っております。具体的な事業としては、ライフス

テージに応じた子育て分野、ポラリスネットワー

クを通じた医療、福祉分野、子供から大人まで学

び続けられる環境整備での教育分野、市民へ安全

・快適を届ける都市環境の整備・防災、減災に向

けた取組など地域ＤＸに向けての施策が推進され

ております。ＤＸ事業を進める上で、また今後も

デジタル技術の進展が見込まれる中で大切なのは、

地理的な制約、年齢などによって取り残されるこ

とがないようデジタル技術の利用拡大や活用能力

の向上を図っていく必要があると思います。そこ

で、これまで進めてこられた地域ＤＸ事業推進の

考え方と具体的な成果についてお伺いをいたしま

す。

次に、大項目の２番目、外国人人材の活用につ

いて伺います。小項目の１番目、市内企業の労働

力不足の現状について。労働市場の雇用動向を示

す重要な指標の一つとして、有効求人倍率が使わ

れ、景気とほぼ一致して動くので、景気動向指数

の一致指数とも言われております。令和７年５月

の全国での数値を見ると、有効求人倍率は１．２

４倍で、新規求人倍率は２．１４倍と報告をされ

ております。一方、名寄市内の有効求人倍率は１．

２１倍、新規求人倍率は２．３８倍となっており、

職種別では建設業の有効求人倍率は６．０と高い

数値となっており、道内の半導体企業への求人も

影響しているのではとも言われております。名寄

市内の建設業では、人手不足により仕事が受注で

きないとの深刻な話も聞きますが、行政としてど

のように把握をされているのか。また、名寄市中

小企業支援メニューの名寄で人づくり事業の利用

状況についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、募集・採用に当たり具

体的な推進施策について。人手不足はあらゆる業

種において深刻な状況となっており、専門的な知

識や技術を有する外国人の方々の就業が積極的に
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推進をされております。しかし、外国人人材の受

入れに当たっては募集、採用要項、配属、評価方

法、職場環境の整備、教育、育成環境の整備など

多くの課題があります。名寄市の外国人材の受入

れについてはＪＩＣＡを通じてと聞いております

が、募集、採用に向けてどのような施策を推進さ

れているのか、さらに現在働いている方々の就労

状況、受入れ態勢等で重視されている点について

お伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、今後の受入れ拡大に向

けて。現在の日本は少子高齢化や出産率の低下で

少子高齢化社会となっており、生産年齢人口は減

少し続けております。一方では、６５歳以上の労

働力人口は年々増加傾向にあるとも言われており

ます。そのため、今後はあらゆる職種において人

手不足が深刻となり、当市の民間企業においても

既に外国人人材の採用を行っているところがあり

ます。しかし、外国人人材の受入れについては、

言語、能力開発、メンタルサポート、安全衛生、

宗教、文化など職場環境の充実が必要であります。

名寄市として今後市内企業での受入れを含めて外

国人人材の受入れサポート、いわゆる支援体制に

ついてどのような施策推進を進めていかれるのか、

考え方をお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

東川議員からは、大〇総務部長（木村 睦君）

項目で２点御質問いただきました。大項目１は私

から、大項目２の小項目１は産業振興室長から、

小項目２と小項目３は総合政策部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、名寄市ＤＸ事業の推進に向

けて、小項目１、ＤＸ推進計画策定の背景と目的

についてお答えいたします。令和２年１２月、政

府においてデジタル社会の実現に向けた改革の基

本方針が決定され、目指すべきデジタル社会のビ

ジョンとしてデジタルの活用により一人一人のニ

ーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な

幸せが実現できる社会、誰一人取り残さない人に

優しいデジタル化が示されました。さらに、令和

３年１２月、デジタル社会の実現に向けた重点計

画が閣議決定され、このビジョンが目指すべきデ

ジタル社会のビジョンとして改めて位置づけされ

ました。このビジョンの実現のためには住民に身

近な行政を担う自治体の役割は極めて重要である

ことから、国においては自治体が重点的に取り組

むべき事項、内容を具体化した自治体ＤＸ推進計

画を策定し、以降複数回改定されてきております。

また、北海道においても行政の効率化や道民生活

の質の向上、地域経済の活性化など様々な分野に

おいてＤＸに取り組むため、北海道Society５．０

推進計画を策定しています。こうした背景を踏ま

え、令和５年３月に国や北海道の計画と整合性を

図りつつ、本市の目指すべき姿やこれからのデジ

タル施策の基本的指針として名寄市ＤＸ推進計画

を策定したところです。人口減少、少子高齢化の

進行をはじめ、社会情勢が大きく変化する中、本

市においてもＤＸ推進計画に基づきデジタル技術

を効果的に活用し、業務の効率化、さらには多様

化する市民ニーズに適切に対応しながら市民サー

ビスの維持、向上を目指していく必要があると考

えております。

次に、小項目２、庁内のＤＸ事業推進の現状と

成果についてお答えいたします。本市では、令和

４年度に名寄市ＤＸ推進組織委員会を設置し、庁

内横断的な体制の下、デジタル施策を推進してい

ます。ＤＸ推進組織委員会では、委員会をサポー

トするワーキンググループを設置し、令和４年度

から５年度にかけて基本計画、標準化、オンライ

ン化、地域ＤＸの推進の４つのワーキンググルー

プを立ち上げ、それぞれのテーマに沿って調査研

究してきたところです。令和６年度には会議録シ

ステムとＡＩチャットボットをテーマとした２つ

のワーキンググループを設け、会議録システムに

ついては今年度より予算化し、取組を進めており

ます。これらのワーキンググループで協議、検討
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を重ねる過程において、参加した職員のＤＸに対

する意識醸成や政策立案におけるスキルアップを

高める効果もあったものと考えております。また、

職員の意識改革として、管理職及び一般職員を対

象にＤＸ研修を行い、基礎的な理解と意識の醸成

を図るとともに、電子地域通貨や業務改革に関す

る研修なども実施し、最新の技術や手法に対応で

きるよう知識とスキル向上にも努めてきていると

ころでございます。

次に、小項目３、地域のＤＸ事業推進の考え方

と成果についてお答えいたします。本市における

地域のＤＸについては、市民生活の身近な分野に

おいてデジタル技術の活用により分かりやすく利

用しやすいサービスの提供や行政と市民、事業者

が連携し、まちの強みを生かした地方創生に取り

組むこととしております。これまでに実施してき

た地域のＤＸ事業としては、電子地域通貨Ｙｏｒ

ｏｃａの導入、てくＴＥＣＨ事業などＹｏｒｏｃ

ａと連動した行政ポイントの事業、アプリによる

予約でＡＩが最適な乗り合わせルートを走行する

ＡＩオンデマンドバスのるーと名寄の導入、保護

者の利便性向上と保育所との円滑な情報共有が図

れるよう保育ＩＣＴシステムの導入など、国の補

助金も活用しながら着実に事業を進めてきている

ところです。一方で、地域ＤＸの推進に伴いデジ

タル技術に不慣れな方への支援、いわゆるデジタ

ルディバイド対策も重要となります。そのため、

令和５年度から大学生、高校生がサポーターとな

り、高齢者や初心者の方のスマートフォン利用に

関する相談を受けるスマホなんでも相談室を開設

するとともに、今年度からは広報なよろにおいて

各種ＤＸ事業やデジタルに関する話題を紹介する

「なよろうのＤＸ通信！」を連載し、市民の皆さ

んにＤＸ推進への理解を深めていただく取組も始

めております。引き続き誰もがデジタル技術に親

しみを持ち、暮らしの利便性向上と地域活力創出

となるよう地域のＤＸに取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

次に、大項目２、〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

外国人人材の活用について、小項目１、市内企業

の労働力不足の現状についてお答えいたします。

ハローワーク名寄管内の月間有効求人倍率は、

令和７年７月で１．３５倍と令和４年度の平均１．

６倍と比較し減少傾向にあるものの、全道の有効

求人倍率と比較しても求人数が求職者を上回る状

況が続いております。特に建築、土木、測量技術

者、建設土木作業員が高い有効求人倍率で推移し

ており、その他においても看護師、保健師やホー

ムヘルパー、ケースワーカー、介護助手、歯科助

手などにおいても慢性的に人手不足の状況が続い

ております。また、昨年度実施した労働実態調査

においても一定程度、または十分な人材確保がで

きていると回答した会社が１０２社で３５．３％、

慢性的な人材不足と回答した事業所が１２４社で

４２．９％、季節労働など時期的に人材が不足と

回答した事業所は５０社で１７．３％となってお

り、何らかの形で人材が不足していると回答した

事業所は１７４社で６０．２％と半数を超えてい

る状況でありました。このように本市を取り巻く

労働者不足の状況を踏まえ、関係機関、各業界１

８団体に参画いただき、昨年７月に名寄市雇用促

進協議会を設立、各業界の人材不足における現状、

課題の情報共有と意見交換、３月には地元地域の

産業に興味、関心を持ってもらう目的とし、名寄

高校において地域の産業を知る講演会を行ってき

たところでございます。今年度の取組としまして

は、アンケートの分析並びに協議会からの意見を

踏まえ、若年層が見やすく、親しみやすい企業情

報のポータルサイトとなるホームページの作成を

進めております。

次に、中小企業振興条例における人材確保等支

援については、従業員のスキル、キャリアアップ

による定着促進を目指し、資格取得を支援する名

寄で人づくり事業を実施しております。利用実績

につきましては、令和４年度５人、令和５年度１
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８人、令和６年度２５人、今年度は８月末現在で

７人となっており、引き続き各事業所の人材確保

及び養成への取組に対する支援を行ってまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項〇総合政策部長（石橋 毅君）

目２、外国人人材の活用について、初めに小項目

２、募集、採用に当たり具体的な推進施策につい

てお答えいたします。

全国的な高齢、少子化に伴い、少ない稼働年齢

層で多くの高齢者を支えていく時代となる中、本

市においては高齢化率上昇による介護サービス需

要増、地方における介護人材確保競争の激化など

一層の介護人材不足が懸念されています。介護人

材として外国人採用につきましては、令和４年２

月に庁内検討委員会を設置、在留資格等受入れに

関する国の制度の理解を進め、対象となる国籍の

選定、予算措置などを検討し、名寄市特別養護老

人ホーム清峰園での外国人材の受入れを決定しま

した。令和４年第２回定例会での補正予算の議決

を受け、外国人材受入れ態勢整備事業として事業

を開始、在留資格の許可を得るまでに時間を要し

ましたが、令和５年５月にネパール国から３名の

特定技能外国人を名寄市社会福祉事業団で採用し

ました。名寄市社会福祉事業団においては、その

後も毎年ネパールから介護人材を受け入れており、

本年６月に採用した３人を加えて、現在では１０

人のネパール人介護人材が活躍されています。ま

た、令和６年６月には同様に人材不足であった清

峰園厨房の職員としてスリランカ国から特定技能

外国人２名を調理員として採用し、入所者への給

食の調理や食材納入時の検品などの業務を行って

いるとお聞きしています。名寄市社会福祉事業団

で採用された特定技能外国人は、事業団借り上げ

の住宅で３から４人ずつの共同生活を送っており、

住宅の所在する町内会に加入し、町内会行事に参

加するなど地域の住民の方々との交流も行われて

います。海外から働きに来ている外国人たちにと

って施設の行事に参加し、日本の文化や風習など

を学ぶ機会として、また日本での生活での困り事

などを地域の方々にも相談できるような関係を構

築する機会として大変有用であると考えています。

特定技能外国人の採用に当たっては、入国手続、

雇用契約、支援計画の作成などの書類の整備や入

国後の生活サポート、外国人の母国語での面談な

ど様々な準備や手続が必要であり、それらの支援

業務は専門の登録支援機関に委託することが一般

的で、その委託料の負担が受入れ事業者にとって

ハードルとなっているとも言われています。本市

及び名寄市社会福祉事業団では、在留資格の更新

など支援業務の一部を委託から外し、自前で出入

国在留管理局への手続を行っており、そのノウハ

ウを蓄積しているところであり、将来的にはそれ

らの経験や知識を市内の他事業者に提供し、特定

技能外国人の受入れへのハードルを低くしていく

ことを目指しています。外国人材の受入れについ

てですが、これまで海外の送り出し機関から受入

れしておりましたが、ＪＩＣＡ草の根技術協力事

業、高齢化社会到来に向けた高齢者ケア体制の整

備事業を令和６年３月に採択され、現在ネパール

国の高齢者問題に対し現地状況把握、事業実施地

域の調整を行ったほか、令和７年５月にネパール

国から事業関係者１１名が来名し、日本の介護制

度、介護の状況を実際に知り、体験する研修を実

施しました。令和７年９月にネパール国にて介護

特定技能人材育成プログラムを立ち上げ、人材を

養成し、両国の信頼と絆の下、本市で活躍しても

らえる姿を目指しています。

次に、小項目３、今後の受入れ拡大に向けてに

ついてお答えいたします。昨年度実施した労働実

態調査において回答のあった２７０社のうち外国

人人材を既に雇用しており、今後も検討している

が９社、既に雇用しているが、今後は未定が５社、

現在雇用していないが、今後検討しているが５８

社となっており、市内企業においても多くの企業
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が外国人人材に注目していることがうかがえます。

一方、外国人人材を検討しない理由としては、人

材が足りているが６５社、日本人がいいからが４

２社と現状で検討していない企業が最も多い状況

ですが、言語や文化、生活スタイルに壁を感じる

が５５社、イメージや何となく不安が１１社、採

用方法が分からないが１０社、多くの経費が必要

と聞いたからが１５社と外国人材への情報や採用

方法が不足していることもうかがえました。この

ことも踏まえ、名寄市雇用促進協議会において企

業向け勉強会などの開催も検討しており、外国人

人材受入れへの理解度の向上が各企業、事業所の

労働力確保の選択肢の一つとなるよう取り組んで

まいります。また、現在市内で働く外国人人材に

向けた日本語支援として、令和６年８月から地域

に暮らす外国人が生活に必要な日本語を習得する

ことにより地域になじみ、問題なく暮らせるよう

な環境づくりを行うことを目的に交流型のにほん

ごひろばを月２回程度開催しており、開始から約

１年経過し、外国人同士の仲間づくりに貢献して

おります。令和７年４月からＮ３レベルの日本語

能力試験合格を目指すことを目的に学習型の日本

語教室を毎週月曜日に開催しております。さきの

７月６日に行われた今年度１回目の日本語能力試

験では、日本語教室に通う外国人の中から７名が

受験し、全員が合格してきております。現在行っ

ている取組を安定的に持続させるため、令和７年

６月にＪＩＣＡ海外協力隊グローカルプログラム

として連携協定を締結しました。このことにより

海外での日本語教育経験を持つ人材を獲得し、現

在の事業を持続、発展させていくことを目指すと

ともに、その経験を生かして今後多文化共生など

地域課題の解決を進めていく体制づくりを進めて

いきたいと考えております。今後将来的には日本

語教育のみならず、地域の外国人の相談ワンスト

ップ窓口の設置や資格取得に向けた支援プログラ

ムの実施などを担っていける体制整備を進めてい

ければと考えております。

小項目２でも触れましたが、外国人材の受入れ

拡大についてですが、これまで海外の送り出し機

関から受入れしておりますが、現在進行中のＪＩ

ＣＡ草の根技術協力事業、高齢化社会到来に向け

た高齢者ケア体制整備事業により、この９月にネ

パール国にて介護特定技能人材育成プログラムを

立ち上げ、現地人材を養成し、プロジェクト出身

者から本市で活躍できるよう努力してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御答弁をい〇１４番（東川孝義議員）

ただきました。改めて再質問させていただきます。

１点目の名寄市ＤＸ事業の推進に向けてという

ことで、最初は計画策定の背景と目的、御答弁を

いただきました。それぞれ国が行う事業、それか

ら北海道Society５．０、これらの推進計画に基づ

いて名寄市のＤＸ計画も進められているというふ

うにお聞きをしたところです。その中でちょっと

１点確認をさせていただきたいのですけれども、

北海道Society５．０推進計画というのは、これは

ＩＣＴだとかＡＩだとかロボットだとかというよ

うな未来技術を活用して、道民生活の一層の向上

や新サービスの創出につなげていくということで、

おおむね１０年後の北海道の未来社会を目指すと

されております。当然先ほど答弁にもありました

けれども、北海道Society５．０も含めてというこ

となのですけれども、名寄市は２０２３年度から

４年間というふうな目標を設定されておりますが、

この４年間でどの水準まで進めようとされている

のか、改めてこの点についてお聞きをしたいとい

うふうに思います。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

今東川議員からもお〇総務部長（木村 睦君）

話しいただいたとおり、名寄市のＤＸ推進計画に

つきましては名寄市の今の総合計画と連動した計

画となっているため、今回の計画期間は４年間、

令和８年度までの計画とさせていただいています。

また、このＤＸ推進計画につきましては、当然総
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計に関連する各分野に係る個別計画とも連携しな

がら取組を進めていくというふうになっているの

かなと思います。ＤＸ推進計画の中には当然基本

理念というふうに書かれておりまして、デジタル

で未来を拓き、市民とともに人・暮らし・元気を

育むというような基本理念にさせていただいてい

まして、目指すべき姿ということでそれぞれ庁内

のＤＸ、地域のＤＸにも目指すべき姿というとこ

ろも記載されているわけであります。したがいま

して、この４年間でどの水準まで進めていこうと

されているかというのは、やっぱりここの目指す

べき姿のレベルとなるように今進めさせていただ

いているのかなというふうに思っています。ただ、

この計画の中において、個別計画、個別事業とい

うのでしょうか、そういったことを戦術というタ

イトルで記しているのですけれども、それぞれ個

別の事業にはどこまで、いつ進めていきましょう

ということは記載がされていません。そのため、

毎年度戦術の、いわゆる個別事業の進捗状況につ

いてはそれぞれ聞き取りをさせてもらって、確認

しながら今取組のほうを進めさせていただいてい

ます。何回か決算委員会や予算委員会でも話させ

ていただいていますが、今現状分かっている令和

７年３月３１日現在の進捗状況におきますと、計

画全体では８０．４％が実施済み、または現在実

施中と考えさせていただいていますので、おおむ

ね順調にこの計画の中身については各担当部局に

おいて進んでいただいているのかなというふうに

思っているところです。引き続きまして総計で示

されている将来像、こういったところの実現に向

けながら、実施中の事業についてはしっかりと実

施していく、またまだできていないところについ

ては着手となるようにそれぞれ進めていければな

というふうに考えているところです。よろしくお

願いいたします。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

道の計画とは違う部〇１４番（東川孝義議員）

分、総合計画と連動させているというふうなこと

の答弁、それから今の取組の経過の中では戦術に

基づいてそれぞれ進められて、今年の３月３１日

時点で８０．４％実施済み、あるいは実施を進め

ているというふうな御答弁をいただきました。そ

の上でなのですけれども、庁内のＤＸ事業の推進

状況ということで、先ほどもそれぞれ意識改革、

あるいはスキル向上に向けたいろんな取組を進め

られてきたというふうなことで御答弁をいただき

ました。非常に行政のＤＸの目的といいますか、

業務の効率化という部分と、それから住民のサー

ビス向上という部分があるのかなというふうに受

け止めております。特にデータの連携であるとか

業務全体の見直し、これも当然進められていると

いうふうに理解をしておりますけれども、特にこ

のＤＸ事業、全庁横断的な取組というのもその中

で非常に大切なことなのかなというふうに思って

おります。そこで、幹部職員並びに一般職員の取

組において特にこの点は取組を進めて効果的だっ

たというふうな点について改めてお伺いをしたい

というふうに思います。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

全庁的な取組という〇総務部長（木村 睦君）

ことがこの御質問かと思います。本年度なのです

けれども、文書管理システムというものをまず導

入させていただいています。これは、市役所のペ

ーパーレス化というところを一層推進して、コス

トの縮減を図るというようなことで今全庁横断的

に、当然これ全庁のシステムですので、取組を進

めさせていただいています。これまでは、決裁と

いうのは例えば風連庁舎の職員が市長、副市長に

決裁を仰ぐときも当然向こうから来られて、決裁

の行為を行っていたのが、現状は文書管理システ

ムになったことによって庁舎間の移動がなくなっ

たりするところでいけば、当然時間的なコストの

縮減にもかかってくるし、効率化にも結びついて

いくものだというふうに認識しています。

それから、先ほど一般職員及び幹部職員という

話もいただきましたけれども、庁内の市職員のみ
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ならず、議員の皆様もそうかと思うのですが、や

っぱりｉＰａｄの導入というところはすごく大き

かったのではないかなというふうに思います。こ

の中に入っている、今私も使わせていただいてい

ますが、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ、これらを活用して

様々な資料を皆さんと共有させていただいたり、

先ほどの文書管理システム同様ペーパーレス化と

いうところもございますが、やっぱり業務の効率

化というところが一番大きかったのかなというふ

うに思います。様々な会議の中で瞬時に資料の供

給、資料の共有化が図られていったのではないの

かなというふうに思っていますので、こういった

ところが非常に効果があったのではないかなと考

えられる事業かなというふうに思っています。

以上です。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

特に効果的だったと〇１４番（東川孝義議員）

いうふうな点では文書管理のシステム、ペーパー

レス化というふうなこと、それから決裁の関係効

率化というふうなこと、それこそ自分たちも使わ

せていただいているｉＰａｄだとか、文書管理、

業務の効率化、資料の共有化という部分が非常に

ＤＸを庁内で進めてきた中では効果的だったとい

うふうなお話を答弁をいただきました。それで、

このＤＸ、いっぱい質問しようと思ったのですけ

れども、その中でＤＸの基本方針で今お話にあり

ました業務の効率化のためのデジタルの利活用、

それからＤＸは住民本位のデジタル技術の活用と。

要するに行政で使う部分と住民で使う部分という

のはある面では区分けがされているのかなという

ふうに思います。細かい話は別としまして、庁内

のＤＸ推進に向けて徹底的な業務改革、ＢＰＲ、

それから業務プロセスを抜本的に見直し、再構築

を図る。具体的にはＲＰＡだとかロボットだとか

ＡＩの本格的導入というふうなことで業務効率化

を加速をされるというふうな形になりますけれど

も、この点、実際に今まで進めてきた中でどうい

うふうな取組をされてきたのか改めてお伺いをし

たいというふうに思います。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

庁内のＤＸがこれま〇総務部長（木村 睦君）

でどのような進め方をされてきたのかというよう

な御質問かなというふうに思うのですが、例えば

今議員のほうからもお話しいただきましたＲＰＡ、

ロボティック・プロセス・オートメーションです

けれども、ここにつきましては例えば今庁内の中

の水道の業務課におきましては業者からの請求書

を自動で水道料金システムに入力し、必要な書類

を自動で作成するというような取組を行っていて、

これの実証実験を行っているのですけれども、今

後業務の拡大に向けて今取組を進めていただいて

いるということもありますし、現在進めさせてい

ただいている市民サービスオンライン化事業につ

きましても、市民からの申請いただいたデータを

自動で基幹のシステムへの取組を行って、次の展

開に係るような、今そういったＲＰＡの技術も使

っていこうと。これはまだ検討の段階ですけれど

も、考えている最中でございます。それから、先

ほどの成果とか効果にもつながるかもしれないの

ですけれども、全庁的な取組としてやはり各種会

議ですとか様々な会議等々で我々どうしても議事

録とかてんまつというのをたくさん作ることがあ

って、これがかなりの時間を使うのですけれども、

こうした業務の際に従来はどうしてもそういった

ものを、録音したものを聞いて手で打っていたと

かというところだったのですが、今年度からは会

議録を録音する際に自動で議事録を作成するよう

なツールを導入して、効率化を図ってきていると

いうような形を取らせていただいています。ＢＰ

Ｒ含めて、そういった業務改革や業務の変換を行

いながら、こういったデジタルを活用しながらよ

り一層庁内のＤＸ推進に向けて進めていくととも

に、ひいては市民の皆様方の利便性向上にもつな

がるものではないかなというふうに思っていると

ころでございます。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）
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それぞれ新しい取組〇１４番（東川孝義議員）

をされて、効果を上げているというふうなこと。

特に各種会議だとか議事録だとかてんまつの資料、

自動の取組等されていると。最終的には市民の方

もというふうなことでお話をいただきました。そ

れで、庁内のＤＸの推進の一つとして、時間と場

所にとらわれない窓口の手続という点で、ある面

でマイナンバーの交付率、これ非常に重要かなと

思うのですけれども、令和５年１月、取組をたし

かスタート、これは５９％というふうにお聞きを

していたのですけれども、今マイナンバーの交付

率が何％になっているのかというのと併せて、業

務のいろんな手続に来たときに、市民が役所に来

たときに、以前にもちょっとお話も出た、１階と

２階と行き来する状況になっているというふうな

お話もありました。マイナンバーの取得によって

行政サービスの拡充、あるいは利便性の向上とい

う面ではどのような取組をされているのか改めて

お聞きをしたいというふうに思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

マイナンバーの関係〇市民部長（松田慎司君）

の質問でしたので、私のほうから少し答弁させて

いただければというふうに思います。

マイナンバーの交付率の最初の質問でございま

すけれども、マイナンバーの交付率につきまして

は、名寄市で令和７年７月末の時点でになります

けれども、発行した累計枚数的には２万３，６４

３枚、交付率に直しますと９５．６％ということ

になります。ただ、実際に市民が保有している枚

数、保有率というのですけれども、保有している

枚数でいけば１万９，２０４枚、保有率に直しま

すと７７．６％という状況でございます。この交

付率と保有率の違いというところについては、マ

イナンバーカードを取得した方が名寄市から転出

をされたりですとかお亡くなりになられるケース、

またマイナンバーカード自体返却されるという場

合もございます。マイナンバーカードを持ってい

ない方の転入ということもありまして、そういっ

た影響もありまして、現在名寄市民が保有してい

る保有率というところから見れば８割弱というと

ころになってございます。

それと、もう一点、これからの行政サービスの

拡充ですとか利便性という御質問になりますけれ

ども、マイナンバーカード自体が交付開始をされ

てから間もなく１０年がたとうというふうにして

いるところでございます。この間健康保険証、マ

イナ保険証ですとか運転免許証、マイナ免許証で

すか、といったようにいろいろなことに使える多

機能型のカードへということで進化をしていると

ころかなというふうに思っています。今後民間企

業でもマイナンバーカードを利用したいろいろな

取組が進んでいくというふうに思っていますし、

現在国でやっていますマイナポータル上でもでき

る手続については増えていっているという状況で

ございます。本市におきましてもマイナンバーカ

ードの認証機能というものを利用したスマートフ

ォンによります各種の申請手続、先ほど総務部長

もありましたけれども、そういった申請手続がで

きるように今検討を進めておりまして、場所、時

間にとらわれないデジタル化の検討ということで

進めさせていただいております。今後国において

も民間においてもマイナンバーカードを利用する

という場面、数多く増えていくというふうに考え

ておりますので、マイナンバーカードを持つこと

での利便性というのは高くなっていくだろうとい

うふうに考えているところです。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

マイナンバーの実際〇１４番（東川孝義議員）

には交付率でなくて保有率、これが一番重要なの

かなと。今１万９，２０４枚、７７．６％、意外

と思ったより少ないなと。最初の交付率を聞いた

ときはかなり高いなとは思って、実際には保有率

のほうが正しい受け止め方なのかなというふうに

思いました。このＤＸを進める上で非常に大切な、

情報は発信するのですけれども、受け取る側が本

当にしっかり受け取れているのかなというのも非
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常に大切だと思うのですけれども、名寄の公式の

ＬＩＮＥのアカウント、令和５年１月のときたし

か１万４，０００人登録ということだったが、こ

れ今何名登録されているか分かれば教えていただ

きたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

名寄市公式ＬＩ〇総合政策部長（石橋 毅君）

ＮＥなのですけれども、直近では１万６，７５９

人の方がつながっていただいております。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

思ったより伸びてい〇１４番（東川孝義議員）

ないのだなというふうに、もっと伸びているのか

なとも思ったのですけれども、意外と。というの

は、やっぱりいろんな情報を発信する側と受け取

る側が多くいらっしゃったほうがいろんなものが

多く伝わっていくのかなというふうにも思います

ので、発信をしても何か一方通行の情報になって

しまう嫌いもある。この辺もできれば、先ほど情

報を見ていただくためにスマホなんでも相談室だ

とかいろんなものをやっているというふうなこと

で、高齢者だとか初心者向けのお話もいただきま

した。名寄市のＤＸ、２０２３年度にスタートし

て、３年目ということでもあります。基本方針の

中で庁内のＤＸは分かりやすい行政、地域のＤＸ、

これはずっと住み続けたい名寄市を目指すという

ふうに方針を明示をされております。いろんな今

までの取組についてはお話をいただいたところで

すけれども、今までの取組を含めて、これ市長に

お伺いをしたいのですけれども、ＤＸの提供価値、

これをしっかり定めた上で便利になったという実

感、これを積み上げていくことが大切なのかなと。

さらに、何を実現をされるためにＤＸを進めてい

くとかという目的意識、これも非常に重要。とい

うのは、一般市民について、先ほどいろんな取組

の内容、御答弁をいただきました。ＤＸって何な

のだいと素朴に言われたときに、これＤＸ、これ

もＤＸ、何かＤＸそのものというのがまだまだ理

解をされづらいという部分もありますので、今ま

で進めてきた経過を含めて、名寄市として今後ど

のような点に力を注いでこの推進をされていこう

とするのか、市長のお考えをお聞きをしたいとい

うふうに思います。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

ＤＸ推進計画の計画とは〇市長（加藤剛士君）

デジタル技術も活用して住民本位の行政、地域社

会などを再デザインするプロセスというふうに定

義をしておりまして、まさに住民の皆さんがデジ

タル技術も活用して、さらに住民サービスがよく

なったね、あるいはこのことによって仕事そのも

のも、行政の庁内の仕事も根本的に見直していく、

行革についてもこのような話をずっと今しており

まして、あらゆる事業を根本的に見直していく、

それはまさにＢＰＲの考え方そのものでありまし

て、このことは令和７年度に入って、庁内のあら

ゆるデジタルの会議、あるいは行革の会議でみん

なそこを意識して議論して、職員の皆さんにも浸

透しつつあるのではないかというふうに思ってお

ります。ＤＸの推進計画の、先ほど話ありました

けれども、令和７年度については市民サービスの

オンライン化の事業、これを進めていこうという

ことで、今年度は一部公共施設のオンラインでの

予約、さらには来年度に向けて住民票だとか戸籍

関係のオンラインもぜひしっかりと進めていきた

いと、こういう目標を掲げています。このことに

よってさらに住民の皆さんが市民サービス、こん

なふうにデジタルの技術が活用されてよくなった

ねと。あるいは、戸籍の関係だとかも見直してい

くということは、仕事の在り方も根本的に変えて

いくということにもつながっていくということで

ございます。ここを令和７年度、８年度しっかり

と推し進めていきたいというふうに思っています。

いずれにいたしましても、行政の仕事というのは

ＤＸを今後もさらに推し進めていくことが極めて

重要だと思いますし、避けられないというふうに

も思っています。そのことによってさらに業務も

効率化し、市民の皆さんにもサービスを実感をし
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ていただき、そのことが持続可能なまちづくり、

そして若い方たちも定着してくれるまちづくり、

お年寄りも含めてつながっていくというふうに思

っていますので、引き続きしっかりとここは取組

を進めていきたいというふうに思っております。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございま〇１４番（東川孝義議員）

した。業務の根本的な見直しということでいろん

なもの進めていただき、本当に身近に感じる取組

が非常に市民には理解をしていただけるのが、先

ほど来年住民票だとか戸籍抄本だとか、そういう

のもオンラインでというふうなお話がございまし

た。ぜひそういうのも実現をしていただいて、住

民の皆さんと一つでも小さなことでも、先ほど市

長が最後にお話にあったサービスの実感を感じ取

れる、やっぱりそういう施策の推進を改めてお願

いを申し上げておきたいというふうに思います。

それから次に、時間がなくなる、外国人人材の

活用ということでそれぞれ御答弁をいただきまし

た。今どれだけ外国人の採用を希望しているのか

というのも後半でお話も伺いました。実は、名寄

市で今外国人を採用している企業の方にもちょっ

とお話を伺った経過があります。清峰園の部分に

ついては、先ほど御説明をいただきました。特に

この中でお願いをしておきたいのは３番目の今後

の受入れ拡充という部分で、外国人を受け入れる

に当たっては当初の取組を含めてどこでどうやっ

て手続をしたらいいのかというふうなことと非常

にやっぱり最初のコストがかかるという部分、当

然今の清峰園の方のところの仕事の内容だとかと

いうのもお聞きもしてきました。特に外国人の生

活の部分だとか、文化だとか、いろんな宗教だと

か、そういうふうな形の中で今一企業でやってい

るところの話を聞くと、一番大切なのは住居、先

ほどもありましたけれども、これはやっぱり一軒

家である程度何人かでシェアをするというのと、

環境整備の中で大事なのはＷi―Ｆiの環境、これ

が絶対必要だと。常に母国と連絡を取るというふ

うなことで、できるだけ、仕事をしているときは

いいのですけれども、休日だとか余暇の過ごし方、

これには非常に苦労されているというふうなこと

で、免許を国際免許から切り替えて、自分の会社

の車を貸してあげて休日に行くだとか、ある企業

ではいつもやっている会社の行事に誘ったのだけ

れども、あまりちょっと喜びを感じられなかった

ので、釣りを知っている人が釣りに連れていった

ら非常に感動したというふうなお話もありました。

ですから、雇うまでのいろんな苦労と実際に働い

ていただいてからの対応というのも非常に大事だ

と思う。先ほどお話もありました。採用方法、ど

うやってやったらいいのかが分からないという企

業の方もいらっしゃいました。非常に今人手不足

という現状の中で、当初かかるやっぱり経済的な

負担だとか、そういうふうなことを含めて、改め

て外国人の人材、その中で先ほどもちょっとあり

ました日本語教室、ここにもそこの企業に勤めて

いる方が参加をしていて、指導者でないですけれ

ども、そこまでかなり何か成長しているというふ

うなお話もあったのですけれども、このにほんご

ひろばの中で今実際にどれぐらいの外国人の方が

参加をして、その中で学ばれているのか、ちょっ

とその点について情報があれば教えていただきた

いというふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今にほんごひろ〇総合政策部長（石橋 毅君）

ばと日本語教室と２種類展開しておりまして、よ

り交流を目的としたものがにほんごひろばという

ことで、こちらについては主に土日にかけて日程

調整していますから、ここは比較的２０人なり３

０人といった形で多くの方にお集まりいただく場

面もあるのですけれども、日本語教室が平日の月

曜日という設定で、夕方設定しておりますので、

やはり病院勤務の方はなかなか夜勤が入っていた

りとか勤務形態とうまく合わない場面もあって、

ここについては多かったり少なかったりというこ

とで非常にばらつきの多い回数にもなっていると
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ころです。なので、大体何人ぐらいという固定的

な人数が、勤務形態で影響を受けますので、なか

なか申し上げづらいところなのですけれども、お

かげさまで今回は通っている方の７名の方がＮ３

の日本語試験に合格されたという実績もあります

ので、ここについては引き続きまたお声かけしな

がら積極的に参加していただけるように取り計ら

っていきたいと思います。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

このにほんごひろば、〇１４番（東川孝義議員）

それと日本語教室、先ほど最初の答弁でもありま

した。Ｎ３の日本語教育、７名全員が合格したと。

やっぱり人と人とのつながりというのも非常に企

業の中で聞いたときに重要であるというふうなお

話を聞きました。なかなか今清峰園のほうはネパ

ールから１０名、それからスリランカ２名、清峰

園の方のお話を聞くと、やっぱり最初に来た、一

番生活で大変だったのは何ですかといったらごみ

の分別だと。それは非常に、一企業の方も全部英

語表記にして、ふだんの生活がしやすいようにだ

とか、いろんな御苦労もされていたというふうな

お話も伺いました。仕事はそれをやろうと思って

来ているので、そこにはある程度理解はできるの

だけれども、やっぱり余暇の過ごし方だとかふだ

んの生活をどうやってメンテナンスしてあげるの

かというのが非常に大切だというふうなお話も伺

ったところ。ですから、今後の受入れ拡大、恐ら

く希望されている、先ほどの答弁の中でもありま

した。今後希望している方が５８社いらっしゃる

というふうなお話もお聞きをしました。ぜひ企業

の方が少しでも採用できて、いろんな仕事も受け

られるような体制の中での改めてそういう援助だ

とか、そういう支援をしていただくことお願いを

申し上げまして、私の質問を終わらせていただき

たいと思います。ありがとうございました。

以上で東川孝義議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（山田典幸議員）

を開きます。

国際化社会に関わってを、今村芳彦議員。

議長より御指名をいた〇６番（今村芳彦議員）

だきましたので、通告に従い発言いたします。

小項目の１、外国人観光客の状況についてお伺

いいたします。世界的に猛威を振るったコロナウ

イルスにおける感染症が平時のものとなりました。

これに伴い観光客数の増加が顕著であり、日本政

府観光局の発表によりますと、本年６月の訪日外

客数は推計で３３７万７，８００人となり、６月

としては過去最高を記録とあります。また、上半

期の累計でも２，０００万人を超え、過去最速ペ

ースであるとのことでした。本市においても、Ｊ

Ｒ名寄駅をはじめとした交通拠点やピヤシリスキ

ー場にて外国人観光客を目にする機会が増えてい

ると感じております。国が２０２３年３月に制定

しました第４次観光立国推進基本計画では、持続

可能な観光、消費額拡大、地方誘客促進の３本柱

が示されるとともに、政府による旅行消費額、地

方部宿泊数等に関する新たな目標が掲げられてい

るほか、本市においても第２次名寄市観光振興計

画が策定され、社会の変革を的確に捉え、魅力あ

る資源を生かし、観光に関わる関係者が連携、協

働することで経済活性化を図ることが重要である

と述べられております。現在の本市における観光

客の動向のうち、外国人観光客の入れ込み状況や

目的とする観光資源などの状況をどのように捉え、

施策に反映されておられるのかお知らせをくださ

い。

小項目の２点目、海外資本の流入についてお伺

いいたします。道内の著名な観光地でもある羊蹄

山やニセコ、トマムなどでは外国資本による宿泊、

レジャー施設の開発が進み、外国人観光客の誘致

に大いに貢献されました。この結果、スポット的
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に地価の上昇や物価の高騰など経済の好循環が発

生しております。その一方、北海道は海外資本等

による森林取得状況を発表しており、令和５年１

２月末時点での海外資本等における森林の取得面

積は２７１のものに３，５２８ヘクタールとなっ

ており、少なくない面積が海外資本によって取得

されているほか、取得後の開発に伴うトラブルが

報道されるなど、今後問題が表面化するケースが

考えられます。本市における海外資本等による不

動産の取得の状況についてお知らせをください。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

今村議員から大〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

項目で１点御質問いただきました。大項目１の小

項目１は私から、小項目２は建設水道部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、国際化社会に関わって、小

項目１、外国人観光客の状況についてお答えいた

します。本市における外国人観光客の入り込み状

況につきましては、令和元年度２，１６０人泊を

ピークに推移しておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の蔓延に伴い、令和２年度以降完全に

滞ってしまいました。コロナ終息後、現状の推移

としましては令和５年度１，０４３人泊、令和６

年度１，４２１人泊と回復傾向にあります。外国

人観光客の国別は、コロナ禍前後とも台湾からの

来訪が最も多くなっておりますが、昨年度はオー

ストラリアやアメリカ、イギリスなどからの観光

客も増加しております。この結果は、ピヤシリス

キー場でのスキー、スノーボード利用客の増加と

分析しており、その増加の要因の一つとしてスキ

ー場の森林地帯を滑走するツリーランのインバウ

ンド利用であり、令和４年度２６人、令和５年度

１３８人、昨年度は２２６人と認知度の向上に伴

い増加しております。また、なよろ観光まちづく

り協会が主催で行っているピヤシリ山頂へのスノ

ーモービルツアーにおいても、アジア圏の方々を

中心に昨年度利用が２２人、夏のひまわり畑にも

香港、台湾からの団体バスツアーや天塩川、名寄

川でのフライフィッシングにも昨年度１１人の外

国人観光客が訪れるなど、本市の地域資源である

大自然を活用した体験観光へのインバウンドは増

加傾向にあります。引き続き地域おこし協力隊制

度を活用し、プレーヤーとなるアウトドアガイド

やフィッシングガイドの育成、観光振興支援員に

よる情報発信、なよろ観光まちづくり協会をはじ

めとする関係団体と連携し、観光振興計画等の施

策に反映させてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、小項〇建設水道部長（東 聡男君）

目２、海外資本の流入についてお答えいたします。

全国にわたる一般的な不動産の取得や土地利用

については、主に国土利用計画法に基づく届出が

必要になります。この届出が必要になるのは、土

地売買などで都市計画区域内で５，０００平方メ

ートル以上、都市計画区域外では１万平方メート

ル以上の面積の取引を行ったときには契約締結後

２週間以内に都道府県知事へ届出をする義務があ

り、これは日本人同士の取引だけではなく、海外

資本との取引も対象になります。この届出は窓口

となっている本市から北海道知事に送付され、そ

こで届出の内容を確認、審査がなされ、必要に応

じて届出内容の統計的な整理や助言、勧告を行っ

ています。また、届出基準以下の不動産登記や商

業登記に関する情報については、法務局において

登記情報として管理していますが、土地取引の情

報を直接公表することはありませんので、本市が

独自で不動産取得状況を把握することは困難とな

っております。本市といたしましては、国や関係

機関からの関係各法に基づく情報提供があった際

には適切に対応してまいりますとともに、不動産

取引の動向については必要に応じて関係機関と連

携し、注視をしてまいりたいと考えております。

私からは以上です。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）
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それでは、順次再質問〇６番（今村芳彦議員）

させていただきます。

今動向含めて状況についてお知らせをいただき

ました。２０１９年でしたか、ピークを迎えて、

その後千四十数人と。その後１，４００人台と回

復はしてきたという部分ではあるのですけれども、

これは把握されている部分だということだと思い

ますので、潜在的にはまだいるのかなというよう

にも感じております。ここの昨今の海外インバウ

ンドの状況見ておりますと、本当にお金の落ちる

自治体にはしっかりとお金を落としているという

状況がありますので、ぜひ名寄市としても外国人

の観光客をいかに迎え入れるのかといった点をま

た注力していただきたいなというふうにも私も思

ってはおります。ですが、外国の観光客が急増す

るといったところ、先ほどもお話がありましたが、

名寄市内では台湾からの観光客が多いということ

の状況でありましたけれども、国の資料によって

も台湾、韓国、中国、香港といった東アジアに次

いで東南アジア、その次に欧米、オーストラリア

といったような国から続くといったような傾向に

あるというところであります。結構リピーターの

方も多いというふうに私は話を聞いておりまして、

ちょっと面白い資料があったので、紹介をさせて

もらいますけれども、アジア系の旅行者の旅行支

出では１回目に来たときよりも２回目のほうが支

出が多くなる傾向にあるそうです。何かお買物の

状況だというふうに考えております。続いて、欧

米あるいはオーストラリアからの方々は、２回目

のほうが逆に支出が少なくなる傾向にあります。

恐らく観光の目的としているものが商品の購入で

はなく、体験ですとか先ほどのスキーのツアーの

ような部分、これ長期間、長い期間にわたって楽

しみたいといったような目的の違いからこういう

数字の差が出てきているのかなというふうにも感

じます。ひとえに外国からの観光客といってもそ

の目的がそれぞれ違うことから、また出身地によ

っても習慣が違うことから、トラブルにもなりか

ねない部分があるものというように考えておりま

した。トラブルの対応についても独立行政法人国

民生活センターさんが公表しておりますけれども、

例えば居酒屋のお通しが頼んでいないのに来たと

いうトラブルがあるといった部分ですとか、あと

商習慣の違いからというところもあるように感じ

ております。こういう状況を分かっている、こう

いう情報があるということはもう既に実例がある

わけですから、この点やっぱり名寄市内のこうい

うお店ですか、そういうところにも対応を求めて

いってもしかるべきではないかなと思います。た

だ、言語の壁というのがありますので、まず前段

として外国語を通訳できる方というのもやはり名

寄市内に何名かいらっしゃって、活動を一緒に支

えていただけるものというように思っております。

外国語の通訳者の状況について把握できている部

分がありましたら、お知らせをいただきたいと思

います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

外国語の通訳の〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

状況ということで、こちらで把握している部分と

しましては、なよろ観光まちづくり協会、こちら

のほうでは英語対応可能の職員を配置しておりま

す。常駐でなくとも何らかの方法で英語対応が可

能、地域の案内の提供が可能という日本政府観光

局が定める外国人観光案内所制度のカテゴリー１、

こちらの認定を受けているというような状況にあ

ります。また、市内宿泊施設におきましては英語

対応が可能な職員を配置している施設もございま

すが、翻訳機ですとかアプリ、そういったことで

対応しているというようなこともお聞きしており

まして、宿泊施設によって対応が様々というよう

なことでございます。

以上です。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

通訳者がゼロではない〇６番（今村芳彦議員）

ということではありますけれども、当然宿泊施設

ですとか観光地の近くにそういう外国語の話者の
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方がいらっしゃるというのは一つ強みにもなって

くると思います。この市内にも観光スポットとい

う、先ほどもありましたスキー場ですとかひまわ

り畑といった点も案内がありますけれども、当然

国内の旅行客もそれを参考にして現地まで行くわ

けですが、観光スポットですとか経路等の英語表

記も併せて行っていくべきだというように思って

おりまして、現在も道路の標識等には書かれてい

ると思いますが、この辺の対応状況についてお知

らせいただける部分、よろしくお願いします。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

市内の観光スポ〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

ット、もしくは経路の英語表記ということでござ

いますけれども、まず先ほどお話に出たピヤシリ

スキー場、こちらにつきましてはスキーレストラ

ンには写真入りの英語のメニューを表記してござ

います。また、市内天文台では一部の展示物に館

内のＷi―Ｆiとスマホを利用した英語、台湾語で

の表記、それから北国博物館では無料リーフレッ

トの英語版を作成するなど対応しております。ま

た、お立ち寄りいただいているかと思いますけれ

ども、道の駅においても商品説明に英語、それか

ら中国語、ハングルの表記を行うとともに、非常

ベル等にも英語表記を行っているというような状

況です。宿泊施設におきましても館内の案内標識

に英語表記を加えるなどの対応をしているという

ところもありますが、こちら含めて市内の統一し

た対応にはまだなっていないかなと認識してござ

います。同様に飲食店におきましても一体的な取

組というのがちょっとまだ行われていないかなと

いう印象でございまして、観光協会中心に旅館業

組合、それから料飲店連合会と連携して、今後の

インバウンド対応について協議を行っていく必要

があると考えております。先ほども御質問ありま

したけれども、観光客だけでなく、外国人の働き

手ということで活用のお話ありましたけれども、

一昨年よりも今年に関してこの名寄管内で働く外

国人の方が増えてきているというようなことは間

違いないので、先ほど東川議員の質問にもござい

ましたけれども、来られる方の外国表記というの

ですか、こういった部分も検討していかないとな

らないかなと考えております。

以上です。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

先ほどの午前中の東川〇６番（今村芳彦議員）

議員とのやり取りもあったように、今後外国の方

が名寄市に訪れる機会も増えてくるというように

私も想像しております。今のお話がいただけまし

たレストランでの英語のメニューですとか、ある

いは無料のリーフレットを準備するといった点も

それぞれ該当する施設が努力をされていることだ

と思いますけれども、これ大きな流れの中で全庁

的に補助メニュー等を使いながらそこに向けて取

り組んでいくことも一つの考え方かなと思います

が、現状そういう補助メニューがあるのか、また

使っておられるのかといった点について確認をさ

せてください。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

補助メニューと〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

いうことで英語表記ですとか、そういった部分で

は設けてございませんけれども、観光協会さんの

ほうに補助金、負担金等の中に今年度観光パンフ

レットありますけれども、そちらを英語表記にす

るようなことで計画されておりますので、そうい

ったところで行政としての支援を考えております。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

行政としてなかなか財〇６番（今村芳彦議員）

政厳しいと言われている状況の中ですので、ぜひ

そういう物理的なといいましょうか、失礼しまし

た。実際のお金を伴う補助以外にも支援できる部

分がありましたら、これ調査研究していただきた

いなと思います。

続いて、外国の方が先ほどから増えるという部

分でお話をしていましたが、地域が違いますと当

然宗教も違ってくるわけでございまして、外国の

方が来たときに礼拝所等大きな公共施設、例えば
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空港等でしたら専用の施設あるのかもしれません

が、こういう礼拝所等への配慮について本市とし

てどのように考えていらっしゃるのかお知らせい

ただきたいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

礼拝所、こちら〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

対応ということでは、ちょっとこちらの部分では

把握していない状況でありますが、観光で来られ

る、もしくは別な目的で名寄の市内を訪れる方に

ついては、そういったいっときの状況を空いたス

ペースを使っていただくですとか、そういったこ

とで対応しているということは施設のほうでもお

聞きしております。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

承知をいたしました。〇６番（今村芳彦議員）

当然全ての宗教に対応なんていうことは全く絶対

できませんので、そこについては配慮をするのだ

という意思の表明で十分かなというように私は考

えておりますので、これついては承知をさせてい

ただきました。礼拝所等への配慮と今私が言いま

したが、これ我々がふだん信仰している寺社仏閣

についても同様に考えられることだと思います。

ちょっと実例を出すのはよくないのかもしれませ

んが、鹿が有名な公園でちょっと外国人の方がと

いったような状況も発生しました。外国の方にこ

ういう礼拝所等ではやはりちょっと控えてくださ

いよといったような、市民の生活の場ですから、

あそこは、観光地とはいえ。そういうプライバシ

ーへの配慮ですとか、市民生活への配慮といった

状況についてどのように考えていらっしゃるのか

お知らせをいただきたいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

これまでほかの〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

自治体ですとか、そういった取組での報道ですと

かというのは把握しているところもありますけれ

ども、こちら名寄の、私どものほうに関して言う

と、外国人観光客に関する苦情、それからオーバ

ーツーリズムに関する問合せなどについては現時

点での情報というのはこちらのほうには入ってご

ざいません。プライバシーへの配慮ということで

いきますと、これから特に冬のスキーですとかス

ノーボードですとか、そういったところで冬期に

インバウンドの増加傾向がまた来年も増えるだろ

うという中で、新たな問題というのが発生してく

るのではないかと考えております。一つに想定し

ているのは、全国的にも問題となっているスキー

場のコース外滑走というのが昨年も道内の各地で

報道されたと思いますけれども、ピヤシリスキー

場においてもそういったことが想定されるかなと

思っております。先進事例というのを参考にしな

がら、現在独自のルール策定というのを進めてい

こうと思っております。インバウンドの受入れ対

応策については、こういった他自治体で生じた部

分を情報収集しながら観光協会、それから関連団

体と連携して、対応していきたいと思っておりま

す。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

なかなか、例えばスキ〇６番（今村芳彦議員）

ー場のコース外を滑走するといったことも恐らく

北米辺りでは当たり前のことだと思うのです。ス

キーはこういう楽しみ方なのだというのを日本に

来てやってしまうから、我々日本人としてちょっ

といかがなものかという反応になってしまうとい

うことでありますので、この辺も、関係機関とい

うことでありますので、国なり北海道なりといっ

たところとも連携を取りながらぜひ進めていただ

きたいと思います。市内で外国人の観光客の方を

よく見るようになったわというのは、やっぱり住

んでいる方々がそれぞれこの人たち何しに来たの

だろうという一つ不安があるのだと思います。そ

れを払拭しながら観光振興策を取っていかなけれ

ば、なかなかインバウンドで成功するといいまし

ょうか、インバウンド観光客自体を伸ばしていく

ことというのは難しいのかなというふうに考えて

おりますので、この辺ぜひ推進をしていただきた

いと思います。壇上でもちょっと申し上げました
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が、名寄市にも観光振興計画（第２次）というこ

とでありまして、この計画、コロナの状況の中で

の策定だったと記憶をしております。長期展望を

描くことが難しいという理由で５か年になったの

かなというふうに考えていまして、来年２０２６

年が最終年度ということになります。現在の評価

ですとか新しい計画の策定に向けた取組状況、ど

のようになるのか、見通しみたいなものがありま

したらお知らせをいただきたいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

この観光振興計〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

画ですけれども、おっしゃるように来年度までと

いうことで、前計画となる平成２８年度の計画策

定の際に経済効果の大きいインバウンドの受入れ

態勢の整備と、それから宿泊延べ数を目標に加え

ておりました。現計画では新型コロナ禍というこ

ともありまして、ピヤシリスキー場におけるスノ

ーボード上級者、それからインバウンド向けのコ

ンテンツの整備という目標にとどまっているとい

うような内容であります。令和７年度までの計画

期間、今年度、なっておりますので、来年度中の

次期計画の策定作業を予定しておりまして、策定

委員会からの御意見、それから御提言をいただき

ながらになりますけれども、インバウンドの受入

れの強化、こちら検討はまず必要だなと認識して

おりますので、次期計画にこういったデータ、そ

れから要望ですとか、そういった情報を含めて策

定委員さんと共に反映させていきたいと考えてお

ります。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

インバウンドに限らず〇６番（今村芳彦議員）

観光客を増やしていくというのは、観光に来られ

た方というのは今ただ自分が観光で楽しむだけで

はなく、ＳＮＳ等での発信も含めて楽しむ観光客

の姿というのは非常に一般化していると思います。

その中でもし万が一悪い評価といいましょうか、

平たく言えば炎上案件みたいなことがあってしま

いますと、観光地自体知名度は上がるかもしれま

せんが、継続性が難しくなることもあり得ると思

います。新しい計画に向けて各団体と協議しなが

ら進めていくという言葉でありましたので、ぜひ

そのように取り計らっていただければと思います。

そして、最後に要望になってしまうのですけれ

ども、国のほうの施策、先ほどの国のほうでもあ

りました観光立国推進基本計画、これもちょうど

改定の時期だということで、今基本の策定が進ん

でいるという報道があったと思いますが、この中

で日本版のＤＭＯ、観光地域づくり法人を形成す

ることが急務であるという言い方をしております。

北海道においても北海道全体で１つ広域の法人が

あるほか、上川管内ですと大雪カムイミンタラＤ

ＭＯ、またふらの観光協会、そして北海道、道北

で見ると稚内の観光協会といったところが地域連

携でこういう法人を形成して、１つの自治体の枠

にとどまらずに観光の振興を行っているという状

況だと思います。これぜひ名寄市も名寄を中心と

した観光の在り方を模索しながらＤＭＯを目指し

てはいかがかなというように考えております。こ

のＤＭＯ、国の事業、地域観光魅力向上事業とか

の受皿にもなり得る団体だというふうに思います

ので、この辺目指してはいかがかなという要望で

もあるのですけれども、これについて見解がもし

ありましたらお聞かせをいただきたいと思います。

いかがでしょうか。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

この近郊でもお〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

っしゃるとおり旭川、稚内と富良野も含めてそう

いったＤＭＯ策定組織を行って、様々な振興策に

努めているということで、年に１度そういう集ま

る機会がありまして、そういう情報交換の機会に

参加もちょっとさせていただいております。取組

状況と、それからこちらの現状と踏まえて、観光

協会さん中心になるかもしれませんけれども、今

後そういう組織に向けて研究をしていきたいなと

考えております。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）
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ぜひよろしくお願いし〇６番（今村芳彦議員）

ます。

それでは、続きまして小項目の２番目、不動産

の取得の状況については、法律にのっとって土地

の売買が一定程度の面積以上あれば北海道に報告

する義務があると。その窓口になっているという

報告でありました。国の方策といいましょうか、

そういうものだと言われればそれまでにはなって

しまうのですけれども、やはり報道がこれちょっ

と先行して、過熱している部分もあるのかなと思

いますけれども、不当に開発が行われているとい

う話もあるかのように聞こえてしまいます。この

状況は、私個人としては非常に不安視をしている

のですけれども、不動産の取得に関して、ちょっ

と古い資料で申し訳ありません。平成２８年の国

土交通省では、不動産市場の国際化に向けた環境

整備というものが取組としてあるようです。これ

令和７年の今日におきましても同様に国において

環境整備整えているのか、また北海道も同様の動

きがされているのかといった点確認をさせてくだ

さい。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員の御質問〇建設水道部長（東 聡男君）

にございましたとおり、国交省のほうでは平成２

８年に不動産市場の国際化に向けた環境整備の資

料を公表している。こちら海外資本の導入を進め

たいという国の意向でのほうの整備だったのです

けれども、これ以降につきましてもこの方針によ

りまして市場の透明性の向上ですとか情報発信の

強化、取引コストの制限などの方向性というのが

示されてきています。この後も昨今では不動産取

引における国際対応の円滑化に対する検討会とい

うものを設置をしまして、外国人事業への対応で

すとかトラブルの未然防止に向け、事業者向けの

マニュアルの整備、多言語対応の整備を進める枠

組み、またオンラインの取引、電子化の環境も整

備もされてきているようでございます。すみませ

ん。このような国の状況に即しました北海道の状

況についてというのは、ちょっと私どものほうで

は掌握をしてございません。

以上です。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

国のほうではそういう〇６番（今村芳彦議員）

状況を進めるといった前提での取組だというふう

なお話がありました。もしこれ取得が進んであっ

た場合に近隣の方への周知というものは講じるべ

きだと私は思うのですけれども、この辺は手段と

して考えておられるのでしょうか。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

今取得があった〇建設水道部長（東 聡男君）

場合の近隣への、要は市民なり地域の人への周知

ということかと思いますけれども、こちら先ほど

も申し上げましたが、国土利用計画法による届出

は本市が窓口になっているということから、届出

の内容を把握するということは実は可能なのです

けれども、誰がどこの土地を何の目的で、また幾

らで取得をしたかのような個別の届出内容につき

ましては個人情報にもなりますし、また企業間の

取引情報にも当たるため、公表することはできな

いということになってございます。また、これら

の情報、市町村から北海道に申請された届出内容、

個別の届出内容については周知は多分していない

と思うのです。大体どのぐらいの件数、どのぐら

いの面積ということは出されていますけれども、

そのような公表もちょっとしていないという状況

になっているかと思います。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

窓口だというところで〇６番（今村芳彦議員）

承知をさせていただきました。なかなか外国の方

に不動産を買ってくれというのは、非常に難しい

ことだというように私は感じます。国内の法律、

例えば相続の場面ですとか、多くのこれから課題

が出てくるのではなかろうかなというふうに感じ

ておりますし、特に名寄には名寄駐屯地もありま

す。これは重要地点の……すみません。ちょっと

名前を度忘れしましたが、周囲１，０００メート
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ルを区切って土地の売買を禁じる法律もある中で

のこういう取得がされても我々市民はなかなか分

からないという状況というのも不安が出る場合も

あるように感じております。最後に、申し訳あり

ませんが、加藤市長のほうにこういう状況を踏ま

え、外国の資本による土地の取得をどのようにお

考えになっているのかお聞かせをいただきまして、

一般質問を終わらせていただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

先ほど来の東部長からも〇市長（加藤剛士君）

答弁をさせていただいていますけれども、現在の

日本の法律においては外国人による土地の取引の

規制をするということはできないということでご

ざいます。一方で、今少しお話ありましたけれど

も、いわゆる駐屯地の周辺でありますとか原子力

発電所のそばの半径１キロでしたっけ、重要土地

等調査法といったことで調査の権限、あるいは著

しくその行為が悪質等であれば中止勧告等の命令

ができるという法律も整備されてきておりまして、

近年国会のほうでもそれぞれの党で外国人に対し

ての土地取引の規制を強化をしようという法案の

提出等の動きがなされているというふうにも承知

をしています。いずれにいたしましても、こうし

た国の動きをしっかりと注視をしていきたいとい

うふうに思います。

加えて、先般も９月の議会で釧路のほうでメガ

ソーラーの案件に関してこうした開発の行為に関

する事例の許可でありますとか、特に海外資本に

よる開発が盛んであるニセコ、軽井沢、こうした

ところでいわゆる独自の条例を持って、そうした

ことに対しての一定の規制というか、制限を設け

ているという事案もあるというふうに承知をして

いますので、こうしたそれぞれの自治体の動きを

注視をしながら、名寄市の中で一番まちづくりに

阻害をされるという開発行為そのものがやっぱり

問題だということでありますので、こうした動き

をしっかりと勉強、調査をしながら、名寄市に合

ったまちづくりの中で何ができるのかということ

を今後模索、研究してまいりたいというふうに考

えております。

以上で今村芳彦議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

農業についてを、清水一夫議員。

議長から指名をいただ〇７番（清水一夫議員）

きました。通告に従い、発言をします。

大項目１、農業について。皆さん承知のとおり、

本市の基幹産業は農業であります。６年度の取扱

いは、おおむね平年作以上となり、主力のモチ米

は平均反収１１俵と過去２番目の平均反収で、取

扱数量は３５万６，８０１俵となりました。畑作

についても小麦、大豆、てん菜は平年作以上とな

り、青果はグリーンアスパラは５月上旬の霜と下

旬の低温の影響で収穫数量が大きく減少したほか、

おおむね順調に推移し、特にスイートコーンは生

育も順調で規格もよく、単価についても終始高値

で推移し、９億９，８００万円と過去最高の取扱

いとなりました。酪農、畜産でも飼養管理費の高

止まりは続いている中で、農家さんの飼養管理の

努力により取扱数量が増加しています。総体とし

ては、５年度を超える１１２億６，８００万円の

取扱実績となりました。本年も昨年以上の取扱高

を期待しているところでありますが、さらに持続

的発展をするため小項目３点をお伺いします。

小項目１、農家戸数について。第２次名寄市農

業・農村振興計画の農家戸数は令和３年４６５戸

令和８年４０７戸と推移していますが、現在の水

稲、畑作農家の戸数とそこから見える課題と対策

について伺います。

小項目２、重点振興作物について。重点作物の

作付の現況をお伺いします。主に手作業による労

働力不足に起因する作付の減少と思いますが、そ

の対策についても伺います。

小項目３、農福連携について。国は、２０１６

年に閣議決定した日本一億総活躍プランの中で農

福連携等推進ビジョンを策定されました。昨年４

月の全国紙道内版に農福連携浸透に鈍く、課題の
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一つが認知度不足との記事が載っていました。私

は今年の１月３１日、名寄市障害者自立支援協議

会が主催するしごと講座、名寄市における農福連

携の取組について受講しました。受講者は少なく、

まだまだ認知度不足かなと思いました。そこで、

現況と課題について伺います。

以上で壇上の質問を終わります。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

清水議員からは、大〇経済部長（山田裕治君）

項目１点について御質問いただきました。小項目

１、２は私から、小項目３は健康福祉部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、農業について、小項目１、

農家戸数についてお答えいたします。本市におい

ては農家戸数は年々減少を続け、また農業従事者

の高齢化も進行しております。水稲、畑作農家の

減少数でございますが、ＪＡへの聞き取りにより

ますと、販売農家戸数が令和２年度は水稲を含む

営農形態で８戸、畑作専業で８戸、令和６年では

水稲を含む営農形態で１２戸、畑作専業で７戸が

減少とほぼ同様の傾向となっております。農家戸

数の減少による課題といたしましては、現在は担

い手農家の規模拡大や新規参入による農地の流動

化が進み、次世代へ引き継がれておりますが、個

人の規模拡大にも限界があるため、将来的には流

動化が停滞することが懸念されます。将来にわた

って農地を維持していくためにも後継者の確保、

新規就農者の確保の必要性は年々高まっていると

認識しており、持続可能な農業、農村の発展に向

けて取組を進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、重点振興作物についてお答え

いたします。名寄の特色を生かした重点振興作物

については、高収益作物であるアスパラガス、カ

ボチャ、バレイショ、スイートコーンを位置づけ

ております。これらの作物の作付面積については

近年減少傾向にあり、ＪＡの取扱計画を見ても今

後徐々に減少していくものと認識しております。

面積減少の要因といたしましては、労働力不足や

規模拡大により機械作業を中心とする作物への転

換が進んでいることなど、様々な要因が考えられ

ます。今後の作付面積や収穫量の維持に向けては、

移植や収穫時期を中心とした労働力の確保への対

応や収穫量を上げるための栽培技術の導入など取

り組むとともに、農家戸数が減少する中で重点振

興作物を取り入れた持続可能な営農類型について

ＪＡなど関係機関と協議を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

次に、小項目３、〇健康福祉部長（馬場義人君）

農福連携についてお答えいたします。

農福連携は、障がい者をはじめとする多様な人

たちの農林水産業での活躍を通じて自信や生きが

いを創出し、社会参画を実現する取組で、担い手

不足や高齢化が進む農林水産分野における働き手

の確保や全ての人々が生きる力や可能性を発揮で

きる地域共生社会の実現に資する取組とされてお

ります。本市におきましては、第７期名寄市障が

い福祉実施計画において就労支援の充実を掲げて

おり、名寄市障害者自立支援協議会を中心として

関係機関との連携や農福連携の推進などに努めて

おります。御質問の本市における農福連携の現況

と課題についてですが、障がい福祉事業所が自ら

の農作物の栽培、加工、販売に取り組むケースや

事業所が農作業を請け負うケース、農業者が障が

い者を従業員として雇用するケースがございます。

現在は３つの福祉事業所、一部の農家等で取組が

行われているものと承知しています。障がい者の

就労につきましては、名寄市自立支援協議会にお

きまして経済部との連携により令和５年度と６年

度にカノコソウの洗浄に係る作業体験などを実施

しております。体験を通じて一連の作業は可能で

ございましたが、体験者の方からは就労に対する

希望がなかったところです。

次に、課題としましては、障がい者側は農業経

験のある方が少なく、農作業がイメージしづらい

ため希望する方が少ないこと、通年の稼働を希望
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しているものの冬期に作業がないこと、障がい福

祉事業所においては人材不足により作業に同行、

指導する職員が確保できないこと、農作業の内容

が多岐にわたり、指導が難しいなどが課題として

挙げられております。また、農業者側は障がい者

によって仕事の内容に対する理解度が異なり、配

慮の度合いや方法が一定でないことや障がい者が

どの程度働けるか分からないなど、実際の受入れ

に対しての不安や指導などに伴う負担が懸念され

ることなどが挙げられております。このように農

業者が障がい者がどのくらい働けるのか、障がい

者は農作業のイメージがついていないなどお互い

を知り、理解する機会が不足していることに障害

者自立支援協議会では課題があると考えておりま

す。協議会では、これまで農業者及び障がい者に

理解を深めてもらう機会としてしごと講座を開催

し、実際に雇用している農業者と従事している障

がい者による事例紹介の実施、農作業や就労継続

支援事業所の状況、農福連携の取組などを講話と

して報告しております。障がい者の就労支援に関

して農業従事の可能性について検討する中で、フ

ルタイムで従事することに自信がなく、不安のあ

る障がい者が短期間で働けるアルバイト先として

稼働することがその後の農業を仕事として検討す

る一助になるのではという意見も出ております。

そのため、昨年度と今年度につきましては障がい

者就労に関心のある農業者に協力をいただき、農

業者と障がい者が出会い、お互いを理解する場と

して農作業体験会を開催しております。農作業を

通じて障がい者は農業を知る、農業者は障がい者

の働きぶりを見ていただくことで、障がい者の農

業従事の可能性について検討していただいており

ます。

全国的な状況では、農林水産省をはじめとする

関係省庁や団体が農福連携などを応援するために

設立した農福連携等応援コンソーシアムにおいて、

毎年優良事例を農福アワードとして表彰しており

ます。２０２４年のグランプリ受賞の一つでは、

徳島県の農業法人が共同で障がい者就労支援施設

を立ち上げ、県内の各ＪＡと連携し、県内全域の

農家で施設外就労を行い、農業経営の効率化や規

模拡大により荒廃農地の解消に貢献され、工賃月

額や売上額なども好成績を上げていることが紹介

されております。市内の事業所におきましても、

農家から畑などの耕作を引き継いで実施している

事例もあると伺っております。今後におきまして

も名寄市自立支援協議会をはじめとする福祉や農

業の関係機関などとも連携して協議を重ねながら、

障がい者の就労の一つとして農業の可能性につい

て取組を進めていきたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

答弁ありがとうござい〇７番（清水一夫議員）

ました。再質問をします。

小項目１、農家戸数について。離農が進んでい

ると答弁がありました。離農の土地は担い手に集

積されているか、その農地の集積は地域計画の目

標地図に基づいて行えているか、また耕作放棄地

についても伺います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今農地の集積の状況〇経済部長（山田裕治君）

ということでございますが、地域計画につきまし

ては本年３月に策定をしてございます。地域計画

の中におきましてそれぞれ目標を設定をさせてい

ただいておりますけれども、その中で農業の将来

の在り方に向けた農用地の効率的、総合的な利用

に関する目標といった項目を設定させていただい

ておりまして、その中で農地の維持のためにまず

次世代に引き継ぐことを基本としております。ま

た、引き継ぐ際にあっては隣接地及び近隣の担い

手の方に売買、貸付けを行って段階的に集積を進

めていくというふうな目標を設定をしております。

実際の農地の今の売買なり賃貸の流動化の状況で

ございますけれども、現在担い手の方に順調にと

いいましょうか、引き継がれているものというふ

うに捉えております。地域計画を策定する際に将
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来の担い手はどういう方、誰が担っていくのかと

いうようなことをそれぞれの地域の中で、検討会

の中で名簿の中で整理をさせていただいておりま

して、地域の中で将来担い手、誰が担っていくの

かというようなことを情報を共有をしながら、そ

れぞれの離農される方の農地の集積ということに

取り組まれているかというふうに思っております。

現状では不耕作地、耕作放棄地ですか、耕作放棄

地につきましては一定それぞれ地域の中で最低限

の維持管理をしているというふうに捉えておりま

すので、現状では耕作放棄地はないものというふ

うに認識しております。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

答弁で地域計画につい〇７番（清水一夫議員）

て答弁がありました。関係者の多大な努力に敬意

を表します。しかしながら、地域計画は一度策定

したらそれで終わりでなく、策定後の計画の実現

に向けた進捗状況管理を行い、必要に応じて計画

を改定する必要があります。そこで、農地集積で

水田の大型化をする地域の動きがあるか伺います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

水田の大型化という〇経済部長（山田裕治君）

ことで、これまでも各地域によって国の事業、北

海道の事業等を活用しながら、それぞれ補助整備

事業ということで取り組まれてきているというふ

うに認識してございます。現段階で正式に水田の

大区画化というふうな事業メニューで事業採択さ

れているというものはございません。ただ、それ

ぞれの地域の中でそういう事業に取り組みたいと

いうふうな意向を持って検討されているというふ

うな地域が、旧名寄地区、また旧風連地区の中で

もそれぞれそういった動きがあることについては

認識しておりますので、引き続きそういった各地

域の取組、進捗状況を見ながら、必要があれば私

どものほうでも支援に取り組んでいきたいという

ふうに考えております。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

今の答弁で地域の中で〇７番（清水一夫議員）

検討されているという答弁でありました。地区の

農家さんが主体の促進期成会を設立、まず最初に

促進期成会の設立が大事であります。そのまとめ

役に市の担当職員の活動と活躍をお願いしたい。

その後市が事務局となり、関係団体の各代表の集

合組織促進協議会を立ち上げ、国、道に提案、要

請活動を行い、本市の農業がさらに発展していく

ように市の活動、活躍をお願いします。

それで、小項目２、重点作物について。市立大

学の援農有償ボランティアは地元紙で取り上げて

いますが、ここで聞きたいのは労働力不足を補う

外国人労働者の受入れ農家戸数と国別と人数、期

間を伺います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今外国人の技能実習〇経済部長（山田裕治君）

生の受入れ状況ということでお問合せかと思いま

す。技能実習生につきましては、かつては１００

名程度受け入れていた時期もございましたが、コ

ロナ禍によりまして一度中断し、その後技能実習

制度を利用される農家の方が減少したというふう

な経過をたどってございます。現在でありますけ

れども、２件の農家で実習生３名の方を受け入れ

ていらっしゃっております。国は中国の国籍の方

を受け入れられているというふうにお聞きしてお

ります。

以上です。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

外国人労働者について。〇７番（清水一夫議員）

私は同級生が智恵文にいまして、インドネシアの

２人、労働者を雇っていると聞きました。派遣会

社から外国人労働者を派遣してもらって、使って

いるということでありました。ここで問題は秋の

収穫後に帰国して、また春、派遣会社を通じて新

たな外国人労働者を雇い、一から農作業を教える。

その問題を、特定技能外国人に４月から１０月ま

で名寄で働いていただき、１１月から３月まで雪

の降らない本州の地域で働いて、また４月から同

じ特定技能外国人に名寄で働いていただく、そう



－53－

令和７年９月８日（月曜日）第３回９月定例会・第２号

することで受入れ農家さんも安心して作業効率も

上がり、特定技能外国人は通年で仕事が生まれ、

作業習熟と所得の確保につながります。実際に取

り組んでいる地域があります。群馬県の嬬恋キャ

ベツ振興事業協同組合がキャベツを４月から１０

月まで、育苗から収穫まで、相手方は宮崎県農業

法人経営者協会が大根、キュウリ、ヒュウガナツ

を１１月から３月まで働いています。それを取り

持つのが登録支援機関の株式会社ウイルテックで、

３者で協定を結び、組織同士の産地間連携をして

います。補助金は農水省、農業労働力産地間連携

等推進事業を活用しています。このことを研修し、

知見を深める必要があると思いますが、見解を伺

います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今お話しいただいた〇経済部長（山田裕治君）

事例でございますが、確かに産地間、違う地域の

産地をリレーするような形で特定技能の労働者を

活用するというお話は私も新聞等の報道でも目に

したことがございますし、事例でも聞いたことが

ございます。これ実際に名寄市の中でそれに取り

組もうとしますと、当然ですけれども、名寄だけ

ではなくて、ほかの産地とどういうふうにつなが

るのかということがまず一つ課題になろうかと思

います。また、一定程度の人数を、それを確保し

ながら産地間リレーするということになりますの

で、そういった事務的な負担ということもかなり

大きくなるのかなというふうに考えておりまして、

現状の個々の農家の皆さんがそれを担うというこ

ともなかなか難しいですし、ＪＡ道北なよろさん

においても現時点でなかなかそこまでの事務量を

請け負うということが難しいのかなというふうに

考えております。現在清水議員のほうからも聞き

取りをされたということでございますけれども、

市内のほうで特定技能の外国人の方が派遣会社を

通じてそれぞれ名寄市内でも働いていただいてお

りますけれども、その派遣会社のほうにつきまし

ては、先ほど議員から事例として報告されたよう

に、名寄と例えば沖縄ですとか、ほかの産地を結

んでリレーするような形でそれぞれ農業に従事し

ていただいているというふうにお聞きしておりま

すので、作物が必ずしも同じではありませんし、

必ずしも毎回同じ方が名寄の同じ農家の方に就労

されるというふうには限りませんけれども、一定

程度そういう他産地でも農業経験がある方が名寄

市内でまた毎年従事していただけるということで

ありますので、まるきり例えば農業の未経験の方

が就業するということはないのかなと。一定程度

農業的な知識であったり、技能といったものも携

えて、名寄市内の各農家の方のもとで働いていた

だいているかというふうに思っておりますので、

現状、先ほど冒頭申し上げたとおり、課題が大き

くあるものですから、今すぐにはなかなかそこは

難しいというふうなお答えしかできませんけれど

も、これが海外からの外国人のそういった派遣労

働といいましょうか、労働者をもっと大きな人数

で雇うというふうな形が生まれてきたときにはも

う少し違う展開といいましょうか、違う考え方と

いうこともあるのかもしれませんけれども、そこ

はまだ今後の研究課題というふうなことで捉えて

おりますので、御理解いただきたいと思います。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

答弁は、これからも勉〇７番（清水一夫議員）

強すると。検討をお願いします。

小項目３、農福連携について。障がい者就労支

援事業所と農協、市担当部署の職員らによる３者

の意見交換会は行っているのか。行っているとす

れば、その内容を伺います。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

ただいま議員の〇健康福祉部長（馬場義人君）

ほうからはＪＡさん、それから市の担当者と障が

い者の事業所の合同の意見交換会があるかという

御質問だったかというふうに思います。３者に限

定した形の意見交換会というのは実施はしていな

いのですが、今年の１月に議員にも来ていただき

ました障害者自立支援協議会が主催いたしますし
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ごと講座では、実は自立支援協議会の中には障が

い者福祉サービスの事業所だとか、あと農福連携

に知見のある名寄市立大学の先生、それから障が

い者の一般就労を支援しています道北障害者就業

・生活支援センター、それと公共職業安定所であ

るハローワーク等々が集まっていただいている形

になっているのですが、その際に農業の分野の方

々にもぜひしごと講座には来ていただきたいとい

うことで、経済部や農務課、ＪＡさんにも御協力

をいただきながら、議員からちょっとまた少し人

数的には寂しかったねという御意見でしたけれど

も、一部まだ農福連携には取り組まれていないの

ですが、御興味を持たれている農家さんが数件お

越しいただいているというような実態がございま

して、今後もそういったような御紹介等々だとか

というようなことを連携しながら実施をしてまい

りたいというふうに、このように考えております。

以上です。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

先ほど市内１か所で障〇７番（清水一夫議員）

がい者を一般就労、通年雇用しているところがあ

ると答弁でありましたが、私も雇用している農家

さんにお話を聞きました。大変助かっているとい

う評価でありました。農家さんも障がい者の特徴

を捉え、一人で農作業を任せていました。ここで

提案ですが、直接研修、見学できる場を設けてい

ただきたい。また、市の広報紙で農福連携の特集

記事を掲載して、ＰＲしてはいかがでしょうか。

見解を伺います。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

御提案いただき〇健康福祉部長（馬場義人君）

ましたが、実は障がい者の就労に関心のある農家

さんでの農作業の体験というのが令和６年度に１

名、令和７年度に２名、先ほど議員がおっしゃっ

たように、継続して雇用されて働かれているとい

う障がい者の方もいらっしゃるというふうに聞い

ておりまして、今年１月の末には、４年度には風

連地区の農家の方が、６年度には智恵文の農家の

方がそれぞれ雇用主として、もしくは働かれてい

る障がい者さんのほうから発表していただいてい

るところでございます。ただ、先ほども議員から

あったように、なかなかそれが浸透がまだ薄いと

いうところが御指摘のところだというふうに思い

ますので、関係機関とも協議させていただきなが

ら、市民だとか、あと対象となる障がい者の方々、

もしくは農家の方々に知っていただく機会という

のはもうちょっと私どもとしては考慮していかな

ければならないというふうに思っておりますので、

今ほどいただきました御提案については真摯に研

究させていただきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

よろしく検討をお願い〇７番（清水一夫議員）

し、これで質問を終わります。

以上で清水一夫議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（山田典幸議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時１７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 谷 聡
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署名議員 高 野 美枝子

令和７年９月８日（月曜日）第３回９月定例会・第２号
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１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和７年９月９日（火曜日）第３回９月定例会・第３号
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ただいまの出席議員数〇議長（山田典幸議員）

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 水 間 健 詞 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（山田典幸議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市雇用促進協議会について外１件を、水間

健詞議員。

おはようございます。〇４番（水間健詞議員）

議長より許可をいただいたので、壇上より大項目

２点について質問いたします。

大項目１つ目、名寄市雇用促進協議会について。

昨日の東川議員の質問、答弁の中で触れられまし

たが、労働力不足はあらゆる業種の共通で、かつ

せっぱ詰まった問題と考えております。そこで、

これから申し上げる小項目３つについて質問いた

します。

名寄市雇用促進協議会について、設立の背景に

ついて。昨年７月に設立された加藤市長を会長と

する名寄市雇用促進協議会であるが、改めて設立

の背景になった現在の名寄の状況について説明を

いただきたいと思います。

小項目２つ目、現在までの活動と成果について。

さきの７月２６日から今日までの活動の説明とそ

の活動の中の会議での意見、要望などについて、

発言についての受け止めについて、活動実績につ

いて御説明いただきたいと思います。

３つ目、人材確保の課題について。これまでの

活動の中で見えてきた人材確保についての課題、

それからそれに加えて人材確保そのものに加えて

協議会の活動そのものに何かまだ課題があるので

あれば、それについてもお答えいただきたいと思

います。

続きまして、大項目２つ目、ヒグマ対策につい

て。熊の被害や目撃は、市内はもちろん、全国の

報道にも毎日のように登場します。名寄市のヒグ

マ対策について、これから申し上げる４点につい

て質問いたします。

小項目１つ目、ヒグマの出没による市民生活、

経済活動への影響について。特に今年ヒグマの出

没がイベントの中止など市民の活動にも影響して、

農業被害はもちろん、ほかの経済活動にも影響す

ると考えられますが、影響をどのように評価して

いるのか、これをお知らせください。

小項目２つ目、農業被害及び対策のコストにつ

いて。農業被害そのものも問題ですけれども、被

害に対して対策するためのコストというのは農産

物の生産コストというふうになります。単純に価

格転嫁はなかなか難しく、この費用についてどの

ように考えているのか、ヒグマ対策の費用負担は

どうあるべきなのかお知らせいただきたいと思い

ます。

３つ目、センサーカメラ・箱わななどによる対

策について。昨年導入したセンサーカメラ、それ

から従前からある箱わなのこれまでの稼働実績、

効果などについて御説明ください。

４つ目、北海道のゾーニング管理との関連性に

ついて。昨年より道のゾーニング管理で３段階の

エリアを区分して市としても協調して取り組んで

いると考えますが、現在の状況と実際の対策にど

うつながるのかについて、特にまずは道のゾーニ

ング管理と市としてそれに関連してどう取り組ん

でいるのかについてお聞かせ願いたいと思います。

以上、大項目２つ、小項目７つについて檀上か

らの質問といたします。

以上です。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）
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おはようござい〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

ます。水間議員から大項目で２点御質問いただき

ました。大項目１は私から、大項目２は経済部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

初めに、大項目１、名寄市雇用促進協議会につ

いて、小項目１、設立の背景についてお答えいた

します。地方における人材不足は、全国的な問題

となっており、本市においても同様に大きな課題

となっております。ハローワーク名寄管内の月間

有効求人倍率においても令和７年７月で１．３５

倍と求人数が求職者を上回る状況が続いている状

況にあり、中でも建設、土木業や看護、介護業の

求人倍率が高く、倍率が高い月は１０倍を超える

こともあります。このように本市を取り巻く労働

者不足状況に対して個々の事業者による人材確保

の取組に加え、官民連携による地域全体で人材確

保に係る取組を行うことを目的とし、関係機関、

各業界団体に参画いただき、令和６年７月に名寄

市雇用促進協議会を設立しております。

次に、小項目２、現在までの活動と成果につい

てお答えいたします。協議会においては、１８の

業界団体や経済団体などに参画いただいておりま

す。まずは、各業界の人材不足における現状、課

題の情報共有と意見交換を行っております。また、

本市が行っている労働実態調査に併せて市内中高

生への就業観についてのアンケートを実施し、そ

のアンケートデータを基に意見交換も実施してお

ります。アンケート結果の内容につきましては、

将来に住みたい、働きたいまちへの問いに対して

中学生においては名寄市と回答した生徒は６７人、

名寄市以外は１３４人、決まっていないは２１１

人と半数以上が将来の目標が定まっていないとの

回答に対して、高校生は名寄市と回答した生徒は

５８人、名寄市以外と回答した生徒は２３２人と

市外希望者が大幅に増加しております。また、高

校生向けに名寄市内の企業を知っているかとの問

いに対しては、ある程度知っているとの回答は３

９人、少しだけ知っているが１１１人、全く知ら

ないとの回答が約半数の１４１人からいただきま

した。一方で、市内企業での職業体験や説明会な

どに参加したいかという問いには、中学生で１７

９人、高校生で１２０人が参加してみたいと回答

があり、市内での就業に興味があるものの、情報

量が足りていないということが分析できておりま

す。本アンケートからデータを提示しながら、協

議会においてはホームページやＳＮＳを活用した

市内企業の情報発信を行っていくべきと御意見を

いただいております。

次に、小項目３、人材確保の課題についてお答

えいたします。人材確保においては、全国的にも

大都市圏を除く地方の共通の課題となっており、

非常に困難な課題と認識しております。国も地方

の人手不足対策として、賃金や労働環境の改善に

よる雇用定着、生産性向上や多様な人材の活用、

ＩＣＴやＤＸの推進など複合的な対策を通じて人

手不足を解消し、持続可能な社会を構築すること

としております。人材確保への取組としては、人

材を雇用する側である事業者が雇用条件や職場体

制など自社の課題を見詰め直し、いかに人材を雇

用していくか、またいかに合理化、省力化してい

くかが重要になってくると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

私から次に大項目２、〇経済部長（山田裕治君）

ヒグマ対策について、小項目１、ヒグマの出没に

よる市民生活、経済活動への影響についてお答え

いたします。

今年度のヒグマの出没状況ですが、７月に入り

増加する兆しが見られたものの、８月末現在で８

９件と昨年同時期の１１４件を下回っております。

現在までのところ人命を脅かすような事案もなく、

居住区域での被害も認められていないため、特に

市民生活を制限するような規制はかけておりませ

んが、出没が確認されている地域では夜間の外出

などにおける注意喚起を行っております。また、
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イベント等への影響ですが、７月１７日にサンピ

ラーパーク園内においてヒグマの出没事案があり、

これを受け、なよろ健康の森、森の休暇村、市立

天文台を含めた周辺全施設が閉鎖になったため、

期間中に予定されていたイベント中止や施設が利

用できない等の影響があったところです。

次に、小項目２、農業被害及び対策のコストに

ついてお答えいたします。農業被害における対策

については、農作物の作付が広範囲にわたるため、

電気柵の設置や侵入経路となり得る場所の草刈り

など予防的な対策の実施を農業者の方に呼びかけ

て実施をいただいているところであります。箱わ

な等の設置については、周辺の農作物がヒグマに

食べられない状態にあることでわなの効果が発揮

されるため、自己防衛対策を講じた上での設置を

考えております。引き続き農業者の皆様には、中

山間地域等直接支払交付金事業など各種補助制度

等活用を検討いただき、適切な対策を講じていた

だくようお願いしてまいります。

次に、小項目３、センサーカメラ・箱わな等に

よる対策についてお答えいたします。センサーカ

メラにつきましては、早期発見による捕獲活動で

の迅速化やヒグマの行動範囲及び出没傾向の把握

を目的に導入を開始いたしました。実際の運用と

しましては、ヒグマの行動が活発化する５月から

１０月末までの運用としており、現在はなよろ健

康の森内や河川敷周辺など直近で出没が目立つ地

点を中心に１０か所設置をしております。今のと

ころ捕獲対象となる個体は撮影されておりません

が、今後もヒグマの出没状況の把握と早期発見並

びにゾーニング計画への活用に有効な情報の蓄積

に努めてまいります。箱わなについては、計７基

所有しており、４月下旬から出没状況等に応じて

設置数を増やしながら現在６か所で稼働中となっ

ており、捕獲数につきましては現時点で６頭とな

っております。

次に、小項目４、北海道のゾーニング管理との

関係性についてお答えいたします。北海道が示す

ゾーニング管理については、人とヒグマの空間的

なすみ分けによってあつれきの低減とヒグマ地域

個体群の存続を両立させるため、ヒグマを保護す

るコア生息地、人の活動を優先する防除地域、排

除地域、その２つのゾーンの間に位置する緩衝帯

を設定し、ゾーンごとに適切な出没時対応や防除

など管理を行うためのものです。名寄市のヒグマ

ゾーニング計画については、５月１日付で本市ホ

ームページのほうに掲載をさせていただいており

ますが、ヒグマ対応の目安として北海道、猟友会

名寄支部、名寄警察署との協議の下、策定された

ものであり、北海道のヒグマ管理計画に基づいた

ものとなっております。計画では、緩衝地帯での

防除をポイントとしており、中でもヒグマの市街

地への侵入経路となるであろうと推測される名寄

日進地区、東風連から風連日進地区にかかる一部

地域を個体数管理捕獲に取り組む重点推進地域と

位置づけております。

以上、私からの答弁といたします。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございまし〇４番（水間健詞議員）

た。よく分かりました。

それでは、もう少し詳しく説明いただきたい部

分について再質問させていただきます。まず、雇

用促進協議会について、小項目の２つ目の活動実

績の部分なのですけれども、もう少し会議の回数

であるとか、先ほど一部口頭でアンケートの結果

報告いただいたのですけれども、そういった何か

成果物がまとまったものがあるのなら、こういう

ものできていますよというようなものがどんなも

のがあるのか、それについてまず、活動を実施し

た数字的な回数についてもお知らせいただきたい

と思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

会議の開催回数〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

と活動実績、成果物ということですけれども、昨

年７月に設立をしまして、その後アンケート調査

を行ってまいりました。結果については、先ほど
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答弁した内容のとおりなのですが、そのアンケー

トを踏まえて１０月に協議会、それから翌年１月

にもう一回開催をしております。昨年の会議の開

催としては３回ということになりますが、今年度

につきましては活動の開催というのはまだしてい

ないところであります。

あわせて、成果物に関しましてもアンケート調

査の結果についてはまとめて報告しておりますの

で、そういったところは成果物としての実績とい

うことでございますけれども、昨年度の活動実績

をまとめたものとしては現在用意しておりません。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

分かりました。そのア〇４番（水間健詞議員）

ンケートの結果、アンケートの数字は先ほど報告

あったとおりだと思うのですが、そこからどのよ

うな知見を読み取っているのかということについ

て伺いたいと思います。結果から何を読み取って

いるのかということを伺いたいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

先ほども申し上〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

げましたけれども、まず中高生に関して言うと、

地元の企業の情報量が足りていないといったとこ

ろで、まずそういったところが課題だということ

で今年の３月に名寄高校生向けに各業界５団体に

御協力いただきながら、地元の名寄の産業、企業、

それから仕事内容を知ってもらうことが大事だと

いうことで、地域の産業を知る講演会ということ

で名寄高校で開催させていただいたところであり

ます。こちらもう既に卒業されている３年生はい

らっしゃらなく、１、２年生の在校生約１００人

に対しての講演とさせていただきまして、興味を

持っていただくような取組ということでまずさせ

ていただいたところです。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

今室長から御報告あっ〇４番（水間健詞議員）

たのは、３月１９日に名高でやった地域の産業を

知るというのだと思いますが、こういった会議以

外の外向けの活動というのはこれだけなのでしょ

うか。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

協議会の取組と〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

しては、まず昨年度の動きとしてはそういったと

ころになります。もう一つ、直近になりますけれ

ども、先月産業まつりにおきまして将来の専門職

の人材養成というような目的ありまして、物づく

りの体験スタンプラリーということで建設業界様

はじめ、森林組合様、それから消防署さんですと

か、体験ブースの皆様に御協力いただきながら物

づくり体験のスタンプラリーということで今回開

催させていただいたところであります。こちらの

ほうには、昨年も好評だったのですが、今回も４

００名以上のお子様に体験のブースを回っていた

だきまして、例えば高所作業車の体験ですとか、

まき割りの体験ですとか、あらゆる分野の皆様に

御協力いただきまして興味を持っていただけるよ

うな取組としてさせていただいたところです。

あと、アンケートの分析から先ほど中高校生向

けの周知が足りていないというところもありまし

て、ここに関して言うとホームページですとか、

そういった情報発信をするプラットフォーム的な

部分がないとなかなか一括の情報発信にならない

というようなことで、現在遅れての作業になって

おりますが、ホームページの作成を今手がけてい

るところでございます。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

高校の地域の産業を知〇４番（水間健詞議員）

るというときに募集したのか、名寄の企業情報発

信のメールの登録、卒業生に、メールマガジンで

もないのだろうけれども、そういう感じの登録促

したというふうに聞いているのですけれども、こ

の辺登録実績とか、どういった情報、もしもう既

に発信している情報があるならどういうのがある

のかというのを教えていただきたいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

こちらは、名寄〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

高校さんの講演する前に卒業生向けに１度試験的
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にということでリクルートメールということで、

名寄の今高校卒業して外に出ます、出て就職なり、

Ｕターンで帰ってきたいといったときに名寄の企

業の情報をそのタイミングでお知らせしますとい

うようなことでの初めてというか、トライしてみ

た事業ですけれども、タイミングも含めて卒業前

だったということもありまして実際に登録してい

ただいた方というのは１桁になります。そこの情

報発信というのが今作成を進めておりますホーム

ページ、こちらができないことには意味をなさな

いので、そのホームページの作成をもって登録者

の方々にこういう情報が出ましたということで発

信しようと考えているところです。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

では、実際に登録はし〇４番（水間健詞議員）

てもらった人はいるけれども、まだ動き出しては

いないということで理解でいいと思うのですが、

今後どんなスケジュール感で発信して、なおかつ

そのサイトに誘導して、そのサイトを見てもらう

ような準備が出来上がるのかって、そういうスケ

ジュール感について何か見えているものがあれば

お知らせいただきたいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

スケジュール感〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

ですけれども、当初年度当初にと思っておりまし

たが、ホームページの仕様を含めて１つ作り直し

というか、一度作業が止まってしまったというと

ころがございます。というのは、単なる情報発信

にとどまらず、いろんな情報をリンクしながらと

いうことで仕様を少し見直した形で今作り直して

いるところでございます。年内にはホームページ

はもちろん、枠をつくって情報発信できるような

取組でというふうに考えてございますので、作業、

申し訳ないです、遅れておりますが、御理解いた

だきたくお願いいたします。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇４番（水間健詞議員）

やはりせっかく登録してもらっている人、僅かで

もいらっしゃるのであれば、できるだけ速やかに

こちらの準備も進めていただきたいと思います。

それから、小項目３つ目の人材確保の課題につ

いて、事業者そのもので採用に向けた取組という

か、情報発信、こういったものも課題であるので

はないかということで御答弁あったのですけれど

も、人事部があるような大企業ならともかく、小

さな事業所だと採用活動に費やす経営的リソース

がなかなか回せないという現状はあると思うので

すけれども、そういったところをやっぱりキャッ

チアップしていくのがこの協議会の役割の一つか

なって私は思っているのですが、例えば情報発信

といってもプラットフォームは用意しましょうと、

しかしコンテンツは社長さんというか、その会社、

会社で、事業所、事業所で用意しなければならな

いということで、やはりそういうこと自体に費や

すリソースもないとなかなか厳しいものがあると

いうのが現状だと思うのですけれども、そういっ

たもの拾っていく何か考え方とか、そういう状態

にあることをどういうふうに捉えているのか伺い

たいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

現在各事業者さ〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

んにおいて会社の規模ですとか、人員の配置です

とか、そういったところで実際に人材をつかまえ

てくれないというような実態というのはあるとい

うふうにお聞きしております。やはり今若い世代

の方々もスマートフォンからの情報を得るという

ことが主になっているというようなことでありま

すので、何かしらそこから企業名なり、仕事の内

容、問合せ先ですとか、そういったところがない

と就職までいかないのかなと思っておりまして、

先ほどもちょっと申し上げたのですが、単なる会

社紹介のホームページにしては全く意味をなさな

いので、やはり仕事の内容ですとか、会社の紹介

なんかを充実した内容、会社のホームページその

ものにならないとは思いますけれども、今持って

いない情報なんかを協議会のほうでホームページ
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に情報出していけることによってそういった方々、

会社もお互いマッチする機会の一つになるのかな

と思っておりますので、そこを重点に協議会とし

ては取組を考えております。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

そういった自社の魅力〇４番（水間健詞議員）

を伝えたいのだけれども、伝えるまでの手間がな

いというか、そういった企業さんにもサポートし

ていただいて、ぜひそういう魅力を伝えるお手伝

いを果たしていただきたいと思います。

あと、名寄高校なんかで今、今年の７月１４日

の資料があるのですけれども、ジョブ・シャドウ

イング、高校からの投げかけで、インターンシッ

プともちょっと違うのでしょうけれども、お仕事

体験みたいな、高校側からのこれ提案なのかなと

思います。

それからあと、今年の４月には名寄商工会議所

と風連商工会と、あとタイミーさんって隙間バイ

トの企業さんとで包括連携協定結んでそういう隙

間バイトの仕事あっせんというのか、そういった

ことも取り組まれているので、ぜひ雇用促進協議

会においてもう一歩踏み込んだ活動を期待したい

ところであるのですけれども、その辺何かお考え

あれば伺いたいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

１点目の名寄高〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

校さんと商工会議所さんとの取組の一つというこ

とで、ジョブ・シャドウイングというようなこと

が報道されております。こちら商工会議所さんの

ほうでも雇用協議会の事務局を担っていただいて

おりまして、この内容としては学生さんが企業の

社員に影のように張りついて仕事の内容や職場の

様子を観察すると、そして仕事や将来の働き方、

生き方への理解を深める活動というようなことで、

こういったところが新たな取組としてこれから進

められるということもございます。対応可能な会

社ということでお聞きしているのは、市内の５２

社に協力をいただいているということであります。

９月以降に企業とこの取組で活動がスタートする

ことが決まっているというようなことで、そちら

の状況も踏まえて今後協議会として取り組んでい

きたいと思っております。新たな取組ですので、

どういったところが本当に効果があるのかという

のもやっていきながら皆さんで協議していきたい

と思っております。

また、スポットバイトの話もありましたけれど

も、こちらも協定を結んで取り組んでいただいて

おります。そこの目的もスポットバイトというの

を入り口にして会社の風土ですとか、企業の条件

というのですか、会社を見られると。そのバイト

が就職につながるという例もいろいろ聞いており

ますので、各市内の皆さんもそういったスポット

バイトを取り入れているというところをお聞きし

ております。協議会としては、そういった事業を

少し効果を見ながらこれから検討していきたいと

思います。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

効果を見ながら検討し〇４番（水間健詞議員）

ていただきたいというか、負けないぐらいに何か

いい案を出していただきたいと期待するところで

ありますが、最後に１個だけ、何か今年度内にこ

んなことをやるという数値的な目標、例えばさっ

きメールの登録１桁台にとどまっている、これを

例えば全卒業生９０％ぐらい登録してもらうとか、

そういう数値目標が何かあれば最後に伺いたいと

思います。ほかの数値目標でもいいですけれども。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

今現在でいきま〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

すと、数値目標というのは持っておりませんが、

今おっしゃられたとおりホームページができて、

そちらを紹介して名寄高校さんですとか、そうい

ったところに働きかけるタイミングでまた昨年度

のような取組を広げていきながら開催していきた

いと思います。メーリング、リクルートメールの

登録に関しては、できる限り登録していただける

ようにプレゼンをしていきたいと思っております。
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水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇４番（水間健詞議員）

それでは、大項目２つ目のヒグマ対策について

伺いたいと思います。ヒグマ対策、小項目の２つ

目、農業被害及び対策のコストについてというこ

とで、農業被害そのものは商品が食べられてしま

ったり踏みつけられてしまったりするので、逸失

利益というか、失われてしまう利益なのですけれ

ども、自分の畑や田んぼを守るための対策するた

めにもお金がかかって、これ農産物の生産コスト

になっていきます。先ほど部長からの御説明でそ

れぞれの経営者にいろんな補助を利用しながら電

牧柵であるとか、そういった対策をしてもらって

いるということだったのですけれども、おっしゃ

るとおり基本的には自分の畑は自分で守る、多分

害虫を防除する、病気を防除する、雑草を防除す

る、これそれぞれの経営者が自分の農作物を守る

ためにやっているので、これはある程度当然とい

えば当然なのですが、病害虫や雑草というのは元

を絶つのはほぼ不可能、自分の畑を守るのが現実

的な解なのですが、ヒグマ以外もそうなのですけ

れども、そういう有害鳥獣というのはその元自体

もある程度人間の手が対策を打てる部分だと思い

ます、唯一防除という意味では。したがって、自

分の畑を守るのは、経営者が守るのは当然なので

すが、元の部分、個体の管理というか、この部分

については全体の利益ということで、やはり全体

として取り組んでいくことかなって私は思ってい

るのです。この点についてどのような御見解なの

か伺いたいと思います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

ヒグマの全体の頭数〇経済部長（山田裕治君）

抑制ということにも関わるかと思いますが、被害

低減が図られるための頭数抑制の取組ということ

でお答えしたいと思いますけれども、先ほどゾー

ニング管理のところでの考え方のところでもお答

えさせていただいたところでありますけれども、

今ヒグマに対して、当然ですけれども、わなを設

置して捕獲するということを基本に置きながら活

動しておりますけれども、これまでは出没の状況、

出没があって、それが一定程度頻繁に出没する個

体であって問題個体というふうな、ある程度のそ

ういう状況があってからわなの設置をするという

ふうな、これは北海道も含めて全体的にそういう

考え方の下で対策が進められてきたわけでありま

すが、現状でいいますといわゆる頭数管理を行う

という、そういう個体だというふうに認識ってい

いましょうか、考え方が変わってきたということ

を受けまして、先ほど申しました緩衝地帯を中心

に一定程度わなをその中で通り道というか、出没

がある程度予想される、通り道だというふうに予

想されるというところにわなを置くというところ

で出没の抑制が図られるのではないかという、そ

ういうふうな考え方の下で今活動を進めようとい

うふうに考えております。なかなか経路の特定と

いうところまでまだ至っておりませんので、現状

でいいますとどうしても出没が確認された地帯を

中心にというふうに、いわゆる市民の生活してい

るエリアに近いところでの捕獲というふうになっ

ておりますけれども、今後できるだけ市民生活の

エリアから少しでも遠いところで捕獲ができると

いうふうな、そういう体制につなげていきたいな

というふうに考えております。そういった取組を、

当然ですけれども、市内全体を見ながらそういっ

た活動を取り組むことで少しでも農地への出没が

抑制され、農作物への被害が低減されるというこ

とにつながるよう引き続き取組強化していきたい

というふうに考えております。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

やはり被害を受けたり、〇４番（水間健詞議員）

農産物の生産のための経費が高くなるというのは、

単純に農家だけではなく市内全体にも関わってく

る部分だと思うので、ぜひ引き続き取り進めてい

ただきたいと思います。

今の御答弁にも関わるのですけれども、小項目

３つ目、センサーカメラ・箱わななどによる対策
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について、箱わなで捕獲されている熊の属性とい

うか、年齢というか、雄雌だとか、熊だから雄雌

と年齢ぐらいしかないと思うのですけれども、何

か傾向というのはあるのでしょうか。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

特に傾向というか、〇経済部長（山田裕治君）

特徴っていいましょうか、こういう熊がわなにか

かりやすいというふうな、そういった特徴は今の

ところ確認されておりませんので、ある程度運任

せって言ったらあれですけれども、設置してすぐ

捕獲される場合もありますし、逆に設置からしば

らく時間がたってから捕獲されるというようなこ

ともありますので、なかなかその傾向というとこ

ろがつかめていないというのが現状であります。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

というのは、これもよ〇４番（水間健詞議員）

く新聞報道で言われて、特に最近だと知床なんか

で熊の人なれというか、数年前にもアーバンベア

なんていう言葉、数年前というか、近年もそうい

う報道あったりしてアーバンベアなんていう言葉

も出てきたのですけれども、私自身も経験してい

るのですけれども、彼らもここ３０年以上保護動

物というか、保護されていたからいい気になって

いるのかちょっと分からないですけれども、全然

私とか行っても親方今日仕事だったのだねという

感じで、どうもみたいな感じで全然気にしていな

いのです。そういった感じではなく、特に年齢い

った熊に対してやはり人間は危険だというふうに

認知させていかないと、すみ分けってなかなか難

しいのかなと思って今ちょっと熊の年齢というこ

とでお伺いしました。

このまま小項目４に入っていきますが、ゾーニ

ング管理、先ほどちょっと説明もいただきました

が、ゾーニング、我々が地図作ったからって熊が

それを見て、もう駄目だ、これより行ったら駄目

だなとか理解するわけではないので、ゾーニング

したからにはそれを熊に分からせていくための活

動というか、具体的にどんなことに落とし込まれ

ていくのかについてもうちょっと詳しく説明いた

だきたいと思います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

ゾーニング管理の考〇経済部長（山田裕治君）

え方につきましては、壇上でもお答えさせていた

だいたところでありますし、先ほども再質問いた

だいた中でも緩衝地帯を中心に個体数管理の捕獲

という言葉を使わせていただきましたけれども、

いわゆる積極的にっていいましょうか、未然に防

ぐというふうな考え方の下でわなの設置を中心に

捕獲活動に取り組むということを考えております。

先ほど少しお話の中に人を怖がらない熊の存在と

いうこともありましたが、特に今年、今年に限り

ませんけれども、月齢の若い熊が比較的人里に出

やすい傾向にあるというふうに認識しております。

多分一定程度月齢を重ねてくると、人との生活圏

と自分たちが住む生活圏というものを一定程度理

解してくるというふうになっているのかなと思い

ますけれども、多分例えば農作物の周辺の電気柵

に触れた経験であったりとか、これは偶発的かも

しれませんけれども、鹿の駆除に関わってハンタ

ーの方が地域で活動されていると当然銃声ですと

か、そういったものを聞く機会があったりとか、

そういった様々な機会を通じて一定程度そういう

経験がある熊についてはだんだん人里から離れて

いくということもあるのかなというふうに考えて

いるところであります。したがいまして、月齢が

若い熊というのは、どうしてもそういう経験が乏

しいというのもあって出てきてしまうという、そ

ういうふうなこともあって比較的月齢の若い個体

が捕獲される傾向にあるっていえば、そういう傾

向というふうにも言えるのかもしれません。ゾー

ニング管理につきましては、今後も少し見直しと

いうか、現況を踏まえながら絶えず見直しをかけ

ながらということになりますけれども、どれだけ

行政というか、私どものほうでこういうエリアで

すよというふうに取決めをして緩衝帯にわなを設

置するというふうなことを取り組んでも、先ほど



－66－

令和７年９月９日（火曜日）第３回９月定例会・第３号

申し上げましたとおりわなの設置箇所数っていい

ましょうか、やっぱり限界があるというふうにも

考えておりますので、先ほどもお答えさせていた

だきました地域の中で農業者の方に電気柵を張っ

ていただくということも、これも非常に有効な手

段だというふうに思っていますし、先ほど申し上

げましたとおりそういった予防策があってヒグマ

も人里に近づかなくなるというふうな、そういう

ふうになっていくものというふうに私どものほう

でも考えておりますので、そういった意味でそれ

ぞれ農業者の方にも大変御苦労だと思いますが、

予防策ということに御理解と御協力をいただけれ

ばなというふうに考えております。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

おっしゃるとおり、大〇４番（水間健詞議員）

変な御苦労が御苦労過ぎて無理な部分が結構あっ

たり、あとこれも報道なんかでもあるのですけれ

ども、電牧柵の下を掘って入ってきたりとか、飛

び越えて入ってきたり、学習して、先ほど答弁の

中になかったのですが、人なれの部分ということ

もあったりして人間と熊の付き合い方がちょっと

変わってきて、熊の行動自体も私自身も何か以前

と変わってきているのかなってちょっと感じてい

る部分あるのです。うちの母親の年齢とかだと、

山の中にカボチャ作っても熊なんか何でもなかっ

たのだけれどもねって言うのですけれども、今は

そんなの絶対、ほかのソバ作っても熊に踏まれる

ような場所でも何でもなかったとか、私のことだ

けではなくて、熊自体の行動も変わっている部分

はどのように、変わっているように私は感じるの

ですけれども、その辺どういうふうに捉えられて

いるのか、改めてお伺いします。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

現象面だけ見ますと、〇経済部長（山田裕治君）

確かに市街地周辺に出没する熊というのが、これ

は全道的に、全国的なことなのかもしれませんけ

れども、今報道でもあるとおりそういうふうに傾

向が変わってきているというふうになっているの

だろうというふうに捉えております。そうした状

況を受けて、先ほどもお答えさせていただきまし

たが、北海道のほうでも管理する個体ということ

で、これまでの保護するという対象から一定程度

頭数管理をするというふうにかじを切ったという

ことだろうと思っております。北海道で言う頭数

が増え過ぎて山の中に熊があふれてどうしても山

の中の縄張だったりとか、そういう生息する、過

密みたいなことになっていることが市街地周辺、

人里のほうに熊が流れる要因ではないのかという

ふうに、北海道のほうでもそういう認識の下でそ

ういう取組がされているのだろうというふうに思

っておりますので、現状では私どもも一定そうい

う考え方が多分名寄市内においても影響している

ということなのかなというふうに考えております

ので、そういう意味では極力個体を捕獲していく

ということに、対策としてはそういうことがまず

第一というふうになってくるのかなというふうに

思っていますし、これ繰り返しになりますけれど

も、それぞれの広範な地域になりますので、熊の

餌となるものをできるだけ人里の中に置かないと

いうことが重要になりますので、農作物作るなと

いうことには当然なりませんので、やはり熊の好

むであろう作物を作付される際には極力電気柵等

で予防を強化していただきたいと、そういうふう

なことになるかと思っております。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

今のところ名寄市では、〇４番（水間健詞議員）

人に対する被害というのは出ていないのですが、

万が一人間がけがしたり、万一のことがあったら

熊も親の敵、家族の敵になってしまって人にとっ

ても熊にとっても大変に不幸な状態だと思います。

人に対する被害絶対出ないように、９月から緊急

銃猟制度、市町村の判断で熊捕獲していいという

制度になったのは御承知のことだと思いますが、

これについて名寄市としてはどういうふうに対応

される御予定か伺いたいと思います。これを最後

に伺って私の質問としたいと思います。
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山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今御質問あったとお〇経済部長（山田裕治君）

り、９月から緊急銃猟ということで、これまでは

市街地等に出没した個体に対して鳥獣保護法では

住居が一定程度集積している地域での銃器による

駆除ということを認めていませんので、警職法と

いう警察の指示に基づいて発砲許可が出るという

ふうな、そういう仕組みの中で運用されてきまし

た。これまでそういった事例は、実績はないもの

というふうには思っておりますけれども、９月か

らは国のほうで市町村の判断で緊急避難的に市街

地の中でも安全を確保した上で銃器による駆除が

可能となるというふうに制度が改正されたという

ところであります。制度改正に当たっては、条件

が当然ありまして、熊による被害ということも防

がなければならないというのは当然ですけれども、

銃器の例えば誤射であったり、跳弾などによって、

それが人に危害を与えるということあってはなら

ないというふうなことだと思っておりますので、

そういった安全を十分に確保してから指示が出る

というふうなことになろうかと思います。名寄市

の地形でいいますと、市街地の周辺に河川が通っ

ていますし、周辺に山林等、先ほど言ったいわゆ

る緩衝帯といったものが一定程度ございますので、

そこでまず仕留めるということが第一弾というふ

うになりますが、そこを越えた場合、そうなった

場合でいきますと本当に市街地の中に出るという

ことが想定されます。実際に市街地に入った段階

で先ほど言いました前方、ライフルの射程４キロ

というふうに、一般的なものでいうと４キロの射

程があるというふうに言われていますので、その

前方４キロの範囲に例えば人に当たらない状況を

つくるとか、公共交通、例えばバスとか電車とか、

そういったものが通らないということを確保する

とか、いろいろそういうことを想定しますと、現

実的にはなかなかそういう状況下になるというこ

とを想定することが難しいなというふうに考えて

おります。例えば倉庫の中に逃げ込んだとか、そ

ういう閉鎖された空間の中に逃げ込んだという状

況であれば、一定程度安全性確保できるというこ

とで仕留めるということが可能になるのかもしれ

ませんけれども、なかなかそういう状況も考えに

くいのかなというふうに、今までそういう事案が

ないので、なかなか想定しづらいのですが、そう

いうふうに制度としてはそういう制度が出来上が

ったわけでありますが、実際にそれを運用すると

なるとかなり条件的にも厳しいものもありますし、

その上での判断ということになると指示を出せる

条件に持っていくまでがなかなか困難が伴うもの

かなというふうに思っております。したがいまし

て、できるだけそういうことに陥らないように、

できるだけ市街地の周辺のところでまずは食い止

めるということが先決かなというふうに考えてお

ります。

以上で水間健詞議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

道の駅もち米の里☆なよろのさらなる発展に向

けて外１件を、谷聡議員。

御指名をいただきまし〇５番（谷 聡議員）

たので、通告順に従い、大項目２点について質問

いたします。

大項目１、道の駅もち米の里☆なよろのさらな

る発展に向けて、小項目１、駐車場の拡張等規模

拡大について。名寄市の南の玄関口に配置されて

いる道の駅は、ゴールデンウイークや夏休み期間

中は特に来客が多く、駐車場は満車となっている

時間帯も多くなっています。農産物販売コーナー

では、開店時から長い列ができていて午前中で商

品がほぼ売り切れの状態ということも散見されま

す。もっとたくさん地域の特産品を来客に販売で

きる機会を逸しているのは、大変残念だというふ

うに感じています。そこで、駐車場の面積を拡大

し、利便性を向上させて、さらに集客力をアップ

させて名寄市の特産品等をこれまで以上に販売強

化する必要があるのではないかと考えています。

農産物販売コーナーも面積を拡大して地域の農産
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品をより多く販売できるよう取り組む必要がある

のではないかと考えております。そこで、駐車場

を拡張することについて必要性があると考えてい

るかどうかについてお尋ねをいたします。また、

農産物販売コーナーを拡大する必要性があるとお

考えになっているかどうかをお尋ねいたします。

小項目２番目、新たな設備の設置について。道

の駅の付加価値を高め、利用者の利便性をよくし

て集客力をアップして道の駅ランキング上位を目

指すべきだというふうに考えています。現在のラ

ンキングでいいますと、いちおしのおいしいもの

部門で全道で４位にランキングされております。

ほかの部門でも上位に食い込める可能性があると

いうふうに私は考えております。他の部門は、１

番目として道路や地域に関する情報提供が充実し

ていた、２番目としてゆっくり休憩できた、３番

目としてトイレがきれい、４番目、家族で訪れた

い、５番目、長時間滞在したい、６番目、再度訪

れたい、７番目、冬に訪れたい等でございます。

上位にランキングされれば、通過する客が立ち寄

るだけではなく、その道の駅を目的地として訪れ

る客が増えるということが実際として出てまいり

ます。そのため、温浴施設、ドッグラン、オート

キャンプ場を新たに整備するべきではないかとい

うふうに考えております。温浴施設は、通常夜間

滞在者が多くいること、また地元民からも要望が

あることから需要があると考えます。ドッグラン

については、道の駅駐車場の南側に隣接している

土地、これは市有地であるそうですけれども、こ

れは現状芝生になっておりまして、ほぼ現状のま

ま柵を巡らすだけでドッグランが完成するという

状況に見えます。オートキャンプ場もそれほど多

額の予算を使わず、滞在人口を増やし、地域の消

費拡大や経済活性化に寄与することができると考

えております。以上３つの施設を整備することに

向けて検討すべきと考えますが、お考えをお聞か

せ願います。

小項目３番目、地域活性化の拠点となる道の駅

を目指して。道の駅がスタートした当初は、ドラ

イバーの休憩や道路に関する情報発信が主な役割

でした。しかし、現在人口減少や高齢化、地域産

業の衰退といった課題を抱える地方において道の

駅は地域の暮らしを守る拠点というべき機能を担

っています。規模拡大や新たな設備設置などを行

い、少ない予算で最大限の効果が得られるのが名

寄の道の駅だというふうに思っています。今後は、

今まで以上に地域活性化の拠点となることが期待

されます。市は、そのために関係機関と連絡を密

にし、国の予算で整備できる部分は最大限活用し、

またアイデアを絞って地域の活性化に資する施設

となるよう検討を行うべきと考えます。

大項目２番目、ふるさと納税の現状と今後の見

通しについて、小項目１、昨年の実績とその要因

について。令和６年の名寄市への寄附額は、対前

年比で大幅に伸びたということを承知しておりま

す。大変喜ばしいことだと思いますけれども、現

状に満足せず、さらに伸ばすための方策を今から

検討すべきではないかと考えています。ふるさと

納税は、常に自治体同士の競争であり、現状維持

を目指せば衰退するというふうに思います。昨年

の実績をどのように分析し、その要因をどのよう

に捉えられているのかお伺いをいたします。また、

今年の目標額を設定しておられるのかどうかにつ

いても併せてお伺いをいたします。

小項目２番目、新しい返礼品の開発について。

現在人気となっているスイートコーンは、名寄で

しか取れないものではない。人気となっています

けれども、成功例はすぐに他の自治体がまねをし

ていきます。名寄市独自の他の自治体がまねでき

ない返礼品を用意できないかということを考えて

いますけれども、７月から先ほど触れました道の

駅で販売しているプリンが大変な人気商品となっ

ているというふうな話を聞きました。それで、ス

イートコーンの次に目玉商品となる返礼品を今の

うちに準備しておくことが大事だというふうに考

えます。特に先ほど申し上げたプリンは、製造施
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設の電力に制限があって１日５００個作るのが限

界だというふうなことを伺いました。そこで、で

きることであれば市で電力工事費用の補助を出し、

１日１，０００個の製造が可能になれば人気の返

礼品になり得るのではないかというふうに考えて

おります。その点についてお伺いをいたします。

小項目３番目、企業版ふるさと納税の実績等に

ついて。個人版のふるさと納税に比べ、企業版は

あまり注目されてはおりません。近年の実績につ

いて、また今後の見通し等あればお伺いをいたし

ます。企業版の寄附の実績は、近年どのように推

移をしているか、何年も継続している企業、単年

度だけの企業等、傾向はどのようになっているか、

それから企業版の寄附を獲得するためどのような

取組を行っているのか、これについてお伺いをい

たします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

谷議員からは、〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

大項目で２点御質問いただきました。大項目１は

私から、大項目２は総合政策部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、道の駅もち米の里☆なよろ

のさらなる発展に向けて、小項目１、駐車場の拡

張等規模拡大についてお答えいたします。道の駅

もち米の里☆なよろにおきましては、平成２０年

の開設以来来客数も増加し、平成２８年度のピー

ク時は５２万１，０００人の入り込み数を記録し

ております。その後新型コロナウイルス感染症の

影響を受け、令和３年度では３２万７，０００人

と落ち込みましたが、終息後は徐々に回復し、昨

年度は３８万５，０００人にまで回復しておりま

す。月別の入り込み数は、８月が最も多く、昨年

度で５万８，０００人、平成２８年度時は８万人

が訪れておりますが、６月、７月、９月が４万人

台、５月、１０月で３万人台、その他の月は１万

人から２万人前半の入り込み数となっております。

道の駅の駐車場は、普通車６５台、大型車１３台

ほか、身障者用２台、バイク車両１５台が収容可

能な規模を有しております。平常時の利用状況か

らすると、平日の通常時においては駐車場が不足

している状況は見られなく、土日祝日においても

おおむね円滑な利用状況であると認識しておりま

す。一方で、駐車場が混雑している事例として、

ゴールデンウイークや夏休み、お盆や正月などの

繁忙期に限られていると認識しております。最も

入り込み数が多い８月のお盆前後にかけての数日

間は、時間帯により一時的に混雑することもあり

ますが、その際には指定管理者でございますふう

れん特産館駐車場も開放するなど対応いただいて

いるところでございます。このことから、恒常的

な駐車場不足とは言い難いものであり、繁忙期の

一時的な混雑に対する整備費用や維持管理コスト

面から判断しても現段階においては駐車場拡張の

必要性は低いものと認識しております。また、農

産物の直売所においては、生産者により農産物が

持ち寄られ、指定管理者により管理運営されてい

るところでございます。駐車場利用と同様、お盆

時期に混雑し、商品が売り切れた場合には生産者

へ連絡し、追加納品して対応を図るとともに、混

雑時は道の駅内のレジでも会計可能とするなど混

雑緩和を行っております。しかしながら、納品は

生産者それぞれの対応であることから、指定管理

者を通じ、さらなるサービス向上の体制づくりに

ついて改めて協議してまいります。

次に、小項目２、新たな設備の設置についてお

答えいたします。道の駅への温浴施設の設置につ

いては、観光面からの集客という点を踏まえます

と魅力ある施設づくりのために温泉などの付加価

値が必要となりますが、多額の建設費並びに運営

費が必要であると想定されます。それに加え、平

成２４年３月にふうれん望湖台自然公園のセンタ

ーハウスを閉鎖した際に示させていただいた市の

考え方並びに令和元年度第３回定例会で答弁させ

ていただいたとおり、財政的に１自治体で２つの

公共温泉の運営は難しいと考えております。市と
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しては、現有施設であるなよろ温泉サンピラーが

有効活用されるよう努めてまいりたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。次に、

ドッグランにつきましては、駐車場南側の空き地

での設置を指定管理者により企画作成していると

いうことでございます。指定管理者側からの提案

を受け、改めて検討、協議を行ってまいります。

なお、オートキャンプ場の整備につきましては、

現在もキャンピングカーによる夜間駐車も行われ

ており、新たに設備投資しても地域における消費

額も極めて限定的であると考えられます。また、

既存キャンプ場や宿泊施設への影響、管理人確保

や人件費と維持管理費に対する費用対効果なども

考慮すると現実的ではないと考えております。道

の駅の付加価値を高め、集客力アップを図るには、

地場産品販売や魅力発信、イベント開催など道の

駅が本来持つ機能に即した取組を進めていきたい

と考えております。

次に、小項目３、地域活性化の拠点となる道の

駅を目指してについてお答えいたします。道の駅

の在り方として、国はステージごとの指針を示し

ており、平成５年度からの当初となる第１ステー

ジは道路利用者の休憩機能、情報提供、地域連携

が目的とされ、平成２５年度から令和３年度まで

の第２ステージでは地域活性化拠点への進化、道

の駅を目的地とすることがキーワードとなってお

り、令和２年度から令和７年度までの第３ステー

ジではインバウンド観光対応、防災拠点、地域セ

ンター、キャッシュレス対応、民間投資の導入と

いった地方創生と防災、観光の中核拠点化となっ

ております。本市における道の駅におきましても

平成２０年４月の開業以来、ドライバーの休憩地

点、地域の物産販売、観光情報発信拠点として市

内各施設と比較しても最も多くの方が立ち寄って

いただける施設として成長してまいりました。し

かしながら、現状としてその機能を十分発揮でき

ているかという点に関しては、コロナ禍を踏まえ、

またその後の労働者不足という状況も鑑みまして

改めて見詰め直す必要があるのではないかと考え

ております。そういった意味でもこれまでの市と

指定管理者のみならず、例えば冬に入り込みが減

る道の駅と、一方で入り込みが増えるピヤシリス

キー場との連携した取組など、観光協会、それか

ら関係機関を交えて検討、協議を行っていく予定

となっております。これら各拠点、各機関が点で

はなく面となった取組を改めて再構築していくこ

とにより、さらなる魅力度、集客の向上を目指し

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項〇総合政策部長（石橋 毅君）

目２、ふるさと納税の現状と今後の見通しについ

て、初めに小項目１、昨年の実績とその要因につ

いてお答えいたします。

令和６年度のふるさと納税寄附につきましては、

寄附受入額２億５，９３２万３，５００円となり、

令和５年度と比較し４０７％増の過去最高の実績

となりました。これは、ふるさと納税ポータルサ

イト内の返礼品紹介写真の更新や返礼品の魅力を

より伝えるページへのブラッシュアップ、効果的

な広告運用、そして寄附者に選ばれる寄附額設定

により複数のポータルサイトの野菜部門において

本市のスイートコーンが１位を獲得した結果、寄

附者の皆様に本市を知っていただく好循環が生ま

れ、より多くの皆様に寄附自治体として選んでい

ただいたことが寄附額増加の要因と考えておりま

す。目標額につきましては、今年度は目標額３億

円と設定しており、８月末現在約２億円の寄附を

受け入れているところであります。

次に、小項目２、新しい返礼品の開発について

お答えいたします。このたびなよろプリンの味が

株式会社もち米の里ふうれん特産館に引き継がれ、

７月２６日から道の駅もち米の里☆なよろにて販

売が開始されたことは、市民はもとより、全国の

なよろプリンのファンにとってうれしいニュース

であり、地域にとっても大変喜ばしいことであり
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ます。なよろプリンにつきましては、本市のふる

さと納税返礼品として令和３年から６年の４年間

取扱いをしておりましたが、本年２月末の閉店に

伴い、返礼品としての取扱いを終了したところで

あります。取扱期間における実績は、４年間で１

４２件、平均して月３件程度の寄附実績にとどま

っており、これは寄附金額の設定やＰＲ不足の課

題のほか、事業者の供給量の限界や人手不足など

が影響していたと考えられます。なよろプリンを

改めてふるさと納税の返礼品として取り扱うため

には、課題を解消するための方策が不可欠であり

ます。議員から御提案のありました電力工事費用

の補助も有効な手段の一つであると考えておりま

すが、販路拡大に伴う国の補助事業で活用できる

ものがあるか関係機関に問合せを行うとともに、

併せて中小企業振興条例支援メニューの活用も考

えられますので、当該事業者と検討、協議を行っ

てまいります。今後もなよろプリンのみならず、

本市の目玉となる本市独自の返礼品の開発に向け

て中間事業者と連携し、取り組んでまいります。

次に、小項目３、企業版ふるさと納税の実績等

についてお答えいたします。企業版ふるさと納税

は、地方公共団体が行う地方創生の取組に対して

企業が寄附を行った場合に法人関係税を税額控除

する仕組みで、令和２年度の制度改正により、こ

れまでの寄附額の６割から最大９割が控除対象と

なったことから、制度を活用する企業や自治体が

増え、それに伴い寄附実績が増加しているところ

です。本市の企業版ふるさと納税の近年の寄附実

績は、令和４年度は２１件、１億２，５８２万６，

０００円、令和５年度は２０件、４，１９４万４，

０００円、令和６年度は２４件、２，８７１万８，

０００円と物納での寄附を２件受け入れておりま

す。継続寄附の傾向につきましては、本市では令

和２年度から６年度までの５年間で４３企業から

６９件の寄附をいただいており、そのうち単年度

の寄附は２８企業で全体の６５．１％、２回以上

継続しての寄附は１５企業、３４．９％となって

おります。企業版ふるさと納税は、地方創生事業

の充実、強化につながること、また財源確保の手

段の一つとして積極的に活用するため、民間企業

等が実施する自治体と企業とのマッチングサービ

スの活用や公募型の企業版ふるさと納税への応募、

各部局において関係する企業等への営業活動のほ

か、活用に対する職員の意識醸成を図るため部次

長会議において制度を周知し、積極的な活用を促

すなどの取組により企業版ふるさと納税寄附の獲

得に努めております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御答弁いただ〇５番（谷 聡議員）

きましたので、時間の許す限り再質問させていた

だきます。

まず、大項目１の小項目１、駐車場の拡張等、

これについて、確かに年間を通じて駐車場が満杯

という状況ではありません。ただし、先ほど申し

上げたとおり、ゴールデンウイークとか夏休み期

間中、夏休み期間中といいましても北海道の夏休

みと本州の夏休みはちょっと違っておりますので、

８月いっぱいぐらいが夏休み期間中というふうに

見て、私も大体暇があれば道の駅ぶらぶら見てい

るのですけれども、８月いっぱいぐらいはやっぱ

り駐車場が時間帯によってはオーバーフローして

いるという状況は確認しております。それを一時

的と捉えて拡張の必要性はないというふうにおっ

しゃっていますけれども、私は例えばゴールデン

ウイーク、夏休み期間合わせると１か月半ぐらい

の期間があるというふうに思っております。それ

で、駐車場拡張する場合にどのような手順を踏む

かといいますと、例えばこれは名寄市の施設では

ないというふうに認識しております。これは、国

道４０号の道路附属物として駐車場が整備されて

いると。それが道の駅の基本的な枠組みというか、

考え方であるというふうに承知をしておりますけ

れども、例えば駐車場拡幅するにしても名寄市の

お金は使わずに国のお金でできるというようなこ
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とだろうというふうに思っております。それで、

私も以前開発局の担当者に聞いたことがあります。

駐車場ちょっとオーバーフローしている状況があ

るのだけれども、これ拡幅できる可能性ってあり

ますかと聞いたら、可能性はありますというお答

えでした。そういうこともありまして、名寄市内

にある施設を国の予算で拡充できるというのは、

これは今名寄市にとって一番財政難ということも

ありますから、国のお金でやってもらうというの

は一番いいやり方だというふうに思っております

けれども、その辺一時的だから駄目だというふう

に諦めるのか、それとも夏休み期間、ゴールデン

ウイーク期間オーバーフローしているから何とか

国で整備してくれというふうに持っていくのか、

私は持っていったほうがいいと思うのですけれど

も、その辺もう一度御答弁お願いしたいと思いま

す。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

８月のお盆時期〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

の数日間ということで答弁をさせていただきまし

た。谷議員のほうでは、８月、だんだん夏休みの

期間が長くなり、道内の方も道外からも北海道に

来る方が多くなってきているというような認識で

あるというようなことであります。駐車場に関し

て言うと、こちらでヒアリングした内容でいうと、

そういったイメージでありましたし、ふだん日中

行ったときもやはり時期と時間とタイミングがあ

ろうかと思いますけれども、駐車場に入れないで

すとか、そういったときというのがなかなかこち

ら側では確認できなかったというところでありま

す。開発局様のほうでカメラを設置しているとい

うような状況もありますので、一旦そういった部

分も含めて現状を再度確認した上で、今駐車場が

国の敷地と、それから先ほどもちょっと触れられ

ましたけれども、市の敷地の部分ももちろんござ

いますので、そういったところも踏まえて一度確

認をさせていただきたいと思います。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

駐車場がオーバーフロ〇５番（谷 聡議員）

ーして例えば車が出ていってしまうというような

ことは、あまり実際御覧になっていないというよ

うなことでしたけれども、私は実際に夏休み期間

中とか結構現地に行っていろいろ見ているのです。

結構いっぱいだから出ていってしまうというのを

私は繰り返し目撃しています。そういったことか

ら、２４時間駐車場を映しているカメラもあるよ

うですので、これなんかをデータとして再度確認

されて、本当に１年間を通じて一時的なものにせ

よ、やっぱり必要性があるというふうに市が判断

して国のほうに持っていけば、国のほうは可能性

がないわけではないと言っておりますので、これ

はぜひ再度駐車場の状況等を確認された上でしか

るべき手順でもって駐車場拡大に向けて御検討い

ただきたいというふうに思います。小項目１は以

上で終わります。

小項目２番目、新たな設備でございます。先ほ

ど御答弁いただきました温浴施設は、確かにお金

がかかるものだろうというふうに思います。これ

は、確かにほかの例えば国とかにお願いできるも

のでもありません。自主財源でということになる

と思いますので、これは中長期的な目標として、

私も今すぐにということではないというふうに思

っておりますけれども、ドッグランについては今

指定管理者と打合せをしながら設置に向けて検討

という御答弁をいただきました。例えばこれはい

つ頃実現可能性があるものかどうかについて、時

期的なものについて何かめどがあればお知らせい

ただきたいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

時期的なものと〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

いうことで、具体的なスケジュールというのは協

議しているわけではございませんけれども、当然

南側の敷地はそれなりのスペースがございます。

あと、かかる費用、議員おっしゃるように柵を設

けるですとか、安全面に配慮したものの設置とい

うことであれば、それなりに経費というのは抑え
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られるかなと思っております。議員の御質問の意

図としては、やはりペットを連れての道の駅の巡

りですとか、道北の周遊ですとか、そういった方

々も増えてきているというような背景からいうと、

今の敷地に少し経費をかけると効果というのは費

用対効果を考えるとあるのかなと考えております

ので、スケジュール的に言うと、これからと言う

とまたあれですけれども、来年度以降そういう設

置に向けた協議を指定管理者側とさせていただき

たいと考えております。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

私も犬を飼っていた経〇５番（谷 聡議員）

験がありますので、犬を連れて車で旅行するとい

うときはやっぱり犬のストレスをどう解消させて

やるかというのが一番、そこを考えながら旅行し

ていきます。本当に行く先々でドッグランという

のは探すのですけれども、なかなかないのです、

最近剣淵の道の駅とかにもできましたけれども。

それで、やっぱり自分のことよりも犬のことを最

優先に考えるというペットを飼っている人たちの

気持ちを考えれば、今の道の駅にドッグランの機

能ができれば、ここを休憩場所にしようとか、こ

こを目的地にして行こうとかという人は間違いな

く増えると思います。ぜひ今おっしゃったような

形で協議を進めていただいて、なるべく早くオー

プンにこぎ着けていただければなというふうに思

います。小項目２番目については以上、終わりま

す。

小項目３番目の地域活性化の拠点となる道の駅

を目指してというところでございます。平成２０

年のオープン以来、相当客数が増えた時期もあり、

それからコロナ禍で減った時期もありということ

でございますけれども、いろんなイベント等を開

催して道の駅の魅力を高めていくということもお

っしゃっておりました。やっぱり今ある施設です

から、これから造るというものではなくて今ある

施設、道の駅をもっともっと活用して活性化を促

す、地域の活性化、名寄の活性化を促す可能性を

大きく秘めている施設だと思っております。確か

に現在の指定管理者による創意工夫だけでは限界

があると思いますので、指定管理者と協議といい

ますか、話合いをしながらもっともっといろんな

意味で魅力を高める取組を進めていただきたいと

思いますけれども、これについて再度何かお話あ

ればお伺いしたいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

おっしゃるとお〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

り、魅力発信というのが鍵になるのかなと思って

おります。今ある特産品というのも非常に好評だ

ということで、それをさらに道の駅に来ていただ

くための情報発信、それから連携した取組という

のは非常に大事なことかなと思っております。ポ

テンシャルもございますし、先ほど石橋総合政策

部長のほうからも出ましたけれども、なよろプリ

ンが販売になって好評だと、ふるさと納税にもと

いうお話出ていましたけれども、そこに来るお客

さんもいらっしゃいますし、さらにまた新たな特

産品ということも考えられるかと思いますので、

そういったところのソフト事業のメニューですと

か、そういったところを市のほうでも支援できれ

ばと考えておりますので、今後の展開含めて検討

していきたいと考えております。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

今お答えいただいたよ〇５番（谷 聡議員）

うな内容でさらに検討を進めて、さらに魅力のあ

る道の駅になるよう進めていただければと思いま

す。

それでは、大項目２番目に移ります。ふるさと

納税の現状と今後の見通しについて、小項目１番

目ですけれども、昨年の実績とその要因について

お答えをいただきました。対前年比４０７％増と

いう大変喜ばしい状況だったというふうに承知を

しております。私も昨年定例会においてふるさと

納税の質問させていただきました。ふるさと納税

のポータルサイトというのもそのとき確認しまし

た。最近も確認いたしました。やっぱり相当見や
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すくなっている、ここの自治体にならちょっと寄

附してみようかというような気を起こさせるよう

なサイトになっているというふうに確かに思いま

す。このサイトを作っているのは、取扱業者なの

か、それとも例えば私が調べた中では株式会社ロ

ーカルという会社が新たに加わったというふうに

承知をしておりますけれども、この会社がサイト

の運営をされているのかについてお伺いをいたし

ます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

サイト自体は、〇総合政策部長（石橋 毅君）

それぞれのサイト、いろいろな、名前言っていい

のですか、さとふるさんとか、楽天さんとか、そ

れぞれサイトを運営していますけれども、デザイ

ンについてはローカルがうちのいわゆる中間事業

者として手がけているというふうに認識しており

ます。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

先ほども言いました、〇５番（谷 聡議員）

今も御答弁にありました株式会社ローカルという

会社、私もちょっと調べました。熊本市に本社が

あるという会社だそうです。北海道内では、ほか

に名寄以外にも３つの自治体、北海道内だけで３

つの自治体のふるさと納税を手がけているようだ

ということと、それから２０２３年には北海道支

社を置いたというようなことが載っておりました。

中のＰＲを見ますと、こんな自治体にお勧めとい

うのがありまして、例えば地元産品を使って特産

品を作りたいけれども、アイデアが浮かばないと

か、返礼品を出品してくれる事業者さんが少ない、

協力してくれない、代行業者が積極的でなく返礼

品の出品促進がされていないというような自治体

さんには私どもがお手伝いできますよというよう

なＰＲをされておりました。全てとは言いません

けれども、この中に名寄市としては当てはまって

いた部分があったのだと思います。それで、中間

業者の変更理由と選定方法についてどのような方

法を取られたのかお知らせいただきたいと思いま

す。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今回の選定に踏〇総合政策部長（石橋 毅君）

み切ったきっかけというのは、やはり我々として

もさらにふるさと納税を伸ばしたいと、そこに尽

きる目的で、そこの可能性を広げてくれる事業者

をプロポーザルという形で選定をさせていただい

ております。その中でより具体的な目標数値等を

掲げていただいて、委員会の中でプロポーザル方

式で選定をさせていただいた結果、株式会社ロー

カルが選ばれたという形になっております。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

選定方法と理由につい〇５番（谷 聡議員）

ては、よく分かりました。

それで、例えば目標額なのですけれども、先ほ

ど今年の目標額３億円というふうにおっしゃった。

８月末現在で約２億円がもう既にクリアされてい

るというような状況のようでございます。ただ、

ふるさと納税は、やっぱり年末１２月に寄附され

る方が圧倒的に多いというふうに承知をしており

ますので、３億円というのはあまりにも遠慮し過

ぎではないかなというふうに思っていますけれど

も、もうちょっと、例えば対前年で昨年は４００

％伸びたわけですから、本年度は２億５，０００

万円から５億円くらいに設定してもいいように思

いますけれども、ちなみに寄附額の全国のトップ

のほう私もいろいろ興味があって調べているので

すけれども、１位が宮崎県の都城市１９５億円、

２位が紋別市で１９４億円、３位が根室市で１７

６億円、４位が白糠町で１４８億円という途方も

ない金額が全て上位を占めております。名寄市の

近隣にも２００億円近い寄附を集めている自治体

があるということでございますので、ぜひ目標に

ついてはもっと高望みしてもいいのではないかと

思いますけれども、いかがでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

こちらプロポー〇総合政策部長（石橋 毅君）

ザルで中間事業者に入っていただいた前の実績が
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６，５００万円程度だったと思うのですけれども、

その時点で次年度の目標はまずは１億円を突破し

ようと。今まで経験したことのない１億円台を目

指しましょう。２年目は３億円、あまり言うと自

分の首絞まるのですけれども、３年目は５億円と

いったような段階的な広がりを目標にこの間進め

てきていて、１年目がちょっと読めなかったとこ

ろで相当な結果が出てきたということですので、

我々としては議員おっしゃるとおり当初の目標設

定は２年目は３億円という形になっていますけれ

ども、当然そこに達成したから力緩めることもな

く、ここはずっと上を目指せる限り我々は目指し

ていきたいというふうに思っておりますので、当

初の目標設定はこういう形だったということで御

理解いただけたらと思います。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

分かりました。当初定〇５番（谷 聡議員）

めた設定ということでございます。今後上方修正

もあり得るというふうに理解をいたしました。

先日私もテレビを見ていると、全国放送の番組

で名寄のスイートコーンを取り上げた番組がござ

いました。これ番組の冒頭と、それから後半で２

回名寄市からの中継を交えてスイートコーンをＰ

Ｒしていた番組だったのですけれども、この宣伝

効果は計り知れないものがあると思います。その

番組のホームページを見ますと、定期便で毎月届

くという全国の名産品がございまして、そのうち

の５月が名寄産のアスパラ、９月は名寄産のトウ

モロコシが載っているということで、なぜこうい

うことが起こり得たのか、私は事情についてはよ

く存じ上げませんけれども、ぜひこれを維持する

ための取組、努力というのですか、これは惜しん

ではならないというふうに思っています。この番

組で取り上げられたことについて、それからその

後の宣伝、波及効果というのでしょうか、何かあ

りましたらお知らせいただきたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今回名寄の本当〇総合政策部長（石橋 毅君）

においしいスイートコーンをテレビで放映いただ

いたと。実は、その前に煮込みジンギスカンとい

う、テレビも出たときに、放送後にうちのふるさ

と納税の煮込みジンギスカンのオーダーが殺到し

たという影響がございました。今回も８月３０日

だったでしょうか、放送されて、実はスイートコ

ーンは８月３０日で締切りだったのです。それを

あえてちょっと無理して９月１日まで延長してみ

たのですけれども、通常多くて１日１００件程度

がコンスタントに寄附いただいていたものが３０、

３１、１日ですか、３日間で７００件ということ

で、放送後やはり通常のペースでいうと２．３倍

にも上るペースで今回注目いただき、寄附いただ

いたということですので、こういったメディアに

取り上げられることの必要性というか、成果とい

うのはよく身にしみて感じておりますので、こん

な機会創出につながる取組というのも非常に重要

かなというふうに感じているところです。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

大変全国放送の影響力〇５番（谷 聡議員）

ってすごいのだなというふうに改めて思いますけ

れども、これを契機として名寄のスイートコーン

のブランド化を進める必要があるのだろうと思い

ます。先ほど言ったように、トウモロコシって周

りの地域でもできるものですから、やっぱり名寄

のスイートコーンなのだということをぜひ事ある

ごとにＰＲをしてブランド化進めるべきだと思い

ますけれども、それについていかがでしょうか。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

スイートコーンの販〇経済部長（山田裕治君）

売につきましては、主にＪＡさんが大きく集荷を

いただいて、それぞれ流通に乗せていただいてい

るということで、ＪＡさんのほうではなよろイエ

ローというふうな形で市場に出す際の箱も黄色い

箱に入れるということで、それによって市場に対

しての認知度の向上であったり、引受けが強くな

っているというお話はお聞きしているところであ

ります。
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それと同じくブランド化というお話であります

けれども、それと同じブランドでブランド化して

いくのか、もしくはふるさと納税に合わせた、特

化したようなＰＲの仕方っていいましょうか、そ

ういう打ち出し方にしていくのか、そこはまだＪ

Ａのほうとも特にそういった議論をした経緯がご

ざいませんので、その点についてＪＡさんの考え

方ということ、販売戦略ということも当然あるで

しょうし、その中で占めている今の返礼品の割合

っていいましょうか、どれぐらいの今影響力を持

っているのかということにも関わってくるかと思

いますので、そういったいろんな状況を確認しな

がらそれぞれ協議してみたいというふうに思って

おります。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひこれを契機にブラ〇５番（谷 聡議員）

ンド化を進めて、スイートコーンといえば名寄市

と言われるぐらいのブランド化をぜひ確立してい

ただきたいと思います。

それで、名寄市の農産品のもう一つの柱という

のでしょうか、先ほどもちょっと出しましたけれ

ども、アスパラ、これも非常に名寄のアスパラは

おいしいというふうに評判を受けていると思いま

すけれども、このアスパラがふるさと納税でスイ

ートコーンほどは伸びていないのだろうなという

のは想像はできるのですけれども、なぜアスパラ

はそれほどふるさと納税として伸びていないのか、

その辺はどういう分析をされていますでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

名寄の大変おい〇総合政策部長（石橋 毅君）

しいアスパラですけれども、ここは生産量の限界

といったところでの数の限定という形になってお

ります。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

可能性としては、アス〇５番（谷 聡議員）

パラはすぐに面積を増やすことはできない、収穫

量を増やすことはできないというのは私も承知し

ておりますけれども、なるべく少しずつでも面積

を増やして収穫量を増やしてもらって、なるべく

ふるさと納税に充てるアスパラの量を増やしてい

ただくような取組を、どこが窓口になるのか、Ｊ

Ａなのか、それとも農家１軒１軒回らなければい

けないのかよく分かりませんけれども、このアス

パラを伸ばせればさらにふるさと納税の寄附金も

アップすると思います。ぜひアスパラについても

収量アップについての取組をお願いしたいと思い

ます。

それから、小項目３番目、最後になりますけれ

ども、企業版の実績等についてお伺いをいたしま

した。直近でいえば１億円を超えていたときもあ

り、その後は２，０００万円とか４，０００万円

とかという金額でやっぱりばらつきはあると思い

ますけれども、例えば大口の寄附をいただいた企

業さんに対して例えば市長がお礼に伺ったりとか、

そういったことはされているのかどうかお伺いし

ます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

金額によって対〇総合政策部長（石橋 毅君）

応をいろいろ変えておりますが、先方に確認をし

て直接市長から感謝状を贈呈する、それからその

後の意見交換という形を設定をさせていただいて

この間やってきております。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

企業版のふるさと納税〇５番（谷 聡議員）

については、やっぱり１件当たりの金額が大きい

というのと、それから返礼品の必要がないという

ことから、これを獲得するための手間は惜しまず

に行っていただきたいなというふうに思っており

ます。

そこで、最後に加藤市長にお伺いをしたいので

すけれども、令和８年度５億円削減というスロー

ガン掲げているということを先日議員協議会でも

お伺いしました。それで、もし仮に税収を増やす

ことができれば、削減幅も圧縮することが可能で

はないかというふうに単純に考えるのですけれど

も、選択と集中というスローガンよく耳にします。
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例えばふるさと納税に人的資源をもっと集中させ

るとか、今の御担当も非常によくやっておられる

し、成果も出されているとは思います。ですけれ

ども、ふるさと納税を担う職員を増やして一人一

人が名寄のセールスマンだというような認識を持

たせると。結果として、市の収入が増えるという

ことが理想形なのかなというふうに思っておりま

す。そこで、ふるさと納税は、名寄市にとって大

きな可能性秘めていると思いますけれども、今後

ふるさと納税にどう取り組まれていくのか、意欲

ですとか、それから目標ですとか、何かございま

したらお伺いをしたいと思います。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

ふるさと納税、そして企〇市長（加藤剛士君）

業版ふるさと納税に関しては、特に近年は重要な

市の財源としてもう無視するわけにいかない、そ

ういうところまでの影響になっているなというふ

うに思っています。この間様々な職員の、あるい

は関係する団体の皆さんのお知恵もいただきなが

ら何とかかんとかここまで充実させることができ

てありがたいなというふうに思っております。行

革の話をこれに混ぜ込んでやると、なかなかいろ

いろあると思いますので、そこはそこでバッファ

ーとして持ちつつも、しかしふるさと納税をさら

に強化をすべく今担当も一生懸命やっているとい

うことでありますし、特に企業版ふるさと納税に

関しては今後は我々がどういうような事業に対し

て応援をしてほしいのだということを具体的にそ

れぞれの企業さんに提案をしていくということが

求められていくのかなというふうに思っていまし

て、ここは全職員に関わる話でありますので、幾

度となく、年何回かこうしたメッセージを庁議あ

るいは部長会議等で流させていただきながら、さ

らに特定財源を獲得するためにまさに議員がおっ

しゃっているようにみんながそれぞれ広報マンと

してという意識を持ってそうした取組をさらに強

化していこうというような働きかけもしていると

ころであります。これは、我々だけでなくて議員、

あるいはいろんな皆さんのお知恵や、あるいは人

脈も借りていくことでさらに伸ばしていける可能

性もありますので、引き続き御指導、御支援いた

だければと思います。よろしくお願いいたします。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇５番（谷 聡議員）

それで、今おっしゃっていただいたような取組

を進めていただいて名寄市のふるさと納税額５億

円、１０億円というようなふうに増えていくこと

を望んでおります。

以上、終わります。

以上で谷聡議員の質問〇議長（山田典幸議員）

を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（山田典幸議員）

を開きます。

リチウム蓄電池等の回収対応について外２件を、

高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１２番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告に従いまして、順次質問し

てまいりますので、よろしくお願いいたします。

１つ目、リチウム蓄電池等の回収対応について

をお伺いいたします。リチウム蓄電池及びその使

用製品を廃棄物として処理する上で収集運搬時、

処分時にパッカー車や廃棄物処理場、処分場施設

で衝撃や熱が加わった際、発火する事故等が多発

しております。リチウム蓄電池は、スマートフォ

ンやワイヤレスイヤホン、携帯扇風機、加熱式た

ばこ本体など充電式の電子機器に幅広く内蔵され

るようになり、ごみ収集車や処理施設や飛行機や

電車内で押し潰され、また破損し、高熱により発

火するため、火災につながりやすい状態が続いて

おります。リチウム蓄電池については、１つ、市

町村による回収、２つ、資源有効利用促進法に基

づく製造事業者等による回収が行われております。
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また、リチウム蓄電池使用製品については、市町

村による回収、資源有効利用促進法に基づく製造

事業者等による回収、小型家電リサイクル認定事

業者による直接回収が行われております。一般社

団法人ＪＢＲＣによる回収の対象は、ＪＢＲＣ会

員の使用済小型充電式電池となっており、それ以

外のもの、ＰＳＥマークがついていない電池等は

回収してもらえず、それらは一般ごみに交ぜて捨

てられてしまう危険性があります。施設、回収員、

利用者の安全を守るため、自治体による回収は必

要な事業と考えられます。リチウム蓄電池は、パ

ソコン、デジタルカメラ、モバイルバッテリー、

手持ち扇風機、コードレス掃除機など、日常生活

のあらゆる場所で使用されております。ただ、強

い衝撃や圧力や高温が加わると発熱、破損、爆発

の危険があります。環境省は、廃棄物処理時リチ

ウム蓄電池に起因すると疑われる火災事故の発生

件数は４，２６０件、発煙、発火含む発生件数は

１万６，５１７件でした。環境省は、自治体に対

し、処理前の目視での危険物除去や消火設備の増

設、市民への周知強化を呼びかけております。ま

た、令和７年４月１５日、環境省より都道府県に

リチウム蓄電池等に起因する廃棄物処理施設等に

おける発火事故等の防止についてという連絡事項

が発出されました。分別廃棄の重要性を訴える啓

発動画、ポスターなど広報素材が提供されており

ます。自治体によっては回収方法が異なり、リチ

ウム蓄電池の分別回収には自治体による周知の強

化が必要と考えますが、理事者の御見解をお願い

いたします。

リチウム蓄電池の不適切な廃棄が原因で収集、

処理過程での発火事故が相次いでいる状況を鑑み

て販売店などの拠点で回収しているリチウム蓄電

池を地方自治体が家庭から直接回収する動きが広

まっている中、不適切に捨てれば大事故につなが

りかねませんが、適切に回収すれば希少資源のリ

サイクルにつながることから、分別の徹底が重要

視されております。そこで、名寄市におけるリチ

ウム蓄電池の分別回収の取組についてお伺いいた

します。火災事故等の未然防止のためにも行政に

よるリチウム蓄電池、リチウム蓄電池使用製品な

どのごみ収集ステーション等での回収が必要と考

えられますが、理事者の御見解をお願いいたしま

す。

大きい項目２番目、町内会等のデジタル化につ

いてお伺いをいたします。現在人口減少と高齢化

により、町内会等の地域住民の支え合いによる組

織が弱体化し、地域コミュニティーを維持するこ

とが難しくなっているように思われます。核家族

化が進み、家族の支え合いの機能が低下し、孤独

や孤立問題も深刻化し、非正規雇用の増加等によ

り職場での家族的なつながりも薄れるなど、私た

ちを取り巻く社会環境が急激に変化する中で安全

に安心して暮らせる地域を守る町内会等の役割は

非常に重要が増してくると思われます。そこで、

今日の町内会の地域コミュニティーの弱体化につ

いてどのような認識を持っておられるのか、また

地域コミュニティーを維持するための支援の必要

性についてどのように考えておられるのか、理事

者の御見解をお願いいたします。

２つ目に、現在人口減少し、高齢化が進む地域

では町内会等の役員として働ける方が少なく、町

内会の班長の順番が来るため、独り暮らし、８４

歳の高齢者のため班長ができなく、町内会をやめ

ざるを得ない高齢者もおられます。今後デジタル

技術を活用して広報のようなＬＩＮＥ等を活用し

たり、住民同士の情報交換の場を創設したり、持

ち回りの回覧板を電子回覧板に移行したり、広域

的に活動している様々な事業主体と地域住民の情

報交換の場を開設すると柔軟で多様な連携を可能

とする町内会のデジタル化を進める必要と可能性

があると思われます。そこで、町内会のデジタル

化、ＤＸ、デジタル技術を活用しての地域コミュ

ニティーの構築についてどのように考えておられ

るのか、また具体的にどのような取組を進められ

ているのか、理事者の御見解をお願い申し上げま
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す。

小さい項目３つ目、高齢者の人口比率が高止ま

りし、中でも７５歳以上の人口比、名寄は２０．

８１％と増え続ける中、今後は地域コミュニティ

ーの担い手を町内会等に限定することなく、学校、

ＮＰＯや企業などと多様な人材や組織と柔軟に連

携する中で安全で安心して暮らせる共助の仕組み

を構築していくことも必要かと思われます。理事

者の御見解をお願い申し上げます。

大きい項目３つ目、ピヤシリスキー場の早期オ

ープンについてお尋ねをいたします。早期オープ

ンには、令和３年、人工降雪機メーカーの協力の

下、気象データを基に人工降雪機を導入した場合

一定程度早期に、かつ安定的にオープンができる

効果があると言われておりますが、しかし人工降

雪機の導入には多額の費用がかかることで夏期の

ゲレンデ整備を中心に進める等の答弁がありまし

た。協会の方々の中では、降雪機に頼らず、行き

と帰りをリフトで、第２、第３リフトを利用し、

早期にオープンの可能性について言われておりま

した。理事者の御見解をお願い申し上げ、壇上で

の質問を終わらせていただきます。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

高橋議員からは、大〇市民部長（松田慎司君）

項目で３点御質問をいただきました。大項目１は

私から、大項目２は総合政策部長から、大項目３

は産業振興室長からの答弁となりますので、よろ

しくお願いいたします。

初めに、大項目１、リチウム蓄電池等の回収対

応について、小項目１、分別回収の周知強化につ

いて、小項目２、行政による分別回収の必要性に

ついて、関連がございますので、一括してお答え

をさせていただきます。近年全国では、ごみ収集

車や廃棄物処理施設などにおいてリチウム蓄電池

及びリチウム蓄電池を使用した製品に起因する火

災事故等が発生し、深刻な課題となっています。

火災事故などが発生した場合は、ごみ収集車や廃

棄物処理施設の被害だけではなく、作業に携わる

収集員や作業員にも危害が及ぶ危険性があること、

さらには廃棄物処理施設の稼働が停止し、ごみの

処理が滞る場合にはその地域の生活環境に大きな

影響を及ぼすことになります。本市においては、

家庭から排出されるリチウム蓄電池等の充電式電

池は小型家電に分類をし、その分別区分や処理方

法はごみ分別ガイドブックや市ホームページに掲

載をしているところですが、広報なよろでは令和

５年８月号に充電式電池及びそれらを内蔵してい

る小型電子機器の処理方法について掲載をし、適

正処理に関する啓発を行って以降、広報による注

意喚起は行っていませんでした。今後は、環境省

が製作している広報用素材などを活用し、改めて

広報などによる市民周知を行ってまいりたいと考

えております。また、リチウム蓄電池などの充電

式電池の処分方法は、拠点回収場所である市リサ

イクルセンターなどに持ち込んでいただくか、一

部リサイクルマークの表示があるものは市内の排

出協力店に持ち込んでいただいているところです。

また、火災事故防止などを目的に現在検討してい

る次期中間処理施設の稼働に伴うごみ分別区分の

変更と併せて、指定ごみ袋による収集の追加を現

在検討しているところです。次期中間処理施設が

稼働する令和９年４月以降もリチウム蓄電池等に

ついては適正処理に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項〇総合政策部長（石橋 毅君）

目２、町内会等のデジタル化について、初めに小

項目１、地域コミュニティーを維持するための支

援の必要性についてお答えいたします。

本市では、市民と行政との協働のまちづくりを

基本に市民主体のまちづくりを推進するため、ま

ちづくりの理念や基本ルールを示す名寄市自治基

本条例を制定し、自立した活力あるまちづくりを

目指して取り組んでおり、その基本理念をより一

層推進していくために町内会を含む地域コミュニ

ティーが果たす役割は大きいものと考えておりま
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す。町内会は、地域住民の安全、安心な暮らしを

支える基盤であり、災害時の共助体制や環境美化

活動、地域行事の運営など多岐にわたり、これら

の活動は行政だけではカバーし切れない住民同士

のつながりを育む重要な組織であります。しかし

ながら、近年町内会への未加入世帯の増加や役員

の担い手不足、高齢化、固定化といった課題が顕

在化しており、加えて少子高齢化が進展している

状況からも今後町内会の運営がさらに難しくなっ

ていくことが懸念されております。そこで、本市

では、町内会への支援として令和３年度から町内

会活動課題解決アドバイス事業を実施しています。

町内会の現状や今後を見据え、困り事を解決する

ための取組を担当職員と町内会の皆様と一緒に考

えていこうというものであります。この取組によ

り、町内会の課題解決に向けて役員の負担軽減と

活性化を図っていきたいと考えています。また、

町内会活動を支援する町内会自治活動交付金や町

内会館の補修などに要する経費に対する町内会館

建設費等補助金、さらには町内会活動の活性化を

図るために複数町内会の連携や町内会が各団体と

連携して実施する事業に対し地域連携事業補助金

などを交付し、財政的な支援も引き続き行ってい

るところであります。町内会の運営に必要な複合

的な支援を行うことで地域住民の皆様と共に持続

可能な町内会活動の形成に向けて取り組んでまい

ります。

次に、小項目２、デジタル化と地域コミュニテ

ィーの構築の具体的な取組についてお答えいたし

ます。先ほど申し上げた町内会活動課題解決アド

バイス事業を活用し、現在一部の町内会について

市の広報紙と、それと同時に配布している各配布

物を毎月広報配布日に町内会独自で設定したＬＩ

ＮＥグループにて最新情報の配信を行っています。

また、市公式ＬＩＮＥにおいても友達登録してい

る会員に対して広報なよろ発行の通知をしており、

スマートフォンなどからも市のホームページを通

じて広報紙が見られるようにしているところであ

ります。デジタルを活用することで情報伝達の迅

速化や効率化が図られ、デジタルツールに精通し

ている若年層にとっても町内会活動への関心や参

加意欲が高まるといったメリットが考えられます。

一方で、町内会の中心的な担い手である高齢者の

中には、スマートフォンやパソコンなどの端末を

持っていなかったり、持っていても操作に不慣れ

な方がいるなど、デジタル化の恩恵を受けられな

い方にとってはデジタル化が逆に情報格差を生ん

でしまう懸念があります。高齢者が安心してデジ

タル技術を活用できるようにデジタルへの抵抗感

を和らげる取組を実施したり、デジタル化を進め

るのと同時に紙媒体による従来の手法も併用する

ことで全ての住民が確実に情報を受け取ることが

できる体制を維持することも現時点では大切であ

ると考えております。行政からの一方的な情報発

信だけでは、市民の理解や関心を十分得ることは

難しく、双方向のコミュニケーションが重要でご

ざいます。町内会活動課題解決アドバイス事業で

のＬＩＮＥの活用事例や市公式ＬＩＮＥなどの取

組から、市民の方に便利さを実感していただくこ

とで少しずつでも自主的な動きが活性化され、市

としてはその自主的な動きに対し丁寧な伴走支援

を行ってまいりたいと考えております。

次に、小項目３、地域における共助の仕組み構

築の必要性についてお答えいたします。先ほども

申し上げたとおり、町内会においては役員を担う

方の高齢化は顕著であり、今後これまでの町内会

活動を維持していくことが難しくなっていくこと

も想定されます。このように役員の担い手不足が

課題となる中、安全で安心して暮らせる地域コミ

ュニティーを維持していくためには地域の見守り

や各種制度などの充実が欠かせません。また、災

害時の対応力を高めるため、自主防災組織が行う

防災訓練や情報共有を通じて地域の安全を守る体

制を構築していくことも重要であると考えます。

少子高齢化が加速するこれからの時代には、担い

手不足を仕組みや制度で補完していくことも大切
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であると考えております。単位町内会で組織する

町内会連合会は、当市総合政策部地域課題担当が

事務局を担っていることから、町内会長をはじめ

とする地域住民の方と意見交換を重ね、一緒にな

って仕組みや制度も含めた地域コミュニティーの

あるべき形を模索していくことで安全で安心して

暮らせる共助の体制づくりに努めていきたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

目３、ピヤシリスキー場の早期オープンについて、

小項目１、リフトを活用した早期オープンについ

てお答えいたします。

ピヤシリスキー場における早期オープンについ

ては、これまで人工降雪機の導入等の検討も行い

ましたが、費用対効果がかなり低いことから、現

状では指定管理者が中心となり、市内企業の地域

貢献活動や自衛隊名寄駐屯地の御協力、御支援い

ただき、夏期の草刈りを行うなど雪が定着しやす

い環境を整える取組を行っております。ピヤシリ

スキー場の特性として、まず第２ゲレンデに雪が

つき、滑走可能な状態となります。その後第１ゲ

レンデ、最後に第３ゲレンデ及び上級チャレンジ

コースが滑走可能となります。雪の定着に関して

は、第２ゲレンデからの滑走が可能でありますが、

現在スキー場に設置しているリフトは荷重を支え

る車輪が上りは４つ、下りが２つと降車を想定し

たつくりとはなっておらず、第１リフトを利用し

て降車することは利用者の安全性の観点から実施

は困難でございます。また、降車用にリフトを改

修した場合は、概算でも数千万円規模の事業費と

なり、費用対効果がかなり低いことから現実的で

はないと考えております。早期オープンの取組の

一つとして、第２ゲレンデが入り口となる林間コ

ースが比較的雪が定着しやすく、第１ゲレンデを

使用せずとも麓まで戻ってくることは可能であり、

昨シーズンから第１ゲレンデ開放よりも先にこの

林間コースを優先滑走させ、数日早くスキー場を

オープンできたところであります。今後も引き続

き早期オープンに関して研究を重ねていきますの

で、御理解くださいますようお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございま〇１２番（高橋伸典議員）

した。それでは、順次再質問させていただきます。

まず、リチウム蓄電池の回収等々について、今

現状もやられているみたいなのですけれども、ほ

かのところでは環境省が出している部分でいえば、

モバイルバッテリーの火災、加熱式たばこの火災、

コードレス掃除機、スマートフォン、電気かみそ

り、ロボット掃除機、ワイヤレスイヤホン、原因

不明も含まれているけれども、そのような火災が

他地域ではパッカー車含め起きていると。そして、

リチウム電池の回収等々実施または実施に向けて

調整しているというところが、令和４年ですけれ

ども、１，０７２市町村、そしてリチウム電池を

過去回収していたが、現在はしていないというと

ころ、または回収を実施したことがないという、

実施の予定もないというのが５８４市町村ありま

す。そして、ＪＢＲＣ、一般社団法人の回収を中

心にお願いするために住民の周知を徹底している

というところが一番多くて４５.５％あるというこ

となのです。あとは、市町村の組織的体制の整備

だとか人員の確保が困難であるというのが３１％

あったと。この火災によって、新潟ではごみ処理

場のコンベヤーベルト火災等々が平成２９年に、

そして令和２年には埼玉の上尾市で９か月燃え続

けて稼働できなかった、復旧の工事で約４億７，

７００万円、そしてその間のごみをほかの市町村

に委託するのに５，０００万円かかったという状

況があります。また、東京の府中も令和２年にベ

ルトコンベヤー等々が焼けたという事故がありま

した。名寄もそこまでの大きい火災ではなかった

のですけれども、事前に発火しそうになって消せ

たという部分もありましたし、収集の方法、愛知
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県の瀬戸市ではリチウム電池の収集、回収には市

の専用のごみ捨場を造ってやられているみたいで

す。先ほど部長が新しく炭化センターというか、

焼却施設ができたら指定ごみに入れて回収するっ

て言われましたけれども、普通の一般ごみと一緒

の指定ごみで回収できる状況なのでしょうか。私

の聞き間違いか、指定ごみで回収していくという

ふうに聞こえたのですけれども、お聞かせをいた

だきたいと思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

先ほどの答弁で指定〇市民部長（松田慎司君）

ごみという言い方をさせていただきましたけれど

も、今現在は小型家電という扱いをさせていただ

いているのですけれども、リチウム電池は議員の

御指摘のとおり発火の危険性があるということも

ありますので、改めて危険ごみというようなジャ

ンルを設けて、それを指定ごみというか、危険ご

みというカテゴリーをつくって集めていくという

方向で今現在検討しているという意味合いでござ

います。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

分かりました。別個〇１２番（高橋伸典議員）

に指定ごみということでやるということで。

それで、一番重要なのがやはり市民への周知だ

と思うのです。環境省からも周知方法のマニュア

ルや何かも出ていますし、ポスターも出ているみ

たいですけれども、これからの作業ですけれども、

どう市民に周知して、令和５年８月に広報で初め

て周知したという部分ですけれども、それだけで

は市民の皆さんきっと分かっていただけないのか

なという部分もありますし、毎日のようにリチウ

ム電池が発火した、爆発した、扇風機首にかけて

爆発するのはびっくりするぐらいの状況ですけれ

ども、市民の方々含めてどのような部分を使って

周知していくのか、また新しく焼却施設できたら、

焼却施設ですから、燃えるから中に入れて燃やせ

るのですけれども、きっとほとんどのところがそ

れまでに行くまでのベルトコンベヤーだとか、保

管場所の部分で出火している状況でありますので、

その前のやっぱり安全をつくり上げるのが重要か

なと思いますので、どういうふうに市民に周知し

ていくのかお聞かせをいただきたいかなと思いま

す。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

市民への周知方法と〇市民部長（松田慎司君）

いうことの御質問ですが、今現在は先ほども答弁

させていただきましたとおり、今ありますごみ分

別ガイドブックにごみの出し方というのを記載さ

せていただいているところでございます。先ほど

も少し答弁させていただいた中では、令和５年以

降、危険なリチウム電池に関しての特別な広報と

いうのをしていないという状況にありますので、

これについては昨今のそういう火災の事情もあり

ますので、新聞等でも取り上げられるような形で

少し広報のほうをさせていただきたいなというふ

うには考えております。新しい施設できましたら、

また同じようにごみの分別ガイドブックというの

を新たに作らせていただきます。その中でも今度

は、今現在考えている個別に危険ごみという形で

集めるというところでの周知が分かりやすく、冊

子から分かるように広報させていただきたいです

し、市民説明会のほうも来年また開催させていた

だいてごみの分別、改めて御説明させていただこ

うというふうに思っていますので、その中でもこ

ういった危険な取扱いについては十分に確認しな

がら決められた方法で捨てていただくということ

で周知のほうはさせていただきたいなというふう

に思っています。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

分かりました。ぜひ〇１２番（高橋伸典議員）

やはり施設で働いている方々の安全、またはパッ

カー車、回収されている方の安全、または市民の

安全を考えると、しっかり周知していただくのが

必要かなというふうに思いますので、お願いをい

たします。なかなかガイドブックや何かも見ない

人がたくさんおられますので、やはり見えるよう



－83－

令和７年９月９日（火曜日）第３回９月定例会・第３号

に周知、分かるように周知していくのも必要かな

というふうに思いますし、後でまた言いますけれ

ども、昨日同僚議員が名寄のＬＩＮＥの１万六千

何ぼあったという部分ありますけれども、ああい

うものを活用して周知してもいいのかなという部

分を考えておりますので、この周知方法だけしっ

かりとお願い申し上げたいというふうに思います。

それでは次、町内会等のデジタル化について質

問をいたします。令和５年、自治会等のデジタル

化等に向けた部分の国から補助金等が出て実証実

験等々が行われました、デジタル化を進める部分

で。また、自治会、町内会に対する市町村支援の

地方交付税の措置等も行われたと思います。その

中で地域活動のデジタル化というものの重要性も

書かれておりますけれども、先ほど部長が課題解

決の活動のためのアドバイス事業のお話をしてい

ただいております。そんな中でデジタル化の広報

を含めた町内会独自のＬＩＮＥグループ等を使っ

た広報の部分をやっているところもあるという部

分言われておりました。名寄市で何町内会ぐらい

今この事業を進めておられるのかお知らせをいた

だきたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私が承知してい〇総合政策部長（石橋 毅君）

るところでいうと、町内会長が先頭に立って取り

まとめたというのは１町内会ということでござい

ます。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

先ほど部長が言われ〇１２番（高橋伸典議員）

たように、紙の媒体も含めて進めるというのも私

は重要だと思いますし、昨日同僚議員が１万６，

７５９人の方が名寄のＬＩＮＥ、友達になってい

ただいているって、昨日そのことを聞いてまだ少

ないかなと思ったのですけれども、名寄市の人口

が約２万４，５００、そしてＬＩＮＥが１万６，

７５９名ですから、小学校、中学校、高校生が約

１，６００ぐらいいますし、高齢者、６５歳以上

が８，４００、そして７５歳以上が５，０７３い

ますから、きっと半分ぐらいしかＬＩＮＥ入って

いないのかなという部分を考えると、ほとんどの

方が私は入っているのではないかなというふうに

名寄のＬＩＮＥは思われます。だから、広報載せ

ていただいたという部分が、本当に私も毎回雑誌

でなくＬＩＮＥで見させていただいているのです

けれども、意外とやっぱりいいかなという部分が

ありますし、できれば１町内会だけでなく、町内

会の方々にアドバイス事業を活用したＬＩＮＥで

の町内会広報の推進を私はしていったほうがいい

のかなというふうに考えますし、紙のほうは絶対

必要ですけれども、アドバイス事業を使ってのＬ

ＩＮＥの活用も重要かなって思うのですけれども、

今現状町内会課題解決部分を含めて部長の考えと

してはどう思われているかお聞かせをいただきた

いなというふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私としてももし〇総合政策部長（石橋 毅君）

そういったことに取り組む意欲があるようであれ

ば、それは答弁したとおりしっかりと伴走して支

援をして寄り添いながら努めていきたいというふ

うに考えておりますけれども、ここで一番重要な

のが仕組みをつくって押しつけるという形になる

と持続可能な取組にならないかなと思っておりま

して、そういったことに取り組みたい、多分変化

をするときって周りに説明をしたり、すごくエネ

ルギーを使うことだと思うのです。そういった大

変さもあろうかと思いますので、いろんなところ

で我々の立場で支援をしながら、それでもぜひや

りたいという団体がもしおありになるのであれば、

しっかりとそこは推進していきたいというふうに

考えております。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

まず、やれる町内会、〇１２番（高橋伸典議員）

やれない町内会があると思いますので、きっとや

りたい町内会が多いのではないかなというふうに

は私自身は感じています。先ほどの本当にもう高

齢で独り暮らし、８４歳の方が私班長できません
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から町内会やめますという方知っていますけれど

も、私はそれが地域コミュニティーには入るのか

なという部分、誰かが手伝ってあげればいいのだ

けれども、やはりなかなか難しい部分もあるのか

なという部分がありますけれども、そういう部分

を考えると紙媒体、そしてデジタル含めた手法も

取り入れなければいけないのかなって、だから広

報配布もうちは二十何軒ですけれども、きっとＬ

ＩＮＥでこういうふうに広報は名寄市の友達に入

ればいいですし、町内会のものは町内会のＬＩＮ

Ｅで見られますからって言えば、私は相当の数の

方は入るのではないかなというふうに思われます

ので、ぜひ町内会の役員会のときにでもお話しし

ていただいたほうが私はいいのかなと。その中で

やりたいというところがあれば、しっかりとＬＩ

ＮＥのやり方、操作方法、それをやはり市役所の

方が指導していく、逆に市担当に広報係をつくっ

て、うちの町内会これ入れてくれたら、市役所で

町内会のものに入れますよだとか、それでも私は

いいと思うのです。きっと町内会の行事だとか何

かなんて月に１枚か２枚ですから、１枚ぼんと入

れてやればいいのかなと。逆に、本当に名寄市の

友達のＬＩＮＥに各町内会１か月行事こういうの

ありますよ、町内会各１枚ずつこのＬＩＮＥに入

れてあげますからって言えば、それで終わる部分

もありますし、そういう方法でもいいのかなとい

う部分をぜひ考えていただいて、町内会の皆さん

と、いい方法、分かりやすい方法、また町内会が

あまり苦労しない方法を考えていただきたいなと

いうふうにお願いいたします。

あと、情報の格差で先ほど紙媒体って言いまし

た。そして、各町内会、紙媒体を配布するのが大

変なところがたくさんありまして、マンションや

何かですけれども、マンションの方々には町内会

の会館のフードにありますので、取りに来ていた

だければというふうにお伝えしてもほとんどの方

が来られないです。だから、各町内会できっと広

報の余りと言ったらおかしいですけれども、使わ

ない不要な部分というのが相当の数出ているかな

という部分を私は感じています。その中で経費削

減という部分で、私はある程度町内会の方々に広

報の必要な枚数一応集計していただいて、その集

計した削減分減らしてもいいのかなという思いは

あるのですけれども、どのようなものでしょうか。

本当に広報は名寄市の友達、ＬＩＮＥに入ってい

ただければしっかり見られますので、それをやっ

ぱり市民の方々にしっかり訴えれば、紙媒体は不

要かなという部分を感じるのですけれども、部長

はどのようにお考えなのかをお知らせをいただき

たいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

多分お友達登録〇総合政策部長（石橋 毅君）

いただいている方のほとんどが、ＬＩＮＥという

特性上プッシュ型で来るものですから、知らない

という方はほぼいないのかなというふうに思って

おります。ただ、回数が来るとうっとうしくなっ

てなかなか見もしなくなるという方も一部いるの

かなというところが実際なのかなと思っていまし

て、私もＬＩＮＥによる広報の発信というのは非

常に有効な手段であるというふうに考えておりま

す。

今お話のあった紙媒体の枚数、総数、そこにつ

いては各町内会ごとに事情もいろいろ聞いており

まして、今議員がおっしゃったような要は余る部

分の処分の部分とか、いろいろなお話聞いており

ますけれども、どういった方向性で町内会の皆さ

ん方に、少しでも手間を減らすような形で効率的

な配布方法、デジタルの活用も含めた先ほどから

御提言いただいたやり方も含めてちょっと議論を

させていただきたいなというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

よろしくお願いしま〇１２番（高橋伸典議員）

す。本当に町内会が機能しなくなると、やはり地

域コミュニティー、また地域の安心、安全も薄れ

てくるのかなというふうに思いますので、その辺
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の部分しっかりと町内会と連携していただいて、

持続可能な町内会の継続をお願い申し上げます。

次に、最後にピヤシリスキー場の早期オープン

についてを議題といたします。これあるスキーの

協会の方から言われました、夜に。しっかりと市

にお伝えしますのでって言って今回出させていた

だいたのですけれども、なかなかリフトの帰りの

部分の滑車が足りな過ぎてできないという部分で

難しい部分なのかなと。数千万円というのは、ど

れぐらいなのでしょうか。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

簡単な見積りを〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

いただいた中での話になります。少なくとも２，

０００万円以上はかかるだろうという話になって

いまして、やっぱり安全面を優先すると早期オー

プンした場合というのはお子様方ですか、例えば

少年団の方ですか、シーズン券を購入される方が

多いかなと思っています。せっかくシーズン券買

ったのであれば早めにスタートしたいという思い

は、十分分かるのですけれども、お子様がリフト

に乗ってそういう安全面が確保できないのであれ

ば、そこはちょっとできないかなと思っていまし

て、それで先ほど御答弁させていただきましたけ

れども、林間コースから第１まで行ける部分とい

うのは昨年でいうと２日、３日早くできたという

ところであります。もっともっと早くできるので

あれば効果あるのかなと思いますけれども、お金

をかけなくてもできるものというのがあるのかな

いのかというのも含めて研究必要かなと思ってい

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

分かりました。ぜひ〇１２番（高橋伸典議員）

少しでも早い林間コースの開設をお願い申し上げ

ます。本当にやはり安全が大事ですので、子供を

リフトで帰すというのがやっぱり危険な部分あり

ます。一日でも早い林間コースの開設をお願い申

し上げ、私の質問を……

松田部長から発言があ〇議長（山田典幸議員）

るというので、松田市民部長。

すみません。先ほど〇市民部長（松田慎司君）

答弁させていただいた部分で新しいごみの分別の

カテゴリーを間違ってお伝えしてしまったので、

訂正させていただくのですけれども、新たに指定

の袋で収集しようと思っているリチウム電池を危

険ごみと言ってしまったのですけれども、現在の

まま小型家電というジャンルで、カテゴリーで集

める予定ということで訂正させていただければと

思います。すみません。

よろしいですか。〇議長（山田典幸議員）

はい。〇１２番（高橋伸典議員）

以上で高橋伸典議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

宗谷本線の維持をめぐって外１件を、中畠孝幸

議員。

議長より指名をいただ〇１番（中畠孝幸議員）

きましたので、大項目２点について順次質問して

まいります。

大項目１、宗谷本線の維持をめぐって。宗谷本

線、特に名寄以北の宗谷北線は、ＪＲ北海道が単

独では維持困難としている８区間の黄色線区に含

まれ、２０２４年３月に国から発せられた監督命

令により、ＪＲ北海道と沿線地域の関係者は令和

８年度末までに事業の抜本的な改善方策を確実に

取りまとめることとなっております。本年度令和

７年度は、取りまとめ年度の前年に当たり、宗谷

本線を存続、維持させる上で重要な年度であると

言えます。宗谷本線の維持、利便性向上について

は宗谷本線活性化推進協議会が、また国や道の補

助金を受けて調査、実証事業を行った上での総括

的検証、抜本的改善方法検討は宗谷本線調査・実

証事業協議会が担うこととなっていますが、両協

議会の事務局は名寄市であることを踏まえ、宗谷

本線維持のための事業とその予想される効果につ

いて伺います。

小項目１、宗谷本線の利用促進について。宗谷
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本線の魅力向上、利用促進のために今年度行う事

業の内容と想定される効果について伺います。

小項目２、サイクルトレインのモニターツアー

について。新聞報道によれば、サイクルトレイン

のモニターツアーが９月１２日に比布名寄間で行

われるとのことです。その実証事業の狙いと、そ

れによって得られた調査結果を今後の利用促進に

どのように生かしていこうと考えているかについ

てお知らせください。

大項目２、空き校舎、空き校地の有効活用をめ

ぐって。学校の統廃合または移転によって生じる

空き校舎、空き校地の管理は重要な問題でありま

す。次の利用方法が決まり、正常な管理が継続す

れば問題ありませんが、利用されない場合は美観

のみならず、安全面でも好ましくない状況が生ま

れるおそれがあります。特に学校は、卒業生の成

長の場であったことから、思い出の詰まった校舎

を大切にするといった配慮も時として必要になる

かと思われます。本質問は、移転が予想される東

中学校と廃校となった産業高校名農キャンパスの

空き校舎、空き校地の活用方法についての考えを

伺おうとするものです。

小項目１、東中学校の校舎利活用について。東

中学校は、旧産業高校光凌キャンパスへの移転が

決まり、現在２０２６年夏の移転に向けて旧産業

高校光凌キャンパスの改修工事が進行中です。空

き校舎が発生する場合には、その発生の前からそ

の後の使途について何に転用するのか、使途がな

いのであれば取り壊すのか計画を立てておくこと

が重要であると思われます。現在の東中学校校舎

は、２０２６年夏には空き校舎となる予定です。

その後の利活用についての考えを伺います。文科

省による廃校活用事例集によれば、廃校は学校以

外の施設、例えば庁舎、介護施設、社会教育施設

として活用した例のほか、工場、テーマパーク、

サテライトオフィスとして活用した例なども見ら

れます。東中学校の立地を考えたとき、名寄市立

大学の校舎として活用するのが最も適切であると

思われますが、その点について検討の余地がある

か伺います。

小項目２、名農キャンパスの利活用について。

本年１月３０日、北海道大学の主催で名農キャン

パスの跡地利用を考えるセミナーが開催されまし

た。産学官民の多くの参加者の下、名農キャンパ

スの持つ潜在的価値が明らかになった機会であっ

たと言えます。北大の西邑副学長からは、雪解け

後に現地視察会を開きたいとの発言がありました

が、その後の進捗状況について伺います。

壇上からの質問は以上といたします。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

中畠議員から大〇総合政策部長（石橋 毅君）

項目で２点御質問いただきました。大項目１は私

から、大項目２の小項目１は教育部長から、小項

目２は経済部長からの答弁となりますので、よろ

しくお願いいたします。

初めに、大項目１、宗谷本線の維持をめぐって、

小項目１、宗谷本線の利用促進についてお答えい

たします。令和６年３月、国から発出された事業

の適切かつ健全な運営に関する監督命令に基づき、

令和８年度末までに事業の抜本的な改善方策を確

実に取りまとめていくための実行計画を策定し、

ＪＲ北海道と地域の関係者が引き続き一体となっ

て徹底した利用促進やコスト削減などの取組を行

うこととされています。今年度実施する取組とし

ましては、名寄市が事務局を担っている宗谷本線

活性化推進協議会において昨年度に引き続き５月

から６月にかけて運行した観光列車「花たび そ

うや」のおもてなしを実施しました。車内では、

沿線地域の魅力が盛り込まれた旅のしおりの配布

をはじめ、フリースペースの一部を活用し、沿線

地域の紹介が施され、テーブルの設置、さらには

各停車駅ではお出迎え、お見送りを行うほか、各

地域の特産品を販売しました。ＪＲ北海道が実施

したアンケート調査の結果によると、満足度につ

いては９割以上の方が満足したと回答しており、

乗車率も８割を超え、従来の鉄道ファンだけでは
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なく、初めて乗車する方もいるなど、宗谷本線の

知名度向上や今後の利用促進に資する取組となっ

たと考えています。また、利用促進イベントとし

て、羽田空港で開催される黄線区合同ＰＲイベン

トや札幌で開催される鉄道フェスティバルに参加

し、宗谷本線の魅力を発信し、利用促進に向けた

取組を実施することとしています。さらには、こ

ちらも名寄市が事務局を担っている宗谷本線調査

・実証事業協議会においては、今年度主に３つの

事業に取り組むこととしています。１つ目が令和

５年度も実施した旭川駅と稚内駅間内の特急利用

に対する特急料金から１０円を差し引いた額を助

成する事業であります。地域住民を対象とし、特

急利用のニーズがあるか、利用促進が図られるか

の実証事業となります。期間は１０月１日から１

１月３０日までの２か月間で、利用者数は１００

名を目標としています。２つ目は、名寄駅と音威

子府駅間の帰宅時間に名寄駅着の普通列車から接

続バスを実証運行し、列車からの２次交通への利

用ニーズがあるかを検証する事業であります。９

月１６日から３０日までの平日１０日間を実施期

間として、効果としては帰宅者の利便性向上と地

域公共交通の利用促進を見込んでいるところであ

ります。この直通バスの実証運行につきましては、

名寄駅と音威子府駅間の実証事業のほか、幌延駅

と稚内駅間においても直通バスを実証運行し、幌

延町と豊富町、稚内市生活圏域への地域公共交通

の運行体系の見直しやコスト削減を図れるかの実

証事業を運行することとしています。３つ目は、

サイクルトレインの実証運行です。比布駅から名

寄駅間、幌延駅から稚内駅間でそれぞれ実証運行

することとしています。利用促進につながるかを

検証することで今後の宗谷本線の活用方法を検討

する中の一つの手法としたいと考えております。

次に、小項目２、サイクルトレインのモニター

ツアーについてお答えいたします。先ほども申し

上げたとおり、比布駅と名寄駅間でサイクルトレ

インの実証運行を実施いたします。サイクルトレ

インとは、自転車を解体せず、そのまま鉄道車内

に持ち込み、公共交通と自転車を組み合わせて観

光や鉄道活性化につなげるサービスです。昨年度

サイクルトレインの知見を深め、地域活性化への

可能性を模索したり、機運の高まりを醸成するた

めにサイクルトレインの講演会を実施したところ

であり、今年度は宗谷本線調査・実証事業協議会

の事業として宗谷本線の利用促進や自転車と公共

交通を活用した地域活性化を目的に実際に実証運

行を行い、利用促進が図れるかを検証するもので

あります。内容としましては、９月１２日に比布

駅を出発地として臨時貸切り列車にそのまま解体

せずに自転車を持ち込み、目的地である名寄駅へ

移動し、名寄市内を地域のサイクルガイドと一緒

にサイクリングツアーに参加するものになります。

ツアー終了後には、今度は名寄駅から列車に自転

車を持ち込み、そのまま比布駅まで戻るところま

でを実証運行いたします。定員を１０名として参

加者を募集したところ、名寄市内外を含め２１名

からの応募があったところです。ツアーに参加し

ていただいた方にアンケート調査を実施すること

としておりまして、ツアー全体の感想や列車への

自転車積込み、固定についてのお考え、宗谷本線

でのサイクルトレインの可能性についても回答し

ていただくこととしています。アンケート結果か

ら利用者がどのような利用形態や積込みの方法を

求めているのかを把握し、今後のサイクルトレイ

ンの在り方や方向性を検討した上でサイクルトレ

インが利用促進や活用方法の一つになり得るかを

検証していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項目２、〇教育部長（伊藤慈生君）

空き校舎、空き校地の有効活用をめぐって、小項

目１、東中学校の校舎利活用についてお答えいた

します。

名寄東中学校については、現在耐震性能を有し

ている旧名寄産業高等学校光凌キャンパスを活用
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するための改修工事を進めております。改修工事

は今年度末に終了し、新校舎への移転は令和８年

８月を予定しております。移転後の旧校舎の利活

用については、東中学校が耐震性のない建物であ

るほか、老朽化も進んでいることから、教育委員

会としては利活用する予定はなく、解体する方向

で検討を進めているところです。また、旧校舎の

名寄市立大学施設としての活用については、大学

からは旧校舎は耐震性を有しておらず、また平成

３０年に５号館を新設しており、現時点において

今後の施設拡張計画はないことなどから、大学施

設として利活用を行う考えはないものと聞いてお

ります。

私からは以上です。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、小項目２、〇経済部長（山田裕治君）

名農キャンパスの利活用についてお答えいたしま

す。

名寄産業高校が今年３月末をもって閉校となっ

たことに伴い、名農キャンパスについては現在は

北海道において跡地活用について広く募集されて

おります。また、本市としては、これまで北海道

と連携を図りながら名農キャンパスの活用方策に

ついて検討を進めるとともに、企業、団体へ情報

提供を行ってきております。こうした中、北海道

大学において道北地域を研究フィールドとして農

林業発展に向けた研究プロジェクトの話があり、

今年１月には北海道大学Ｊ―ＰＥＡＫＳ、リジェ

ネラティブ農林水産プロジェクト主催のセミナー

が行われ、その中で名農キャンパスや本市の農林

業の状況について紹介し、研究拠点としての優位

性をアピールする機会となったところであります。

その後今年６月に北海道大学から名農キャンパス

の視察で訪れていただき、現在の施設の状況につ

いて確認されたところです。今後については、北

海道大学として具体的な研究テーマや民間活力と

連携した組織体制の構築などに向け進めていくと

伺っておりますが、研究拠点の選定については明

確に示されておらず、名農キャンパスの活用は不

確定な状況です。市としましては、様々な機会を

通じ、情報収集に取り組み、状況を確認しながら

跡地活用につなげていきたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

それでは、再質問に移〇１番（中畠孝幸議員）

りたいと思います。

まず、宗谷本線の維持をめぐって、宗谷本線の

利用促進についてに関してでありますけれども、

先ほど石橋部長より今年度の利用促進のための事

業の内容が示されました。「花たび そうや」号

は、もう既に５月から６月にかけて運行が済んで

おりますけれども、おもてなしであるとか特産品

販売で非常ににぎわったという御報告がありまし

た。満足度も９割以上ということで、宗谷本線の

観光資源としての価値の高さを示すものであると

思われます。これは、もう少し前の年度から「花

たび そうや」号は運行しておりますけれども、

次第に乗客の数も増えているというふうに承知し

ております。先ほどの部長のお話にはありません

でしたけれども、「ザ・ロイヤルエクスプレス」

号、これも今年度９月に３回名寄を通る予定して

いますので、そのおもてなしなども盛んに行われ

ることと思われます。

それで、まず特急利用促進について、これは私

が令和５年の第３回の定例議会での一般質問で質

問している同じ内容になってしまいますけれども、

沿線住民の特急利用促進ということで特急料金か

ら１０円を差し引いた額が助成されるという、そ

ういう内容です。そのときも沿線住民の特急利用

促進を図るために割引切符のない名寄稚内間を設

定し、特急料金補助等により利用ニーズの把握及

び検証を目的として行うというふうな答弁があり

ましたけれども、恐らく名寄札幌間ですとＳきっ

ぷという割引切符があって特急を利用する人が多

いのですけれども、稚内方面には、名寄から稚内

までというのにはそういうものがないために割り
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引いた場合の利用者の動きなどを見たいというこ

とであるというふうに想像しますけれども、２年

前にも同じような質問を私したかと思うのですけ

れども、手続の仕方が、１０円差し引いた額が特

急料金出るということなのですけれども、市役所、

各市町村役場に出向いて、そこで書類を書いて領

収書を出して受け取らないといけないということ、

それもちょっとそのときにも不安に思ったのです

けれども、その点前回やってみて今回もまた同じ

方法でやるということに関してはどのようにお考

えなのかお伺いしたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今回の取組の実〇総合政策部長（石橋 毅君）

際に市民の皆様が利用するときの手続の煩雑さと

いうところなのだと思います。我々もこれ実際に

当時展開するときに、やはり一番いいのはＪＲの

窓口、そういったところで単純にその金額で買え

るといったところが多分利便性が、当たり前です

けれども、一番高いので、そこを求めたところな

のですけれども、やはりシステムとして全国共通

のシステムを組んでいるということから、そのた

めに改修するには数億円のお金がかかるというこ

とで、そこはＪＲとしては対応し切れないのだと

いう話から、苦肉の策で今回の対応をせざるを得

ないといったことで、今回もそういった課題を実

はやはり解決は難しかったということで、どうに

か苦肉の策で今回の方法ということになっており

ますので、これは私も御理解くださいとあまり言

いたくないのですけれども、致し方なく我々とし

てもそこについてはそうせざるを得なかったとい

ったところでございます。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

苦肉の策であるという〇１番（中畠孝幸議員）

ことをお伺いしました。

それで、実証事業ですので、補助金を使って特

急料金１０円差し引いた額を利用者に払い戻すと

いう形を取るわけですけれども、前回も同じこと

を行っているのですけれども、そのときの申請し

た人に対してアンケートを行って、それを分析し

ていると思うのですけれども、そのときのことを

ちょっと思い出していただいてアンケートの分析

結果がどうだったのかということと、それから今

回もう一度行うということの意味について関係づ

けてお話しいただければと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

前回のアンケー〇総合政策部長（石橋 毅君）

ト、私も薄い記憶というか、目を通していますの

で、記憶に残っているのはやはりこの料金だと使

う可能性はあるといった御意見が多かったのかな

という印象を受けております。この間実際に乗車

数についてもなかなか上に伸びてこないという現

状があるので、ダイヤが１日のダイヤ数も限られ

ている状況であります。名寄以北については、特

にそういう状況になっておりますので、そういっ

たことが呼び水となって乗車数について少し上振

れしてくれるのかどうかというのも改めてもう一

度確認させていただければというふうに考えてお

ります。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

調査、実証事業ですの〇１番（中畠孝幸議員）

で、その事業を行ってみて利用者が増えるようで

あれば、そのようにすればいいというふうに思え

るのかもしれないですけれども、実際に利用者が

多かったとして特急料金をほぼゼロ、１０円だけ

で運行することが可能なのかというような疑問が

残りますけれども、そういった点についてはいか

がでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

そこについては、〇総合政策部長（石橋 毅君）

あくまでもＪＲ北海道側の料金体系というか、そ

ちら側で取決めになりますので、そういったとこ

ろでいうと、ここで効果がしっかり出るというこ

とであれば、そういった考えについても我々とし

ては申し出るというか、意見を添えるといったこ

とは今後の活動につながっていくのかなというふ

うに思います。
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中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

それでは、特急料金を〇１番（中畠孝幸議員）

大幅に引き上げるというようなことも利用促進の

ためにはあり得るというように理解してよろしい

ということでしょうか。

（「ＪＲ」と呼ぶ者あり）

ＪＲのことですのでと〇１番（中畠孝幸議員）

いうことですか。

それでは、もう一つの実証事業、音威子府まで

の名寄発の直通の連絡バスについてですけれども、

これは名寄まで、特に名寄高校の生徒がそうだと

思いますけれども、名寄高校まで乗ってきて、そ

こで橋を渡って音威子府行きの列車に乗り換える

ということ、夕方にはよくそういう光景を見ます

けれども、この連絡バスを運行する目的といいま

すか、意義といいますか、それについてもう一度

教えていただけませんでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

例えば稚内地区〇総合政策部長（石橋 毅君）

のお話になりますけれども、これはほぼほぼ朝の

時間帯、通学の時間帯については学生が使ってい

るということで、当然ＪＲを使うと南稚内駅で降

車して、そこからちょっと離れた高校まで徒歩で

移動しているといったことをこのバスで高校の前

で降ろしてあげるといったような取組をすること

で利便性が上がって、どうしてもやっぱり喜んで

もらえる乗り物でないといけないということで、

そこの可能性調査ということも含めてこの間取り

組ませていただいているということでございます。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

それで、３点目のサイ〇１番（中畠孝幸議員）

クルトレインについてちょっとお話ししたいので

すけれども、先ほど石橋部長からも言及がありま

したけれども、本年の３月１日でしょうか、サイ

クルトレイン講演会というのがよろーなで開かれ

まして、国土交通省の元自転車活用推進本部の事

務局次長の金籠史彦氏、それから大雪カムイミン

タラＤＭＯ副理事長、佐藤昌彦氏のお二人の講演

会がありました。これ私も拝聴しましたけれども、

非常に意義深い講演会だったと思います。これは、

宗谷本線活性化推進協議会の主催で、サイクルト

レインを正面から取り上げた講演会で、特に金籠

氏のお話の中で印象に残ったことがありました。

それは、金籠氏のお話の中でサイクルトレインと

いうのは大規模な追加投資が不要で、ちょっと車

内などを工夫すればできるのだということを伺い

ました。これは、名寄市の場合は１番線、２番線、

３番線で、１番線はそのまま行けるのですが、２

と３に行こうとすると跨線橋があって、それを渡

らないといけないという、それがネックになるの

ではないかと私は思っていたのですけれども、そ

んなことはないというお話で、跨線橋にはスロー

プをつけて、名寄駅ではそういうスロープを渡ら

なければいけませんよという情報提供を前もって

しておけば利用者にとっては問題ないのだという

ようなお話があり、その辺はそれでもできるのだ

ということで納得したところであります。それか

ら、もう一つ印象に残ったのは、ドイツ、スイス、

台湾などでは公共交通機関への自転車持込みが一

般的であり、そういった地方から来た人にしてみ

ると日本ではどうしてそのまま持ち込めないのか

という反応があるというお話があり、これは非常

に印象的な指摘でした。そういうことからすると、

インバウンド観光客の増加を目指すためには、サ

イクルトレインというのは非常に有効ではないか

ということを考えさせられました。そういったこ

とから、今年度サイクルトレインの実証運行、比

布名寄間９月１２日、それから幌延稚内間は９月

３０日にサイクルトレイン実際に走らせるという

ことで非常に意義深い試みだなというふうに思い

ます。ぜひとも、先ほどのお話もありましたけれ

ども、実際にそれを利用した人からの自転車の持

ち込み方であるとか、つなぎ止め方とか、そうい

った細かいことを含めて実際に運行するのにはど

うかということを検証していただきたいなという

ふうに思っております。意義深いというのは、名
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寄比布、名寄から南側だけではなくて、幌延稚内

間でも同様に行われるという点で宗谷北線を利用

する上でのサイクルトレインの可能性ということ

をぜひとも明らかにしてもらえたらなというふう

に思っております。

それで、何を言いたかったかといいますと、１

つは今話題になっているサイクルトレイン、先ほ

どのお話では定員１０名のところに２１名から応

募があったということで、恐らくそういうサイク

リングの好きな方が申し込んでいるのかなという

ふうに想像しますけれども、実際これからサイク

ルトレイン運行していくということを考えたとき

に日常使いの利用ということも考えていけると思

うのですけれども、サイクルトレイン実証運行を

行った後の心積もりといいますか、実際に日常的

にサイクルトレインを運行してもらえるのか、や

ってみないと分からないのかもしれませんけれど

も、ぜひとも日常的に運行して自転車をそのまま

積むというのが当たり前な形に進めていただきた

いなというふうに思うのですけれども、そういっ

たときに日常使い、日常使いというと例えば買物

ですけれども、美深あるいは音威子府の人が名寄

駅まで自転車を載せてきて名寄市内で買物をする

といったことも十分想像できる、そういった使い

方もあっていいのではないかなというふうに思い

ますけれども、そういった日常使い、それからこ

れから貸切りとしてだけではなくて、日常的にサ

イクルトレインが普及する方向に向かうのかとい

うことに関して分かる範囲でお知らせいただけれ

ばと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

サイクルトレイ〇総合政策部長（石橋 毅君）

ンに対して、この事業に対して非常に前向きな御

意見をいただきました。今のところ私も課題感と

して持っているところも幾つか実はございます。

今外国のお話ありましたけれども、外国では一般

的な行動というか、そういうことで定着している

のですけれども、国内ではほぼこれは一般的では

ないという今現状でございます。これが国内で文

化として定着していくまでには、やっぱりそれな

りの期間と御理解が必要かなというふうに思って

いるのと、あと特に今回なぜ旭川駅がスタート地

点から外れたかということなのですけれども、駅

構内の構造であったりとか、自転車を持ち込むと

ころの動線であったりとか、乗り込むところの安

全性だったりとか、やっぱりこれを具現化するた

めのハードルというのはいろいろ多いのかなとい

うふうに考えております。それから、あとはこの

道北地域ならではの急な鹿の飛び出しだったりと

か、熊が出てきたりとか、急ブレーキをかけたと

きにどのように一緒に乗り込んでいる一般乗客の

方の安全を確保するのかといったような、やはり

その安全確保の部分の確立というのが非常に大き

な課題なのかなというふうに思っております。そ

んなことがもし課題解決ができるのであれば、こ

れは非常に有力ないわゆる観光コンテンツの一つ

にもなり得ますし、この道北地域の魅力発信には

非常に強く訴えることができるコンテンツになる

と思いますので、この可能性も含めて、せっかく

実証実験やりますから、ここの成果を踏まえてま

た今後協議会の中でＪＲ北海道とも議論を深めて

いきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いします。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

前向きに進みそうです〇１番（中畠孝幸議員）

ので、ぜひとも進めていただきたいと思います。

それで、今石橋部長の話にもちょっと出ました

けれども、一緒に乗っている人の安全というよう

なこともありました。それで、サイクルトレイン

を始めるということになりますと、一般の乗客の

意識変更といいますか、今までの意識とちょっと

意識を変えてもらわないといけないという面もあ

ると思います。今までは乗るときの作法としては、

自転車を持ち込む場合は必ず袋に入れてください、

折り畳むなり分解するなりして、輪行バッグとい

うのでしょうか、輪行用の袋に入れてくださいと
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いうようなことが駅の跨線橋のところにもポスタ

ーが貼ってありましたし、そういったＰＲがなさ

れていて、そんな泥がついた自転車をそのまま持

ち込むなんてとんでもないというような意識が一

般の乗客の中にあると思うのです。ですから、そ

れを宗谷本線をこれから生かしていくために意識

改革をしてもらって、みんなで宗谷本線を守り立

てていこうというような方向にそういったＰＲも

必要になるのではないかなということを考えてお

ります。

それから、もう一つ、これは先ほど申し上げた

金籠氏の資料の中にあったものでありますけれど

も、北北海道ルートというサイクルルートが宗谷

本線に沿ってずっと想定されている、旭川から宗

谷岬、それから利尻島を巡る全長３７２キロのサ

イクルルートが北北海道ルートとしてあるわけで

すけれども、そのルートをナショナルサイクルル

ートにしようというような、ナショナルサイクル

ルートというのは国が指定するわけですけれども、

日本を代表し、世界に誇り得るサイクルルートと

して幾つか指定要件がありますけれども、現在全

国で６か所だけナショナルサイクルルートとして

指定されているサイクルルートがあるわけです。

その中にぜひとも北北海道ルート、宗谷本線に沿

ったルートをナショナルサイクルルートとして認

定されるよう進めていきたいというふうに考えて

いるのですけれども、どうしてかといいますと、

ナショナルサイクルルートの指定要件としてルー

ト沿いに自転車を運搬しながら移動可能な環境を

備えていることという、こういう一項があるわけ

ですけれども、自転車を運搬しながら移動可能な

環境、すなわちこの北北海道に関しては宗谷本線

がある、宗谷本線をフルに活用すればナショナル

サイクルルートになるような条件は十分そろって

いるのではないかというふうに考えられます。宗

谷本線は、ナショナルサイクルルートにとってな

くてはならないものというような位置づけができ

ると思います。ですから、北北海道ルートという

のがナショナルサイクルルートになれば、宗谷本

線の持つ意味というのも非常に大きくなるのでは

ないかなというふうに考えられます。来年度いっ

ぱいでまとめをしないといけませんけれども、そ

の中で、それまでにはちょっと無理かもしれない

ですけれども、ナショナルサイクルルートの指定

に向けて動くというその状況が名寄市の場合は今

もう既に進んでいるのかどうなのかということに

ついてお答えいただければと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

ナショナルサイ〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

クルルートに向けてというようなことで、北北海

道のサイクルツーリズムというところがございま

して、こちらの事務局を上川のほうは名寄の観光

協会さんが担っておりまして、宗谷のほうにつき

ましては稚内観光協会さんが担っているというこ

とであります。このサイクルのルートに関して言

うと、昨年も講演会を行ったりですとか、そうい

ったことで取組を進めてきている状況であります

ので、ＪＲ北海道さんへ要望も含めて、国のほう

への道路整備含めてサービスの向上を目指して要

望を行ってまいりたいと考えております。ちょっ

と今回のモニターツアーの結果も関連してくる部

分もございますので、サイクルルートと今回のサ

イクルトレインのモニターツアーの実証を踏まえ

てどういう協議になるかということで今後検討を

図ってまいりたいと思います。

以上です。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

考えてみますと、ナシ〇１番（中畠孝幸議員）

ョナルサイクルルートに認定されるかどうかとい

うのが宗谷本線の生き残りにとっても大きな意味

を持つのではないかなというふうに感じられます。

ナショナルサイクルルートの指定要件に関しては、

先ほどルート沿いに自転車を運搬しながら移動可

能な環境を備えていることというのを申し上げま

したけれども、それ以外にもいつでも休憩できる

サイクルステーションがおおむね２０キロごとに
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整備されている、それからルート直近にサイクリ

スト向けの宿泊施設がおおむね６０キロごとにあ

ることなどが挙げられています。先ほどの午前中

の谷議員の質問の中で道の駅に新しい施設を設け

るというお話がありましたけれども、ドッグラン、

私も賛成ですし、それ以外にもこういった例えば

道の駅にサイクルラックというのでしょうか、自

転車を止めておくためのラックを設置してサイク

リングする人にとっての利便性を高めるとか、そ

ういったことをどんどん進めてナショナルサイク

ルルートに向けての動きを進めていただければと

いうふうに思うのですけれども、そういったこと

はいかがでしょうか。

暫時休憩します。〇議長（山田典幸議員）

休憩 午後 ２時３１分

再開 午後 ２時３４分

それでは、再開します。〇議長（山田典幸議員）

中畠議員。

それでは、大項目の２〇１番（中畠孝幸議員）

に移りますけれども、空き校舎、空き校地の有効

活用についてですけれども、私の質問の中では東

中校舎を名寄市立大学の校舎として使ってはいか

がかという内容がありました。それに対しては、

耐震設備、耐震上の問題で移るわけであるから、

それをまた使うのはおかしいというような趣旨の

御答弁だったと思うのですけれども、大学事務局

として現在答えられるのは５号館もできたばかり

であるし、今のところ必要ないというお答えでし

たけれども、もし可能であれば、ぜひ学長をはじ

め先生方に本当に要らないのかといいますか、使

うつもりはないのですかということを伺うことが

可能であれば伺っていただきたいというふうに思

うのですけれども、なぜかといいますと、今法人

化を進める上で先生方にもいろいろ御苦労いただ

くような状況になっているわけですので、校舎、

利用できる施設があるというのはどれだけあって

もいいということは言いませんけれども、あれば

それを有効に活用できる、これを先生方自由に使

って教育研究に生かしてくださいというようなこ

とがあってもいいのではないかなというふうに考

えています。大学の講義室と、それから中学校で

使っていた教室というのは規格も違うでしょうし、

使い勝手が悪いということもあるかもしれません

けれども、これからの時代、福利厚生であるとか、

学生の課外活動にどれだけ大学が施設を持ってい

るかということが重要視されるようになると思い

ますので、例えばゼミの部屋であるとか、課外活

動のサークルで使える部屋とか、そういったもの

に生かすことができれば、取り壊すにもかなりお

金がかかりますので、そういった意味で有効活用

できるのではないかなということが発言の趣旨で

あります。今現在では、教室は足りているという

ことかもしれませんけれども、これから恐らく少

子化の中で学科再編なども必要になってきて教室

とか研究室がさらに必要になるということも出て

くると思いますけれども、そのときに新たに建て

るよりも今現在ある校舎を利用できるのであれば

利用するということを考えてもいいのではないか

という、そういう趣旨でございます。

耐震の問題に関しては、１９８１年の耐震改修

促進法というので耐震診断の努力義務が定められ

て、耐震診断によっては、結果によっては耐震改

修を行うということになっておりますけれども、

学校施設の耐震化の基準というのは小中学校と大

学で異なるということですので、中学校で使えな

いからといって大学で使えないとは限らないとい

うふうに考えております。

ちょっといろいろ申し上げましたけれども、こ

れを大学で要らないというのであれば、もうそれ

までですので、何も申し上げることはありません

けれども、その辺もし加藤市長から自由に使って

いいですよというようなことで大学の先生方ある

いは学生たちがアイデアを出して使うという可能

性があるのであれば、そちらで生かしたほうが取

り壊すよりはいいのではないかという、そういう
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趣旨です。これは、どうしたらいいでしょうか。

それが質問になります〇議長（山田典幸議員）

か。

市長に一言お願いした〇１番（中畠孝幸議員）

らよろしいですか。そういう可能性があるのかど

うか。検討していただけるのかどうか。

暫時休憩します。〇議長（山田典幸議員）

休憩 午後 ２時４０分

再開 午後 ２時４０分

再開します。〇議長（山田典幸議員）

橋本副市長。

今お尋ねは、東中学校〇副市長（橋本正道君）

のことでしたけれども、それに限らず私どもの持

っている公共施設につきましては、役目を終えた

ものについては庁内でまず使える部署があるかど

うか、いろんなアイデアはないかというのを探っ

て、それでまた立地条件、様々な条件を考えて、

これは市場性が高いというものであれば外部の方

で、民間で使う可能性がないか、そういうような

一連の流れつくっておりますので、その中に今の

っております。全体では、今庁内では大学も含め

て活用の方法はない、またちょっと外れておりま

すので、また敷地も大きい、耐震化されていない、

建物も大きいということですので、なかなか市場

としての価値もないのではないかということで今

判断しているところであります。お話のとおり、

取り壊すにもお金かかりますが、行政で持ちます

とまた維持管理経費もかかるということですので、

そのときの場合にもよりますけれども、現状では

今取壊しの方向を考えているとありますけれども、

まだ若干時間がありますので、改めて庁内でまた

活用の方法はないか、これについては再度確認し

て次の段階に移ってまいりたいと思います。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひ学長先生の意見を〇１番（中畠孝幸議員）

伺って、本当に使わないのかというようなことを、

壊すというのはもったいないというふうに、予算

も非常にかかりますので、ちょっと老婆心から余

計なこと言っているかもしれませんけれども、可

能性があるのであれば検討していただきたいとい

うふうに思います。

以上です。

以上で中畠孝幸議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（山田典幸議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時４２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 水 間 健 詞

署名議員 高 橋 伸 典

令和７年９月９日（火曜日）第３回９月定例会・第３号
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開議 令和７年９月１０日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第２号 令和６年度決算に基づく

健全化判断比率の報告について

報告第３号 令和６年度決算に基づく

資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第２号 令和６年度決算に基づく

健全化判断比率の報告について

報告第３号 令和６年度決算に基づく

資金不足比率の報告について

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和７年９月１０日（水曜日）第３回９月定例会・第４号
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ただいまの出席議員数〇議長（山田典幸議員）

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 中 畠 孝 幸 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（山田典幸議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

不登校児童生徒への対応について外１件を、高

野美枝子議員。

おはようございま〇１１番（高野美枝子議員）

す。議長の指名をいただきましたので、大項目２

点について質問いたします。

大項目１、コロナ後増え続けている不登校児童

生徒への対応について３点について質問いたしま

す。小項目１、市内の不登校の現状等について。

令和５年度の文部科学省の調査では、小中学校に

おける不登校児童生徒数は過去最大の３４万６，

４８２人と発表されています。前年度からは４万

７，４３４人の増加となり、増加の一途をたどっ

ています。名寄市の不登校児童生徒数、近年の推

移、小学校と中学校の不登校率、全国や北海道と

の比較など、現状と対応についてお知らせくださ

い。

次に、小項目２、校内教育支援センターの設置

数等について。不登校対策として今年度から設置

した校内教育支援センターの設置数、児童生徒の

過ごし方等についてお伺いいたします。また、校

内教育支援センターの環境や備品の整備など、過

ごしやすい環境で行われているのかお伺いいたし

ます。

次に、小項目３、教育支援センターと校内教育

支援センターの利用状況等について。教育支援セ

ンター等の利用状況と学校内外で何らかの相談、

指導などを受けていない児童生徒の状況について

お伺いいたします。

次に、大項目２、高齢化社会に優しい施策につ

いて３点についてお伺いいたします。今年は、戦

後８０年を迎え、世界的にはウクライナとロシア

のいまだやまない戦争、ガザやイスラエルの紛争

など穏やかではない世界の状況の中で平和を願い、

祖先を思い、お盆にお墓をお参りする姿を多く目

にしました。

小項目１、緑丘霊園、緑丘共同墓地及び合同墓

の管理について質問いたします。近年は、熊の出

没により、お参りどころか、草取りなどお墓の管

理に行けないとの声も多くいただいております。

特に今年は、市内でも熊の目撃情報が多く、お盆

のお墓参りも１人では行けないとの声もいただき

ました。また、合同墓に納骨された方からもお盆

の時期だけでもお花を飾ってお参りをしたいとの

お声も届いています。名寄市としての現状と今後

の対応についてお伺いいたします。

次に、小項目２、終活、エンディングノートの

取組について質問いたします。高齢化社会を迎え、

認知症対策や健康のため名寄大学や福祉センター

など各施設で健康体操、フレイル予防等の取組が

進められ、受講者も多くなってきたように思いま

す。先日よろーなで行われた名寄市市民公開講座

「知ることからはじめよう 認知症への備えと気

づき」には、１３０名以上の市民が参加し、立ち

見の方もいらしたくらい大盛況で、その関心の高

さを思い知ることができました。近年は、１００

歳まで生きられる方も多くなりました。健康なう

ちに自分の住んでいる家を自分が施設に入所した

り、子供のそばに引っ越したときにどうしたらい

いのか、健康でよりよい自分らしい生活を送るた

めに自分を見詰め直し、自分も家族も満足し、医

療機関や介護に対する自分の思いを再確認するこ
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とはとても大切で重要なことです。死を不幸な出

来事や不吉なこととは思わず、自分の一生を自分

らしく生き切るための手だてがこれからの人生１

００年の時代にはますます求められます。名寄市

の現状と今後についてお伺いいたします。

次に、小項目３、空き家の状況について質問い

たします。高齢者や単身世帯の方が多くなり、亡

くなったり、施設に入所するときは元気になって

また戻ってきたいと思っていたけれども、戻れず

にそのまま空き家になっている状況があるのでは

ないかと危惧するところです。現在の状況と今後

の対応についてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

おはようございます。〇教育部長（伊藤慈生君）

ただいま高野議員から大項目２点にわたり御質問

いただきました。大項目１は私から、大項目２の

小項目１と３は市民部長から、大項目２の小項目

２はこども・高齢者支援室長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いします。

初めに、大項目１、不登校児童生徒への対応に

ついて、小項目１、市内の不登校の現状等につい

てお答えします。まず、本市における不登校の現

状についてでありますが、令和６年度の３０日以

上欠席した不登校児童生徒については小学校では

５４人、中学校では４３人で、合わせて過去最多

の９７人であり、近年の推移については５年前の

令和元年度と令和６年度を比較すると小学校では

５０人、中学校では１３人増えております。不登

校率の全国や北海道との比較については、国や北

海道の調査結果が令和５年度までしか公表されて

いないため、令和５年度における比較となります

が、小学校は本市では２．６％、北海道では２．

１％、全国では２．１％となり、全国や北海道を

上回っており、中学校は本市では９．２％、北海

道では８．２％、全国では６．７％となり、全国

や北海道を上回っております。近年の本市におけ

る不登校の状況としましては、小学校では令和５

年度は２９人、令和６年度は５４人で約１．９倍

となり、新たに不登校となる児童が急増しており、

中学校では令和５年度を除く令和２年度から６年

度までは４０人前後で推移し、ほぼ横ばいとなっ

ております。

次に、不登校児童生徒への対応についてであり

ますが、１つ目は受入れ態勢の整備で、不登校児

童生徒が学びたいと思った際に学びの場を選択で

きるよう児童センター２階に教育支援センターを、

各学校に校内教育支援センターを設置するととも

に、家庭でも対応するなど受入れ態勢を整備して

います。２つ目は、教育相談センターを拠点に指

導員やスクールソーシャルワーカーなどを派遣す

るアウトリーチ型の支援で、指導員などが校内教

育支援センターや不登校児童生徒の家庭を訪れ、

学習支援や面談を行っています。３つ目は、多様

な学びや相談の場の拡充で、学校にも教育支援セ

ンターにも行けず、自宅にいる児童生徒に対して

は現在ＩＣＴを活用し、オンラインを使って支援

できるよう整備しているところです。

次に、小項目２、校内教育支援センターの設置

数等についてお答えします。校内教育支援センタ

ーについては、自分の学級に入りづらい児童生徒

の学校内の居場所を確保し、不登校を未然に防止

するとともに、不登校児童生徒の登校復帰を支援

するため今年度から市内の小中学校全てに設置し

ております。校内教育支援センターでの過ごし方

については、児童生徒はドリルなどの学習教材で

勉強したり、給食を食べたり、支援員などと話を

したりするなど、児童生徒一人一人の状況を踏ま

え、安定した気持ちで穏やかに過ごせるよう努め

ております。校内教育支援センターの環境などに

ついては、一人一人の個別の空間が保てるようパ

ーティションを用意したり、雰囲気がよくなるよ

う机にテーブルクロスをかけたりするなど居心地

よく落ち着いた空間で学習などができる環境を整

えております。

次に、小項目３、教育支援センターと校内教育
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支援センターの利用状況等についてお答えします。

まず、教育支援センターと校内教育支援センター

の利用状況についてでありますが、現在教育支援

センターについては登録者はおらず、利用はあり

ません。また、校内教育支援センターについては、

同センターを利用している児童生徒のいる学校は

５校で１１人が利用しております。

次に、学校内外の機関などで専門的な相談、指

導などを受けていない児童生徒の状況についてで

ありますが、令和５年度は小学校で５人、中学校

で１６人、令和６年度は小学校でゼロ人、中学校

で９人となっております。

私からは以上です。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項目２、〇市民部長（松田慎司君）

高齢化社会に優しい施策について、小項目１、緑

丘霊園、緑丘共同墓地及び合同墓の管理について

お答えをいたします。

緑丘霊園及び緑丘共同墓地の熊の出没状況につ

いてですが、近年全道的に熊の市街地への出没が

問題となっており、名寄市内でも目撃などの出没

情報が多く寄せられている状況にあります。緑丘

霊園及び緑丘墓地についても今年に入り、５月２

１日には付近での目撃、７月２２日には足跡の発

見などの通報があったところです。情報が寄せら

れた後には、市で注意看板を設置し、供物の持ち

帰りの徹底や熊の活動が活発な朝夕の墓参を避け

ていただくよう周知をしてまいりました。今年の

お盆時期には、市のホームページ以外にも新聞や

ＦＭラジオなどでも広く周知をするとともに、職

員による巡回を頻繁に行い、ごみの放置などがな

いかパトロールをしたり、墓地に隣接をする火葬

場の職員にも見守りなどの協力を求めながら注意

を払ってきたところです。お盆の時期には、例年

並みに多くの方が墓地を訪れていました。これま

での間、墓参された方が直接熊を目撃されるなど

のケースはありませんでしたが、立地上熊の移動

エリアでもあるため、引き続き利用者への注意喚

起や対策を行い、安全に墓参をいただけるよう努

めてまいります。

次に、合同墓へのお盆時期の供花についてです

が、名寄市合同墓は令和３年に緑丘霊園敷地内に

設置をした施設で、宗派などにとらわれず合同で

遺骨を埋葬できる施設として多くの方々に利用さ

れております。これまでの間、令和７年８月末現

在で５７２体の遺骨を埋葬してきております。合

同墓をお申込みの際には、墓前での宗教的儀式や

線香をはじめ、供花、供物などを墓前に置くこと

はできないこと、これら留意事項を記載したパン

フレットをお渡ししながら窓口で職員が説明をし

てきているところです。こうした条件を御了承い

ただいた上で申請を受け付けている状況にござい

ます。一定の条件はありますが、お参りの際に一

時的に供物や供花を飾ることは可能としており、

お帰りの際にお持ち帰りいただくようお願いをし

ているところでもあります。供花については、宗

派によって花を飾らない、あるいは植物の種類が

決まっているなどもあると聞いております。また、

故人の好みによって飾ってほしくない花もあるな

ど、様々な事情があろうかというふうに思います。

合同墓は、多くの方が御利用され、お参りにも来

られるため、数日間であっても個人的に供花を置

いていかれることはほかの墓参者の目に触れ、心

情的な面からも名寄市では御遠慮いただいている

決まりとしているところです。故人に対する思い

から、お盆時期だけでも花を飾っておきたいとい

うお気持ちもあろうかと思いますが、利用の制限

について御理解をいただくとともに、申請の際に

は御親族としっかりとお話合いをしていただける

よう窓口でも丁寧な説明をしてまいりますので、

御理解をお願いいたします。

次に、小項目３、空き家の状況についてお答え

をいたします。居住者の死亡や施設入所により居

住していた家屋が空き家になるケースは、高齢者

においてその比率が高くなるという実情がありま

す。市が関わる管理不全な空き家についても、高
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齢の居住者が死亡した場合や施設に入所したこと

を契機に空き家となってしまっている情報も寄せ

られているところです。御近所や町内会の方でも

空き家の所有者や管理の連絡先が分からない管理

不全な空き家については、市が空家特措法に基づ

く相続人の調査や地域包括支援センターなどの協

力により家屋を管理する方の情報を取得し、適正

管理を依頼するなどの対応を取っている状況にあ

ります。居住者の死亡や施設入所というのは、そ

の多くは急なことであり、事前に十分な準備をし

ておくことは簡単ではありません。特に住まいを

どのようにするかは、すぐに対応できるものでは

なく、財産の管理は多くの時間と労力を要するも

のです。こうした事情からもエンディングノート

の活用や遺言書の作成など、将来的な家屋の活用

や解体などについて生前から御家族などとお話合

いをいただくことが空き家の発生を減少させる有

効な対策になると考えております。管理不全な空

き家を発生させないことが空き家対策の第一歩と

なることから、関係機関や関係先と連携の下、空

き家の適切な管理などにつながるよう様々な形で

の情報発信に一層努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

倉澤こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

私〇こども・高齢者支援室長（倉澤富美子君）

からは、小項目２、終活、エンディングノートの

取組についてお答えいたします。

終活とは、人生の最期をよりよく迎えるため、

資産や所持品の整理、葬儀、お墓の検討、介護、

医療の方針などを考え、残りの人生を悔いのない

ものにし、自分らしい最期を迎えられるようにす

るとともに、自分を見詰め、今をよりよく自分ら

しく生きる活動のことを意味します。少子高齢化

に伴う家族関係の変化などにより、これまで家族

が担ってきた介護や金銭管理などの日常生活の支

援、葬儀などの死後事務などを任せる人がいない

方が増えてきています。老後の生活に不安を感じ、

老後の生活に備えた事前準備や家族の負担を軽減

しようとの思いから終活への関心が広がったと考

えられます。本市では、令和４年度に人生１００

年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金により

名寄市民の地域包括ケア推進プロジェクト事業に

取り組み、事業の中で終活関係の周知啓発として

市民公開セミナー「人生会議を知る」を開催いた

しました。３回にわたり開催したセミナーでは、

アドバンス・ケア・プランニング、人生会議につ

いて、エンディングノートの活用について、老後

資金、相続についてなど、参加者が自分や家族の

死について考え、最後をどう生きたいのか、どう

過ごしたいのかを前向きに考える機会となりまし

た。セミナー後のアンケートでは、生きている間

に思いを残しておく大切さが分かった、家族と話

し合っておこうと思ったなどの感想をいただきま

した。また、消費生活センターにおきましても消

費生活セミナーとして「エンディングノートで終

活を学ぶ」と題したエンディングノートの活用方

法について、「寸劇で学ぶ住まいの終活」と題し

た終活とともに考える空き家対策などのセミナー

を開催し、多くの市民の皆さんに御参加いただき、

終活について学んでいただいています。今後も終

活に係る関心は高まっていくものと認識しており、

市民ニーズを踏まえた講演会等を開催したいと考

えております。現在終活に関する相談は、地域包

括支援センターや消費生活センター等において様

々な相談を受ける中で対応しています。相談の内

容や相談者御本人の意思を尊重した上で活用でき

る制度を紹介したり、弁護士などの専門機関を御

案内することもあります。今後につきましても各

種窓口、関係機関と連携し、必要な支援につなげ

られる体制を整えてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御答弁い〇１１番（高野美枝子議員）

ただきましたので、大項目１、不登校児童生徒へ

の対応について再質問させていただきます。
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小項目１に関わってなのですけれども、答弁で

は特に不登校の早期化、児童、小学生が急増して

いるということが明らかになったということで非

常に大きな数字だなというふうに思っております。

児童の不登校の要因と、それを踏まえた不登校児

童に対する取組や小学校への相談などの訪問回数

についてお知らせください。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

令和６年度のまず要〇教育部長（伊藤慈生君）

因についてですが、生活リズムの不調、やる気が

出ない、友人関係が多かったのですが、ほかにも

学習のつまずき、本人の特性など多岐にわたって

おります。児童については、特に学校に行きづら

くなる最初のきっかけとして生活リズムの変化が

多いというふうに感じており、規則正しい睡眠、

食事を行うなど規則正しい生活を取り戻せるよう

助言、支援を行っているほか、子供のちょっとし

た変化を見逃さず、声かけなども行っているとこ

ろです。今年度から月１回ではありますが、小学

校への定期的な訪問を始めたところです。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

小学校への訪問と〇１１番（高野美枝子議員）

いうことで、生活リズムの不調とかやる気とかと

いうよりも生活リズムの変化ということで早期に

対応すれば早く復帰できるのではないかというふ

うに考えるのですけれども、小学校への訪問回数

を増やして学校を休みそうな児童や休み始めた児

童を早急に行うべきだというふうに思いますけれ

ども、いかがでしょうか。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

これまでも答弁をし〇教育部長（伊藤慈生君）

たことがあると思うのですが、まず学校から要請

があったときは速やかに訪問、面談をしていると

ころです。今年度から小学校への定期的な訪問と

いうものを始めたところでありますので、私ども

としてはいましばらく状況を見守りたいというふ

うに考えております。しかしながら、高野議員お

っしゃるとおり早期発見、早期対応が必要と思い

ますので、なるべく多く小学校への訪問ができる

ように努めてまいりたいと考えております。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

よろしくお願いい〇１１番（高野美枝子議員）

たします。児童生徒はもちろんなのですが、保護

者、親のほうも非常に混乱しているというか、ど

うしていいか分からない状況になっている方もい

らっしゃるというふうに考えるのですけれども、

対応についてどういうふうになさっているのかお

伺いいたします。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

保護者への対応につ〇教育部長（伊藤慈生君）

きましては、それぞれ教育相談センターのスクー

ルソーシャルワーカーでありますとか、指導員で

ありますとか家庭を訪問する機会がありますので、

児童生徒はもちろんのこと、保護者とも面談をす

る機会がありますので、そういったときを捉えて

いろいろ悩みなども聞いて対応しているというと

ころです。あとは、そういった不登校のお子さん

をお持ちの保護者の方に月１回集まっていただい

て教育相談センターの職員がいろいろお話を聞く

という場面も設けているところです。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

本当に孤独になっ〇１１番（高野美枝子議員）

てしまうという状況にあるというふうに思いまし

て、北海道新聞で不登校について連載しておりま

して、あのときはどうなるかと思った、まさか自

分の子が不登校になるなんて思わなかった、人生

を狂わされたと思った、仕事を辞めざるを得なか

った、孤独を感じた、体調不良になった、子供を

嫌いになった、仲のよいママ友に相談できず、心

に余裕がなかった、孤立を深め、いら立ちから子

供に手を上げたこともあった、家庭から笑顔が減

った、家庭内の雰囲気も悪くなった、相談できる

相手もおらず、不安が膨らんだ、安心して子供に

行かなくてもいいよと言える余裕は全くなかった、

大きな不安を抱える保護者たちはよりどころを求

めているという、こういう記事になっております。
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親が元気でいることが子供の回復への一歩になる、

親子の笑顔を支える社会、その実現に向けた取組

をこれからも続けていくということで締められて

おります。親に対する月１回の集まりを持ってい

ただいているということで非常に期待しておりま

すので、親こそ悩んで、考えて、言えない、そん

な状況になっているのかというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。小学校では、新

たに不登校となる児童が急増しているという報告

で、対応は急務であると考えております。中学校

での対応もあり、思春期特有な多感な時期の対応

は大変かと思いますが、なるべく多く小学校を訪

問し、早期発見、早期対応に努め、一人一人のウ

ェルビーイングのために成長の過程の中でピンチ

をチャンスとして人生のつまずきに柔軟に対応す

る心を養うために慎重に取り組んでいただくこと

を要望します。

小項目２と３に関わって再質問させていただき

ます。校内教育支援センターの環境を整えるとい

うことで答弁いただきましたけれども、過ごしや

すい落ち着いた学習環境になるとのことですが、

別室登校していた部屋を今年度から校内教育支援

センターとしましたが、今年度これまでより学習

しやすい環境をつくるためにどのような取組をな

さっているのかお聞きしたいと思います。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

校内教育支援センタ〇教育部長（伊藤慈生君）

ーを利用する児童生徒は、通常の教室に入れない

ということもございますので、緊張して学校に登

校するというような状況にありますので、過ごし

やすい落ち着いた環境整備に努める必要があると

いうふうに考えております。今年度から校内教育

支援センターを各学校に設置するに当たり、必要

な消耗品などを教育委員会で購入するということ

にしております。先ほどの答弁でもありましたが、

テーブルクロスなども今年度購入したというとこ

ろです。限りある予算でありますので、なかなか

高価なものは購入できないのですが、各学校では

工夫しながら環境整備に取り組んでいるところで

す。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

過ごしやすい環境〇１１番（高野美枝子議員）

で子供たちのためにできることをなさっていただ

いているのだというふうに受け止めました。校内

教育支援センターを利用している児童生徒がいな

い学校では、利用を希望する児童生徒がいらした

場合すぐに利用できる状況になっているのかお伺

いいたします。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

校内教育支援センタ〇教育部長（伊藤慈生君）

ーを利用している児童生徒がいない学校について

は、あらかじめ会議室や相談室などを校内教育支

援センターとして使うことを決めております。し

たがいまして、利用する児童生徒が出てきた場合

には、速やかに設置、利用ができるというような

状況になっております。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

これまでも教室に〇１１番（高野美枝子議員）

入ることができない児童生徒に対して空き教室を

利用して学習指導などを行ってきたというふうに

思っておりますけれども、どのくらいの児童生徒

が教室に戻ることができたのかお伺いいたします。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

学校に登校できなく〇教育部長（伊藤慈生君）

なって欠席した児童生徒が再び学校に登校できる

ようになった割合について御質問がありましたが、

小学生については令和５年度が５６％、令和６年

度が６２％、中学生については令和５年度が７９

％、令和６年度が７６％というふうになっており

ます。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

効果があったとい〇１１番（高野美枝子議員）

うふうに受け止めます。校内教育支援センターな

どを活用し、再登校できるように努力しているこ

とは理解しました。不登校児童生徒への支援は、

学校に登校するという結果のみを目標にするので



－102－

令和７年９月１０日（水曜日）第３回９月定例会・第４号

はなく、児童生徒が社会的に自立することを目指

す必要がある中で学校への復帰、教室に戻ること

を望む児童生徒もいると思うので、そういった児

童生徒への支援について校内教育支援センターを

有効に活用しながら、引き続き細やかな一人一人

に対応した適切な取組を要望いたします。

次に、学校内外の機関などで専門的な相談、指

導などを受けない児童生徒が減ったものの、まだ

９人いらっしゃるということですので、そういっ

た子供たちの学習や社会的自立のための支援のた

めにオンラインをより一層活用してはいかがでし

ょうか。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

一部繰り返しの答弁〇教育部長（伊藤慈生君）

となりますが、オンラインを使って支援できる体

制について現在整備しているところであります。

子供たちが学びの機会を失わないよう、オンライ

ン面談などオンラインによる支援を含め、一人一

人の状況に応じたオンラインだけではなくて様々

な支援を行うことが必要というふうに考えており

ますので、子供たちが学ぶ喜びや人とのつながり

を実感し、社会的に自立できるようこれからも取

り組んでいこうというふうに思っております。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

都会では、よくフ〇１１番（高野美枝子議員）

リースクールとかがありますけれども、北海道に

もこの地方にもありませんし、名寄にもありませ

ん。専門的な相談、指導などを受けていない児童

生徒に対してオンラインの学びの場、居場所であ

るメタバースを活用する考えはないでしょうか、

お考えをお伺いいたします。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

これまでも遠藤議員〇教育部長（伊藤慈生君）

の御質問などにも答弁してきたところでございま

すが、教育委員会としては道教委の取組の方向性

などを参考に今後メタバースの導入について判断

したいというふうに考えており、現在検討中とい

うことでございます。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

今道教委というこ〇１１番（高野美枝子議員）

とで、道教委の取組、メタバース事業に参加して

いる児童生徒の人数、事業内容はどのようになっ

ているのかお伺いいたします。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

私どもで把握してい〇教育部長（伊藤慈生君）

るところになりますが、道教委が令和６年度から

メタバースを活用した不登校児童生徒支援事業で

は、令和６年度は試行実施ということで参加人数

については把握しておりません。令和７年度は６

名参加しております。事業内容については、本事

業に登録した児童生徒が道教委の指導員の支援の

下、数年にわたりオンライン上で個別学習、探究

学習、交流活動などを行っております。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

今お話あった道教〇１１番（高野美枝子議員）

委のメタバースを活用すれば、フリースクールや

学びの多様化学校が名寄市になくても支援を受け

ることができます。小学生の不登校が急増し、ま

た中学生も不登校が少ないとは言えない待ったな

しの状況であり、教育支援センター、校内教育支

援センターを利用できない子供たちの学びの場の

確保に向けてメタバースの活用についてぜひ前向

きに検討していただきたいというふうに考えてお

ります。名寄市には教育支援センター、校内教育

支援センターはありますが、フリースクール、学

びの多様化学校などはありません。不登校になっ

たとしても学びたいと思ったときに多様な学びに

つながることができるよう、個々のニーズに応じ

た受皿を整備するべきであると思います。不登校

児童生徒の新たな選択肢としての道教委のメタバ

ースを活用することを強く要望いたします。不登

校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたい

と思ったときに学べる環境を整えることが急務だ

と考えます。このことについて岸教育長はどのよ

うに考えておられるのかお伺いいたします。

岸教育長。〇議長（山田典幸議員）
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ただいま議員からも〇教育長（岸 小夜子君）

お話あったとおり、不登校につきましてはどの子

にも起こり得ると、そういうことを前提にしなが

ら未然防止にまずは努めていきたいというふうに

考えているところでございます。また、そうした

状況というか、傾向になったときには、議員から

も御指摘ありましたとおり一人一人の状況に応じ

て適切な相談や学びの場を確保できるように対応

していきたいというふうに考えておりますので、

教育委員会としましても多様な手法をしっかりと

備えるというか、そういうようなことできちんと

求められたときに必要なものが出せるように教育

委員会としても限られた予算ですが、施策の対応

ということで考えてまいりたいというふうに思っ

ております。

以上です。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

それでは、大項目〇１１番（高野美枝子議員）

２、高齢化社会に優しい施策について再質問いた

します。

熊の出没状況、あと巡回をしていただいている

こと、また火葬場の職員の方にも御協力いただい

て見回りをしていただいていること、市民のほう

にしっかり届けようと思っております。合同墓の

ほうも、毎年お墓に行ってお参りをしていた中で

入れてしまった、合同墓に収めてしまった、その

思いから何かしなくてはいけないというふうに、

高齢になればなるほどそういうふうに思うのかな

というふうに今改めて思ったところですけれども、

丁寧な対応していただいて説明もしていただいて

いるところなのですけれども、忘れてしまったか

紛失してしまったか読まなかったかということも

あるのかというふうに思ったところでありますけ

れども、きめの細かい高齢者に対する対応してい

ただいているということで、今後もそのようにお

願いしたいというふうに考えております。

あと、小高い名寄市を見下ろすすてきな場所に

あるとなみが丘霊園なのですけれども、霊園もお

墓を守る方も高齢となりまして車で坂が怖くて上

まで行けないので、下に車を置いてお墓参りをし

ているそうですが、せめて階段に手すりとか、ロ

ープでもいいのですけれども、何かつけていただ

けないかということも相談いただいているのです

けれども、何か解決策はないかということで、ど

のように考えているかお聞きしたいというふうに

思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

となみが丘霊園のお〇市民部長（松田慎司君）

話をいただきましたけれども、となみが丘霊園に

つきましては議員も御承知のとおり小高い名寄を

見下ろせる場所にあるということもありまして、

上っていくところは道路は整備させていただきな

がら、お墓の前までも車が入れるようには一応さ

せてはいただいて整備をしてきているところでは

ございます。ただ、丘の上にある関係上、坂が少

し急であるということで車の運転に自信のない方

などについては車を下に置かれて上に上っていっ

ているのだろうなというふうに思っておりますが、

階段も極力つけないようなスロープ型といいます

か、車椅子でも押しながら歩いて上っていけるよ

うな形での整備にもなってございますので、こち

らについては手すりをつけるというよりは車で上

がっていける部分は上がっていっていただけます

し、緩やかでもないのかもしれないですけれども、

スロープがありますので、何とかスロープをたど

って歩いていただければなというふうに思います

ので、御理解いただければと思います。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

歩くのも大変な方〇１１番（高野美枝子議員）

たちがお墓に行きたいと、上まで上っていきたい、

そういう気持ちがやっぱりあって、足がなかなか

上がらない、進まないというところでも自分がそ

こに入るのだという、そういう気持ちでやはり行

きたい、何とかならないかという声もお聞きする

ところでございますので、心に留めておいていた

だいて改善に向けて努力していただきたいという
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ふうに要望いたします。

あと、エンディングノートなのですけれども、

道外では結構あるのですけれども、本別町、富良

野市などでは社会福祉協議会などと協力いたしま

して住まいのガイドブックを作りまして空き家対

策をしていますし、お隣の士別市でも今年８月か

ら終活ガイドブックに取り組んでいる状況です。

ぜひ名寄市でもエンディングノートや終活ガイド

ブックに取り組んでいただきたいと思いますが、

改めてお考えをお伺いしたいというふうに思いま

す。

倉澤こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

令〇こども・高齢者支援室長（倉澤富美子君）

和６年度に開催いたしました多職種で行う地域ケ

ア会議の中で地域課題として、身寄りのない高齢

者の保証人問題ですとか、死後事務についてとい

うことで課題が挙げられ、具体的な解決方法の検

討ということで本年７月に地域包括支援センター

の職員と社会福祉協議会の職員で合同で本別町の

社会福祉協議会と富良野市の社会福祉協議会のほ

うへ視察へ行っております。身寄りのないことに

よる困り事を抱えた方というのは、これからまだ

増えてくるということが予想されておりますので、

本人はもとより、御家族ですとか、支援側の対応

に備えて勉強していく必要がある、制度を整える

必要性を学んできたところです。今現在では、エ

ンディングノートについての作成についてなど協

議は進んでおりませんけれども、先進地の事業な

どを参考に地域課題の解決にどのような取組が必

要か考えてまいりたいと思っております。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

前向きに取り組ん〇１１番（高野美枝子議員）

でいただけるということで、高齢者本人にとって

も行政にとってもメリットのある取組ではないか

というふうに思いますので、なるべく早く、空き

家の問題もありますので、取り組んでいただきた

いというふうに思います。先ほど厚生労働省のお

話も出ましたけれども、厚生労働省では高齢化対

策、また国土交通省では住まいのエンディングノ

ートについて取り組んでいるところなのです。そ

れで、ホームページを見ると、いろいろなエンデ

ィングノートというのが出てきまして、そういう

ことを知っている方たちはこういうものを利用し

て自分なりにエンディングノートを作ることがで

きるのですけれども、なかなか高齢者というのは

ネットとか、こういうことに疎いというか、そう

いう情報がないわけなのです。ですから、そこを

いろんなことがあるのだよって、自分の人生ちゃ

んときちっと考えたほうがいいよということを周

知とか取組をしていただきたいというふうに考え

るところなのですけれども、その点についてはど

のようにお考えでしょうか。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

住まいに関わる、空〇市民部長（松田慎司君）

き家に関わる部分というところなのだというふう

に思います。先ほども室長のほうから答弁ありま

したけれども、エンディングノートに関するそう

いった講演会というものを開催するに当たっては

今までの通常のエンディングノートだけではなく、

こういった空き家の住まいに関するエンディング

ノートというのもありますよというようなことを

併せて周知する機会としてはあるのかなというふ

うに思っています。個人の財産のことについてと

いうことになりますので、なかなか広報等で全て

の皆さんに向けて住まいのエンディングノートに

ついてというようなお知らせというのはちょっと

難しいかなと思っていますので、そういった講演

会などを通じて住まいのエンディングノートとい

うのもあるのだよということで、住まいについて

もう少し御家族と考える場面ですとか機会という

のを設けていただければというようなことでは周

知のほうはしてまいりたいなというふうに思って

いますので、よろしくお願いいたします。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひよろしくお願〇１１番（高野美枝子議員）
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いいたします。戦後８０年、戦争で何もかも失い、

高度成長期を支え、大変な思いをし、今高齢化社

会を生きている人生の先輩にこの地域で健康で幸

せに思える毎日を送っていただきたい、そのため

に自分の人生をしっかりと生き切るためにエンデ

ィングノートや終活ガイドブックに取り組み、よ

り高齢化社会に優しい施策を要望し、質問を終わ

ります。

以上で高野美枝子議員〇議長（山田典幸議員）

の質問を終わります。

不登校への支援に関わって外２件を、川村幸栄

議員。

通告順に従いまして、〇８番（川村幸栄議員）

大項目３点にわたって質問させていただきます。

大項目１、不登校への支援に関わって伺います。

子供の不登校がこの１０年で３倍と急激に増加し、

全国では３５万人近くになりました。これまで少

なかった小学校低学年でも増えています。今こそ

不登校について子供も保護者も安心できる対応が

求められます。そこで、名寄市における不登校へ

の支援について伺います。

小項目１、子供の権利を尊重し、子供も保護者

も安心できる支援を。不登校は、心が傷つき、休

息が必要な状況です。子供は、安心して休む権利

があります。子どもの権利条例では、休息の権利

です。安心して休むことができる子供たちの居場

所、学びの場が必要です。そして、子供の休息と

回復を支えるには、保護者への支援が必要です。

不登校児ケアも介護休業のような支援が必要です。

お考えをお聞かせください。

小項目２、子供たちが通いたくなるような学校

を。子供を押さえつける過度の管理ではなく、個

人の尊厳を大切にし、子供が自由に意見を言える

場であるべきだと考えます。全国学力・学習状況

調査について昨年の全国知事会では、都道府県別

の公表に意味があるのかという声が相次いだとい

います。市町村と学校を点数競争に巻き込んでい

るのではないでしょうか。教員、生徒にプレッシ

ャーを与え、ストレスの要因になっているのでは

と危惧されます。お考えをお聞かせください。

小項目３、教員の多忙化を解消し、教員に授業

準備と子供と向き合う時間を求めます。教員の長

時間労働で精神性疾患で病休となる教員が急増と

言われています。子供と向き合う時間がないと訴

える先生たち、子供と教員の温かい触れ合いが少

なくなれば学校は楽しくありません。教員の定数

を増やし、教員の多忙化を解消し、子供と向き合

う時間の保障が必要です。お考えをお聞かせくだ

さい。

大項目２、従来の健康保険証の利用停止に関わ

って伺います。マイナ保険証への一本化に向けて、

１２月２日以降従来の健康保険証の利用を停止す

る方針です。資格確認書が届いていますが、まだ

マイナンバーカードを作っていないので、病院に

かかれないなどの声を聞きます。今までは、保険

証１枚あればよかったものが複雑になって何が何

だかさっぱり分からないという声が多く聞かれて

います。そこで、名寄市の対応をお聞きします。

小項目１、資格確認書の発行状況について伺い

ます。マイナ保険証を持たない国保の加入者には、

７月末までに自治体から資格確認書が送られてい

ます。後期高齢者医療制度の加入者は、マイナ保

険証を持っている人も含めて全員に資格確認書が

送られています。発行状況をお知らせください。

小項目２、周知状況について伺います。資格情

報のお知らせでは、国民健康保険に限り来年３月

末までこの資格情報のお知らせを提示すれば医療

費１０割の自己負担を回避することができるとい

います。国保と後期高齢者医療のみの暫定的な対

応として、期限が切れた保険証でも来年３月末ま

で１０割自己負担を回避できますなど紛らわしい

内容に市民は困惑しています。分かりやすい周知

を望むところです。名寄市のお考えをお聞かせく

ださい。

大項目３、旧名農キャンパス跡地利用について

伺います。名農の跡地利用決まったの、草が生い
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茂っているし、寂しい気持ちになるなど名農の卒

業生等から心配の声が上がっています。北海道に

任せたままでよいのでしょうか。市の中心地では

ないにしても、荒れたままにしておくわけにはい

きません。名寄市として積極的な働きかけが必要

なのではないかと考えます。

そこで、小項目１、名寄市と北海道との協議等

について伺います。協議は行われているのか、行

われているのであれば進捗状況についてお聞かせ

ください。協議が行われていないとなれば、名寄

市の求めるものはどのように進めるのか伺います。

小項目２、北海道大学の取組についての進捗状

況をお知らせください。今年１月に行われました

北海道大学ＩＲＡＦＦセミナーは、大変興味深い

内容でした。その後の取組についてお知らせをい

ただきたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

ただいま川村議員か〇教育部長（伊藤慈生君）

ら大項目３点にわたり御質問いただきました。大

項目１は私から、大項目２は市民部長から、大項

目３の小項目１は総合政策部長から、小項目２は

経済部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いします。

初めに、大項目１、不登校への支援に関わって、

小項目１、子供の権利を尊重し、子供も保護者も

安心できる支援をについてお答えします。不登校

の子供たちの居場所や学びの場の確保については、

本市では児童センター内に教育支援センターを、

各学校には校内教育支援センターを設置するほか、

名寄中学校や名寄東中学校、風連中学校にはお昼

休みに教育相談センターの相談員に相談できる相

談室を設置するなど居場所や多様な学びの場の確

保に努めているところです。

次に、保護者への支援については、教育相談セ

ンターでは電話相談や毎月１回開催する保護者つ

どいの会などを行い、不登校で悩みを抱えている

保護者に対する支援を行っております。不登校児

童生徒に係る介護休業については、今年４月１日

から段階的に施行されている改正された育児・介

護休業法に基づき、事業者が常時介護を必要とす

る状態であると判断すれば取得できることから、

教育委員会としましては不登校児童生徒の状況に

応じて保護者に生徒の情報提供を行うとともに、

保護者から相談があった場合に備えて介護休業制

度の内容についてより理解を深め、個々の状況に

応じて適切な対応ができるよう努めてまいります。

次に、小項目２、子供たちが通いたくなるよう

な学校をについてお答えします。教育委員会では、

児童生徒の個人の尊厳を大切にし、児童生徒が自

分の思いや考えなどを伸び伸びと発言できるよう

な共感的な人間関係や安全安心な学校風土の醸成

は学校づくりの基盤と考えており、適宜学校に対

して指導、助言を行っているところです。全国学

力・学習状況調査については、その目的は義務教

育の機会均等とその水準の維持向上の観点から全

国的な児童生徒の学力や学習状況を把握、分析し、

教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る

ことや学校における児童生徒への学習指導の充実

や学習状況の改善などに役立てることであるほか、

こうした取組を通じて教育に関する継続的な検証

改善サイクルを確立することであり、各学校には

調査の目的を踏まえて活用するようお願いをして

いるところです。教育委員会としましては、本調

査が教員、児童生徒双方にプレッシャーを与え、

ストレスの要因となることがないよう配慮して活

用しているところです。

次に、小項目３、教員の多忙化を解消し、教員

に授業準備と子供と向き合う時間をについてお答

えします。文部科学省の令和５年度公立学校教職

員の人事行政状況調査によりますと、精神疾患に

よる病気休職者数は年々増加し、令和５年度は過

去最多の７，１１９人となり、その要因としては

児童生徒に対する指導に関することが２６．５％

で最も多く、次いで職場の対人関係が２３．６％、
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事務的な業務に関することが１３．２％と続いて

おります。このように多様な要因で精神疾患によ

る病気休職の教職員が増加していることは、今日

的な学校教育の課題であり、本市においても課題

と考えております。教育委員会としましては、本

市の教職員が安心して働くことができるよう学校

の管理職には校長会、教頭会などを通じて心理的

安全性のある職場づくりについてお願いをしてい

るほか、教職員に対してストレスチェックを実施

し、メンタルヘルスの不調を未然に防止するよう

努めております。また、精神疾患による病気休職

者の要因の一つである教職員の多忙化を解消する

ため、学校の課題に応じた教職員の定数加配の活

用や校務ＤＸによる業務の効率化などに取り組ん

でいるところです。

私からは以上です。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項目の〇市民部長（松田慎司君）

２、従来の健康保険証の利用停止に関わって、小

項目１、資格確認書の発行状況についてお答えを

いたします。

昨年１２月２日に現行の健康保険証の新規発行

が終了し、健康保険証の利用登録をしたマイナン

バーカードを基本とする仕組みに移行されました。

各保険者ごとで健康保険証の有効期限に違いはあ

りますが、本市の国民健康保険では令和７年７月

末日に現行の保険証が有効期限を迎えることから、

国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者の方

に資格確認書または資格情報のお知らせを送付し

たところです。国民健康保険加入者の方につきま

しては、マイナ保険証の登録をされている方へは

資格情報のお知らせ、マイナンバーカードを取得

していない方またはマイナンバーカードを取得し

ているが、マイナ保険証としての利用登録をされ

ていない方には資格確認書を送付しております。

また、後期高齢者医療保険加入者の方には、北海

道後期高齢者医療広域連合から被保険者全員に資

格確認書を送付しているところです。資格確認書

の発行状況につきましては、名寄市国民健康保険

の方で加入者全体の約３割強の１，３５８件、後

期高齢者医療の方は全被保険者である５，１２５

件に発行をしているところです。

次に、小項目２、周知状況についてお答えをい

たします。従来の健康保険証がマイナ保険証を基

本とする仕組みに移行したことにより、昨年の健

康保険証の更新時に併せて令和６年１２月２日以

降は新規の保険証は発行されなくなること、今後

はマイナ保険証または資格確認書を使用していた

だくことになるなど記載をしたチラシを同封して

おります。市のホームページや広報なよろ等によ

り、マイナンバーカードをマイナ保険証として利

用登録するための手順やマイナ保険証がなくても

必要な方には保険証に代わる資格確認書が交付さ

れることなどを掲載するなど、これまでどおり変

わらずに医療が受けられることを周知してきたと

ころです。今回７月末日で健康保険証の有効期限

を迎えるに当たり、資格確認書及び資格情報のお

知らせを送付した際にも制度変更の説明のほか、

医療費が高額になったときや入院時の食事代など

国保全般に関わる手続を記載したチラシ、またマ

イナンバーカードをマイナ保険証として使うため

の利用登録方法を記載したチラシなどを同封して

いるところです。また、後期高齢者医療の方には、

北海道後期高齢者医療広域連合から従来の被保険

者証と新たな資格確認書の見本と資格確認書の使

い方や注意事項などの説明が書かれたチラシ、ま

たマイナ保険証として使うための利用登録方法や

マイナ救急などの利用例が書かれたチラシなどを

同封し、保険証の新規発行が終了した後も今まで

と変わりなく医療機関にかかることができる旨お

伝えをしているところです。今後も市民の皆さん

がスムーズに安心して医療機関にかかれることが

できるよう、様々な方法で工夫をしながら市民周

知に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）
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私からは、大項〇総合政策部長（石橋 毅君）

目３、旧名農キャンパス跡地利用について、小項

目１、名寄市と北海道との協議等についてお答え

いたします。

旧北海道名寄産業高等学校の跡地利活用につき

ましては、閉校の令和６年度までは北海道名寄産

業高等学校跡地等利活用検討準備会議として令和

５年２月２１日を皮切りに計７回開催されました。

閉校後の今年度からは、検討に向けた準備ではな

く本格的な検討を進めていくということで検討準

備会議を検討会議と変更し、先日の９月５日に第

１回目の検討会議が開催されました。検討会議で

は、事務局は上川教育局が担い、委員として上川

総合振興局や北海道教育長、名寄市も参画して旧

名農キャンパスだけではなく旧光凌キャンパスの

跡地利活用についても協議を進めているところで

あります。旧名農キャンパスの跡地利活用の協議

の進捗状況につきましては、当跡地には広大な敷

地や校舎棟、屋内体育館、柔剣道場、寄宿舎、実

習棟などがあり、全ての土地、建物を利活用でき

る事業者がなかなか現れていただけない状況にあ

ります。幾つかの民間事業者が利活用について興

味を示されましたが、やはり広大な土地や全ての

建物についての利活用の検討には至りませんでし

た。今後北海道に対しては、土地や建物の一部の

みを売買できるような形を模索していただくよう

検討会議の中で協議してまいりたいと考えており

ます。このように関係者が定期的に一堂に会し、

実務者レベルで様々な情報交換や具体的な検討を

行う場を設けることは、利活用の実現に向けて有

効でよい方向に進むきっかけになるものと考えて

おりますので、引き続き北海道と名寄市が情報共

有し、今後の跡地利活用に向けた取組の足がかり

になればと考えているところです。

以上、私からの答弁といたします。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、小項目２、〇経済部長（山田裕治君）

北海道大学の取組について進捗状況はについてお

答えいたします。

名寄産業高校が今年３月末をもって閉校になっ

たことに伴い、名農キャンパスも教育施設として

の役割を終え、現在は北海道において跡地活用に

ついて広く募集されております。本市といたしま

しては、これまで北海道等と連携を図りながら名

農キャンパスの活用方策について検討を進めると

ともに、企業、団体へ情報提供を行ってきたとこ

ろ、道北地域における農林業活性化の可能性検討

を目的として今年１月に北海道大学Ｊ―ＰＥＡＫ

Ｓ、リジェネラティブ農林水産プロジェクト、Ｉ

ＲＡＦＦ主催のセミナーが行われました。ＩＲＡ

ＦＦは、北海道をフィールドに環境再生型の持続

可能な食料生産システムの構築を目指す新たな拠

点として北海道大学内に設置され、今回のセミナ

ー開催に当たっては道北一円を研究フィールドの

一つと捉え、名農キャンパスの存在や本市におけ

る薬用作物栽培を含む道北地域の農林業のポテン

シャルに注目されたものと受け止めております。

今後につきましては、北海道大学の学内組織ＩＲ

ＡＦＦと趣旨に賛同する企業、団体などによる新

たな組織を立ち上げ、様々なプロジェクトを展開

する予定と伺っておりますが、研究拠点の選定に

ついては明確に示されておらず、名農キャンパス

の活用は不確定な状況です。市としましては、様

々な機会を通じて情報収集に取り組み、状況を確

認しながら跡地活用につなげていきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁といたします。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御答弁をいた〇８番（川村幸栄議員）

だきました。再質問等させていただきたいと思い

ます。

まず最初に、不登校への支援に関わってお尋ね

をしたいと思います。私の前に高野議員の一般質

問にもありました。全国的な数を私のほうではお

示しをさせていただいたのですが、市内でも年々

数が増えているというふうな報告がされたところ
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であります。不登校になる要因というのは、本当

に様々だというふうに思います。教育長からもど

の子も起こり得るというふうなお話もありました。

また、地元紙の特集の中でも理由が特定できずに

要因が絡み合っていると、こんなふうに書かれて

いるぐらい本当に複雑なのだなというふうなこと

で心を痛めるところであります。だからこそ、い

つでも心を休ませることのできる場が必要ではな

いかというふうに強く感じています。そこで、先

ほども少し触れてありましたけれども、各学校内

に教育支援センターが配置というふうなお話もあ

りました。大都市では、フリースクールがあった

り、子ども食堂があったり、また私的な居場所が

あったり、いろんな場所があって、その子、その

子の通いたいところに通って心を休ませていると

いう状況があります。そこでは、勉強が中心では

なくて、子どもの権利条約に則した本人の最善の

利益を尊重するということを大事にしながら居場

所づくりに取り組んでいるところに子供たちが通

っているという情報が数多く聞かれるところであ

ります。先ほども教育支援センターの話などもさ

れていましたけれども、改めてこういった子供た

ちの心を休ませる場についてのお話をいただけれ

ばというふうに思います。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

今フリースクールの〇教育部長（伊藤慈生君）

ことについてお話がありましたが、フリースクー

ルについては一般的にですが、不登校の子供たち

に対して学習活動などの活動を行っている民間の

施設のことをいうということで、基本的には民設

民営で行われるものというふうに考えております。

したがいまして、私どもとしましては現在のとこ

ろ、川村議員のほうからも今お話ありましたけれ

ども、児童センターのほうに教育支援センターを

設置して、あとは各学校に校内教育支援センター、

また利用している子がいなくてもすぐに利用でき

る状況をつくっているということと、あとは先ほ

ど高野議員にも答弁させていただきましたが、縫

いぐるみを置いたりですとか、そういった配慮も

しながら子供たちを休ませる場ということに心が

けているところです。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

いろいろな条件が、地〇８番（川村幸栄議員）

域的な条件もありますから、フリースクール、こ

れも本当に私的なところのものでありますから、

非常に難しいかなというふうな中で市と市教育委

員会としては教育支援センターを準備していただ

いていると。これが各校に置かれていて、スクー

ルカウンセラーの配置も含めて取り組んでいただ

いているなというふうには思っているのですが、

引き続きそのことを求めるものですが、先ほども

ちょっとお話ししましたけれども、子供たちのお

うちに在宅でいらっしゃる方々にはオンラインの

支援があるというふうなお話もありました。なか

なか支援センターにも行かれない子供たち、おう

ちで過ごしている、保護者の方と１対１でおうち

で本当に悶々としながらいるのかなというふうに

思ったりしているのですが、実はＮＰＯの中で調

査されたのがあって、不登校と言われている子供

たち、家で過ごす子供たちに対応するために保護

者の４人に１人が離職や休職をしているというふ

うな、こんな調査も出ています。不登校やひきこ

もりの子供に保護者が対応する場合でも先ほどち

ょっとお話ししました介護休業の対象、これも皆

さんにお知らせしていただけるという先ほどの御

答弁がありましたけれども、ぜひお願いしたいな

というふうに思っています。保護者の方々の月１

回の集まりもあるというふうにお聞きしました。

ここでぜひお伝えしていただきたいなというふう

に思います。この制度、実は要介護状態にある対

象家族の１人について通算で９３日間まで３回を

上限として分割取得できる制度といいます。そし

て、介護休業給付金もあるわけです。賃金の６７

％を補償、そして介護休業期間中に一部給与が出

る場合は合わせて８０％になるように給付になる

という、そういった対象になるというふうに言わ
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れていますので、ぜひこれは保護者の方々にお伝

えいただきたいなというふうに思います。仕事に

対する心配、不安が軽くなれば、子供へ対応する、

接する気持ちも顔も穏やかになるのかなというふ

うに思います。この点について再度御答弁いただ

ければと思いますが。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

今回川村議員から御〇教育部長（伊藤慈生君）

質問いただいて、私も恥ずかしながらこの制度を

知らなかったということで、この法律の改正につ

いていろいろ私なりに勉強させていただいたとい

うところでございます。この制度の中身なのです

が、９３日というところで、これが実際に十分な

のかどうなのかというところは議論があると思い

ます。ただ、この期間については、不登校という

部分で今後どうしたらいいのかというような考え

る時間というところでは非常に有効であるのかな

というふうには思っております。今後につきまし

ては、教育相談センターの職員についてもこの制

度について、先ほどの答弁でもお話ししましたが、

より理解を深めていく中で、これにつきましては

ある程度の条件を満たさないとなかなか取得でき

ないというところはあるのですけれども、そうい

った状況にある保護者の方がいましたら、そこは

私どものほうから事業者の方にこういったことで

相談してみてはどうですかというようなアドバイ

スができますので、そういったところで対応して

いきたいというふうに考えております。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひお願いしたいとい〇８番（川村幸栄議員）

うふうに思います。子供も保護者も安心しておう

ちで休養できるのがいいなというふうに思ってい

ます。

あと、先生方に対するところのことを質問させ

ていただきたいと思います。実は、文科省でもい

ろいろアンケートをしたりなんだりしていますけ

れども、全日本教職員組合が時間外労働に関する

アンケート結果、先日、本当に先日発表しました。

それで、９７％の先生方が定時に退勤できないと

いったアンケート結果が出ています。９７％です。

３％の先生方だけが定時に退勤できると。過半数

が校内で１時間半以上いらっしゃる、１割が３時

間以上の先生方もいらっしゃる、こんなことが明

らかになったところです。それで、定時ではなく

て校内に残っている、そこで仕事の内容はどんな

ことをしているのかというのを聞いたところでは、

翌日の授業や単元の準備をしているという先生が

８２％でした。校務分掌関係、学校のいろんな仕

事、それが８０％です。それで、提出物やテスト

などの添削やチェックをしている５７％、打合せ

５５％、また保護者や地域対応で４９％などが挙

げられていました。これは、複数回答にはなって

います。それで、所定の勤務時間内で本来ならば

教員としてどうしてもやっておかなければならな

い授業の準備などが時間内で十分にその時間を取

れなくて時間外に行わなければならないという、

こういった実態が明るみに出たということでした。

先ほど最初の御答弁いただいた中では、先生方の

加配なりをしながらというふうなお話もありまし

た。この点についてもう一度お考えをお聞かせい

ただければというふうに思いますが、いかがでし

ょうか。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

名寄市のまず現状か〇教育部長（伊藤慈生君）

らいいますと、国が時間外等在校時間について月

４５時間というところを目標にしている中で市と

しても同様な目標を設定しながら進めているとこ

ろです。現在のところ約３０時間というところで

目標は達成をしております。ただ、あくまでも小

中の平均なので、小と中で見てみますと、中学校

のほうがやはり小学校よりは多いということがご

ざいます。その大きな要因としては、部活動の部

分というふうに考えております。川村議員も御存

じだと思いますけれども、教職員の働き方改革と

いうのも部活動改革というか、地域展開の一つの

目的ではありますので、そういったことを今後進
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めることで教職員の時間外というものも削減につ

ながるというふうに思っておりますので、引き続

き取り組んでまいりたいと考えております。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

先日新学習指導要領が〇８番（川村幸栄議員）

出されて、そういう部活動の部分だとか、それか

ら情報分野、パソコン使ったりする、そういった

部分での授業も増えてくるというようなことでま

すます先生方大変になるかなと。この部分につい

ては、今日は触れないでいこうとは思うのですけ

れども、ますます大変なときになるかなというふ

うに心配をしています。名寄市内ではないのです

けれども、教員で体調を崩して休んでいる方もい

らっしゃいます。ですから、教員残業代ゼロ制度、

こういうのも国の制度ですから、いろいろ言えな

いのですけれども、残業代はきちっとそういうふ

うな働いたら働いた分の導入というのも必要かな

というふうに思いながら、またそれが過重になら

ないような働かせ方というところら辺では引き続

き加配の対応もしていただきながら、先生が疲れ

た顔して教室にいるのでは、先ほども保護者のこ

ともお話ししましたけれども、疲れた顔している

のでは子供たちも心安らかになれないという部分

もあるかなというふうに思っています。今年３月、

北海道こども基本条例が公布されました。名寄市

立大学の特命教授の塚本先生は、北海道のこども

基本条例ができたのだから、子供たちの意見を聞

く、子供の権利を子供たちに伝える、このことを

広げていくチャンスになるのではないか、そんな

ふうにお話をされています。先ほども言ったよう

に、子どもの権利条約をしっかり守って子供も保

護者も安心できる支援を強く求めて、次に移りた

いというふうに思います。

それから、大項目２つ目です。マイナ保険証な

のですけれども、資格確認書と資格情報のお知ら

せがよく分からないです。すごく分からないです。

すみません。資格確認書と一緒に入れていただい

たこの文書もあるのですけれども、やっぱり非常

に分かりにくい、どうして１枚で済んだものがこ

んなふうになったのかというふうにして私なんか

は腹立たしく思っているのですが、今までの保険

証と替わってこの資格確認書を使うのですよとい

うのであれば分かりやすいかというふうには思う

のです。基本的には、マイナ保険証を持たない人

に交付されているので、マイナ保険証を持ってい

る人はこれが送ってこないのだけれども、どうな

っているだろうかという不安も出てくるというこ

とで、他の自治体ではマイナ保険証持っていても

持っていなくても後期高齢者医療制度みたいなふ

うにして全員に送っているといったところもある

ようですけれども、その辺についてのお考えはど

のようになっているでしょうか。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

保険証がマイナ保険〇市民部長（松田慎司君）

証というものに移行したという仕組みのおかげで、

資格確認書というものと資格情報のお知らせとい

うようなものが出てきたというところになります。

マイナ保険証は、保険証ということになりますの

で、保険証としての機能が備わったままマイナン

バーカードの有効期限中はそのまま使えるという

ことで、以前であれば保険証については一定程度

期限が区切られている中で、その時期が来れば更

新されるというようなことで新たな保険証が来る

のかなというふうに思っております。マイナ保険

証については、マイナンバーカードになりますの

で、大人だと１０年に１回になりますし、二十歳

未満のお子さんだと５年に１回というような形に

なろうかというふうに思います。保険証自体がそ

れに組み込まれたということで、マイナンバーカ

ードをお持ちでない方については保険証に代わる

ものということで資格確認書ということで、国の

ほうでは保険証という言葉を使わずに資格確認書

というものに統一したというところになっており

ます。保険証のほうがなじみがあるというのは、

重々承知なのですけれども、国の制度としてこう

いうふうに変わったということで、保険証お持ち
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でない場合については資格確認書が保険証なので

すということがなかなか伝わりづらいのかなとい

うふうに思っていますので、ここの部分について

はそれぞれ保険者が違いますので、それぞれ入っ

ている健康保険者のほうから通知が行くのだろう

というふうに思っていますし、国民健康保険につ

いては全世帯にこういった資格確認書を送ると余

計混乱をされるだろうというところもありまして、

マイナ保険証登録されている方についてはそのま

まそれが保険証ですよというような御案内、お持

ちでない方または保険証としてのひもづけをマイ

ナンバーカードにされていない方に資格確認書が

送られているのだよということをチラシのほうで

説明させていただいていますけれども、議員おっ

しゃるとおり分かりづらいということですので、

これについては工夫をしながらといいますか、も

う少し分かりやすくなるような形でのチラシの構

成はしていかなければいけないなというふうに感

じましたので、毎年資格確認書も発行ということ

になりますので、マイナ保険証にひもづいていな

い方には時期が来ましたら送らせていただくよう

な形になりますので、その際にはもう少し分かり

やすくなるようなチラシの構成をしていきたいな

というふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

国民健康保険証を持っ〇８番（川村幸栄議員）

ていた、また普通の健康保険証を持っていた、そ

れで医療にかかっていた、私たちもさっきから言

っているように分かりづらくて混乱しているので

すけれども、それを取りまとめているといいます

か、扱う自治体の皆さんも本当に苦情言うのも申

し訳ないなというふうに思うぐらい何かよく分か

らない制度だなというふうに思って、何回も言い

ますが、腹立たしく思っているのですけれども、

資格情報のお知らせというのもまたよく分からな

いです。それで、例えばマイナ保険証、マイナン

バーカードを作ったときに保険証もつなげると便

利になるよって言われてマイナンバーカードに健

康保険証の利用登録をしたと。してみたけれども、

なかなか病院に行ってスムーズにできればいいけ

れども、できないっていったところだとか、それ

からある病院ではカードリーダーがちょっと不良

っていいますか、ちょっと不都合があって資格確

認ができなかったと、そういったときにこの資格

情報のお知らせを見せてもらえると病院にかかれ

るのだよ、保険証と同じようにしてかかれるのだ

よということです。これがよく分からない、お知

らせなのにどうしてなのということなのです。す

みません。そういうことなのです。一つ一つ切替

えがぱっぱっぱっとできればいいのですけれども、

切替えがなかなかできないです。ですから、お知

らせなのにどうしてこれで受診ができるのかと。

でも、できるのですよというのは、やっぱり徹底

してもらわないとならないのかなというか、それ

でせっかく送ってもらったのもお知らせで、ああ、

分かったよって言ってどこかにしてしまうという

こともあり得るかなというふうなことでいうと、

やっぱり徹底した周知です。ここが非常に求めら

れるところかなというふうに思います。再度周知

についてお考えをお聞かせください。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

非常に分かりづらい〇市民部長（松田慎司君）

ということで議員のほうから御指摘ありましたけ

れども、資格情報のお知らせというのは今議員も

言っていただきましたとおり、基本的にはマイナ

保険証さえあれば医療機関にはかかれるのですけ

れども、機械の不調ですとか、そういったことが

あったときにマイナンバーカードに入っている保

険証になりますから、券面上は保険証かどうかも

分からない、ひもづいているかどうか分からない

ということで、機械に通しても通らなかったとき

のために持ち歩いてくださいというようなのは国

のほうからも併せて周知してくださいというふう

には言われていて周知をさせていただいているの

ですけれども、資格情報のお知らせについては、
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それが基本ではなくて、やはりマイナ保険証のほ

うが基本になっているので、そういったデジタル

的なエラーというのが解消されていない場面に対

して使うものになるのと、自分が入っている保険

機関というのを確認するという意味で送らせてい

ただいているというふうに理解をしているところ

なのです。周知についてになりますけれども、そ

れぞれの保険者で対応するというところになって

ございまして、広く国民健康保険の方もいれば、

その他の保険の方もいらっしゃいますので、市全

体的に周知をするとさらに混乱を招くのかなとい

うふうに思っていますので、それぞれの保険者か

らの通知をもってよく内容を御理解いただきたい

なというふうには考えるところです。我々として

は、国民健康保険扱っていますので、そちらにつ

いては今議員にも少し見せていただきましたけれ

ども、私も見ていますけれども、文字面だけとい

うような形のチラシにもなっていますので、もう

少し絵を入れたりなんかしながら分かりやすい説

明ができるようなチラシの作成はしていきたいな

というふうに思っていますので、それぞれ個別に

周知をさせていただくということで御理解いただ

ければというふうに思います。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

大変なお手数をかけま〇８番（川村幸栄議員）

すけれども、ぜひ皆さんが分かりやすいように、

そしてとにかく病院に行くときに必要なものです

から、ふだんの買物に必要なのとまた違うわけで

すから、分かりやすいことが必要かなと。資格確

認書は、マイナンバーカードがなくても大丈夫だ

よというふうなことだとかも含めてお知らせをい

ただきたいなというふうに思います。私は、引き

続き保険証が使えるようになってもらいたいなと

いうふうな願いを大きな声で言わせていただいて、

次に行きたいと思います。

大項目３です。旧名農キャンパス跡地利用につ

いて、先ほどもお話ししましたけれども、私と同

年配の皆さん方はやっぱり名農キャンパス、名農

の卒業生の方々本当に愛着があるわけです。その

キャンパスが今本当に草ぼうぼうになっていて、

入り口はもちろんいろんな人が入ってこられては

困るので、通れないように封鎖はしていますけれ

ども、その状況についてやっぱり心を痛めている

状況であります。本当にこのままでいいのだろう

かということであります。先ほど御答弁いただき

ましたけれども、準備会のときは７回行われたけ

れども、新たに跡地利用についての検討会議は９

月５日に第１回目というふうなお話でした。ここ

まで長引いたのは、半年以上開かれていなかった

というところら辺については、どういった状況が

あったのかお知らせいただければと思いますが。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今御質問いただ〇総合政策部長（石橋 毅君）

いた１回目ということに限定したことではなくて、

背景も含めてちょっとお話しできればと思います

けれども、我々としても実はここ難しい案件が続

いておりまして、何かというと王子跡地、それか

ら高校跡地ということで、ここで共通しているの

はやはりともに市の土地ではないという案件が続

いております。高校跡地の話でいうと、実は現地

視察を希望される事業者の方とかおられた場合に

は我々現場の職員はそこは一生懸命今対応させて

いただいていると。当然現地視察の場合には、北

海道の所有地なので、北海道に許可を得ながらと

いうことで、会議体は１回ということですけれど

も、そういう機会があればその都度我々としては

北海道のほうにアポを入れながら情報共有はさせ

ていただいているということで、先ほども答弁さ

せていただきましたけれども、一堂に会して改め

てしっかり情報共有するという機会が９月５日で

あったというふうに御理解いただければというふ

うに思います。このような我々現場の努力も、最

終的には売買の判断というのは北海道にあるとい

ったところは、これはもう変わらないということ

でございまして、我々としても可能性を感じた事

業者がおられましたら、そこにはしっかりと情報
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提供を続けているということと、そういったこと

で我々ができることは継続して努力していく、こ

れに尽きるのかなということで、現在我々名寄市

としても総合政策部のみならず経済部、それから

関係する教育委員会も含めて連携しながら、そう

いった横串を刺した中で取組を続けているという

ことで御理解いただけたらと思います。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

今部長から王子の跡地〇８番（川村幸栄議員）

のこともお話しされて、私もあそこはいち早く取

組を進めていらっしゃったのにどうして名農キャ

ンパスは進まないのかというふうにお聞きしよう

というふうに思っていたところだったのですけれ

ども、今いろんな本当に御苦労されているだろう

なとは思うのですけれども、やはりそこら辺はな

かなか市民には伝わっていないのです。伝わって

きていないのです。だからこそ、見ただけです。

草ぼうぼうになっている跡地、そして大きな校舎

だったり、実習棟であったり、寮であったり、こ

れが寂しく建っているところに心を痛めているわ

けです。だから、やっぱりそういったことがどこ

まで話せるのかというのもあるのかもしれません

けれども、情報が伝わってこないというところか

なというふうに思います。それと、今いろんな企

業さんから視察の申出もというお話がありました。

名寄市としては、どういった形にしていきたいの

かと。例えば勝手にするわけにはいきません、北

海道のものですから。だけれども、こんなふうに

というような市民の方々からの声も届いているの

ではないかというふうに思うのですけれども、そ

の辺いかがでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

もともとが名農〇総合政策部長（石橋 毅君）

キャンパスということで農業に供する研究、勉強

する敷地でしたので、土地もそのような形で今残

っているということですから、先ほど経済部長の

ほうからも御答弁がありましたとおり農業系の例

えば研究機関だったり、そういったことに使って

いただけるということであれば、多分用途として

も一番なじむのだろうというふうには想定してい

るところですし、そういったお話をいただいたか

らこそ我々もそこに連携しながらこの間取り組ん

でいるというふうに認識しております。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

農業の部分でいうと、〇８番（川村幸栄議員）

牧草を植えていたり、田んぼがあったり、いろい

ろあったわけです。そこを農業として活用しても

らえると一番いいのかなということだったと。先

ほど分割してのような、そんなお話もちょっと触

れていたかなというふうに思うのですが、その点

についてもう少し詳しくお知らせいただければと

思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

この間、期間を〇総合政策部長（石橋 毅君）

経てなかなか進捗しないという現状を踏まえて、

やはり課題になっているのはあの大き過ぎる規模

感ということですから、ここについてはもともと

そのスケールメリットを生かした活用方法という

ことを第一優先でこの間取り組んできたというこ

とですけれども、そこでなかなか結果が出てこな

いということであれば、それぞれの建物、それか

ら土地、そういった部分の部分的な活用が見込め

るものをもし可能性があるのであれば、そこの要

件も少し緩和しながら検討できないかということ

での提案ということを考えているところでありま

す。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

そういうことが先ほど〇８番（川村幸栄議員）

お話があった９月５日の第１回の検討会議等々で

お話がされたのかどうかなのですけれども、こう

いうところにされているとすれば、もっと積極的

に私は発信してもいいのではないかなというふう

に思うのです。何回もあれですけれども、道のも

のだからなかなか口出しはできないのだというこ

とでは私はないと思うのです。名寄市の中にどん

とあるあの大きな中でいるわけですから、市の活
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性化の中でも大きな影響を与えるだろうと思われ

る大きな土地です。ですから、道のほうでこうす

るというふうなのを待つだけではなくて、名寄市

としても積極的に発信していくことも必要ではな

いかというふうに思っているのですが、これは市

長にお聞きしたらいいでしょうか。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

今日も名農キャンパス跡〇市長（加藤剛士君）

のことを議員が取り上げていただいて、これもま

た記事になるので、これも発信になるのかなとい

うふうに思います。一方で、いろんな議論があっ

て、言えない議論もやっぱりあるということもぜ

ひ御理解をいただく中で、我々もしっかりと可能

性についてはいろんな形で模索をしていますし、

北海道とも協議をしているということで御理解い

ただければと思います。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

言えないところもある〇８番（川村幸栄議員）

というふうなことでした。王子さんとのやり取り

のときも企業が相手なので、なかなか言えないこ

とがたくさんあるのだというふうなお話もありま

した。今回は、名寄市と北海道という地方自治体

のやり取りの中ですから、確かに一から十まで全

部というふうには思いませんけれども、ある程度

市民も心配していますから、不安になっています

から、やっぱり明らかにしていく必要があるだろ

うというふうに思っています。例えば、これを言

っていいかどうかというふうに思っているのです

が、名高と産業高校の統廃合のときは名寄市から

提案もされてきたというふうな経緯もある中です

から、やっぱり名寄市からしっかりとこういった

形のものでどうだろうかという発信が重要だと思

うのですが、再度お考えをお聞かせいただければ、

いかがでしょうか、市長。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

これまでも発信をしてい〇市長（加藤剛士君）

るつもりでありますし、何を発信したらいいのか

ちょっとよく分からないのだけれども、北海道は

北海道で教育委員会でホームページで跡地活用に

ついての発信をしています。また、先般の９月５

日の会議、これは非公表ではないと思うので、我

々としてはさっきお話ししたように全体でなかな

か、あれを全て一括で引き受けるってなかなか難

しいということだとすると、例えば分割あるいは

サウンディングという可能性の調査について北海

道教育委員会のほうに投げかけをして、ぜひそこ

は前向きに検討するというような議論もいただい

ているところであります。なかなか言えないとい

うのは、この間いろんな敷地どうだろうというア

プローチはいろんな企業さんやいろんな団体から

ある、そこについてはなかなか言えないという話

でありまして、そこについては北海道教育委員会

とも共有しながら可能性については模索をしてい

ますけれども、なかなか全体をどう処理していく

かという中で今のところ発表できるものはないと

いうことでありますけれども、引き続きその議論

については全く隠すつもりもないし、我々は発信

しているつもりでありますし、何を知りたいとい

うことであれば言えることと言えないことはしっ

かりと我々のほうも今後とも発信をしていきたい

というふうに思います。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

議論経過をということ〇８番（川村幸栄議員）

よりも、名寄市がどういう方向でやっていきたい

のかなというところをやはり市民は知りたいのか

というふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。

以上で終わります。

以上で川村幸栄議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

日程第３ 報告第２号〇議長（山田典幸議員）

令和６年度決算に基づく健全化判断比率の報告

について、報告第３号 令和６年度決算に基づく

資金不足比率の報告について、以上２件を一括議
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題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２号 令和６年度〇市長（加藤剛士君）

決算に基づく健全化判断比率の報告について及び

報告第３号 令和６年度決算に基づく資金不足比

率の報告について、一括して御報告を申し上げま

す。

報告第２号については、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第３条第１項、報告第３号に

ついては同法第２２条第１項の規定に基づき令和

６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率を御報告申し上げます。

細部につきましては、総務部長から説明をさせ

ます。よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

追加説明を木村総務部〇議長（山田典幸議員）

長。

それでは、私のほう〇総務部長（木村 睦君）

から報告第２号 令和６年度決算に基づく健全化

判断比率の報告について及び報告第３号 令和６

年度決算に基づく資金不足比率の報告について一

括して追加説明させていただきます。

説明資料の２ページをお開きください。初めに、

総括表①、健全化判断比率の状況についてであり

ますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につ

いては赤字が発生していないことから、バー表示、

実質公債費比率については前年度と同数値の９．

９％、将来負担比率については１２．５ポイント

増の２１．８％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。３ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率等の状況についてであります。表

の左上の欄は、一般会計等の赤字の割合を示す実

質赤字比率の積算内訳を記載しています。一般会

計の実質収支は４億２，７７１万９，０００円の

黒字、市立大学特別会計の実質収支はゼロ円とな

っており、分母である標準財政規模に対する割合

はマイナス３．３％で、実質的な赤字が発生して

いないことを示しています。次に、表の右下を御

覧ください。一般会計等に加え、特別会計、企業

会計など全ての会計を対象とした連結実質赤字比

率の積算内訳を記載しております。全ての会計の

実質収支を合計すると１５億８８９万９，０００

円の黒字となり、この額が標準財政規模に占める

割合はマイナス１１．６４％であることから、特

別会計、企業会計を合わせた全ての会計において

も実質的な赤字が発生していないことを示してお

ります。

４ページをお開きください。総括表③、実質公

債費比率の状況についてであります。実質公債費

比率とは、一般会計の公債費に加え、特別会計や

企業会計、一部事務組合などへの公債費に準じた

繰出金や負担金などの合計額が標準財政規模に占

める割合をいい、直近の決算の３か年平均を用い

ます。令和６年度は、準元利償還金の増加などに

より、単年度比率では１０％と前年度より０．１

ポイントの増加となりましたが、３か年平均にい

たしますと令和５年度と同数値の９．９％となり

ました。

５ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況についてであります。将来負担比率

とは、地方債残高など一般会計が将来にわたって

負担すべき金額が標準財政規模に占める割合をい

います。上段の将来負担額は、地方債の現在高、

債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等

繰入れ見込額、職員の退職手当負担見込額など将

来にわたって負担すべき金額を記載しております。

また、中段の充当可能財源等は、充当可能な基金

や公営住宅使用料等の特定歳入、将来にわたって

地方交付税で措置される基準財政需要額算入見込

額などを記載しております。令和６年度は、地方

債現在高は減少したものの、充当可能基金の減少

や地方債現在高の減に伴う基準財政需要額算入見

込額の減少幅が大きく、前年度より１２．５ポイ

ント増の２１．８％となりました。
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６ページをお開きください。ここでは、公営企

業会計の資金不足比率の状況を表しております。

企業会計である病院事業会計及び水道事業会計、

下水道事業会計の歳出相当の額は貸借対照表にお

ける流動負債から翌年度償還の企業債等の額を控

除した金額を、また歳入相当の額は流動資産の額

をそれぞれ記載しており、その差額が資金不足額

となります。各会計とも歳入相当額が歳出相当額

を上回っているため資金不足は発生していないこ

とから、資金不足比率は算出されません。

また、食肉センター事業特別会計についても歳

出歳入の決算額を記載しておりますが、こちらは

一般会計繰入金で調整しておりますので、収支均

等となっており、資金不足は発生しておりません。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いいたします。

これより、報告第２号〇議長（山田典幸議員）

外１件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第２号外１件を終結いたします。

ここで市長より発言を〇議長（山田典幸議員）

求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

名寄市立大学の未来に向〇市長（加藤剛士君）

けた在り方について申し上げます。

大学を取り巻く環境は、大きく変化をしてきて

おり、とりわけ１８歳人口が２０２３年の１１０

万人が２０４０年には７４万人、現在の７０％以

下にまで減少すると見込まれております。これま

では１８歳人口は減少してきたものの、大学進学

率が上昇してきたことから、大学進学者数は増加

傾向にございました。しかし、今後さらなる少子

化によって大学進学者数も年々減少し、大学間競

争が激化をすることが見込まれる中、受験生の動

向も年々変化をしてきております。これらに対応

すべく他大学の状況を見ますと、多種多様な戦略

を検討し、様々な取組を行うなど臨機応変かつス

ピード感を持った大学運営を行っております。名

寄市立大学の各学科の過去５年間の受験倍率は減

少傾向にあり、栄養・看護学科は３から４倍が２

倍程度に、社会福祉・社会保育学科は２倍前後が

１倍程度に減少し、残念ながら今年度社会保育学

科の定員充足がかないませんでした。学生が集ま

らないと大学が立ち行かないという側面もござい

ますので、大学の経営判断をより迅速・弾力的か

つ透明性の高いものとしていくことが大変重要で

あり、独立行政法人化ということも大きな選択肢

の一つとして考えてまいりました。

私は、４期目の選挙公約の一つとして名寄市立

大学の独立行政法人化の検討を掲げ、名寄市総合

計画（第２次）後期計画にも明記がされておりま

すが、大学内部ではなかなか議論が進みませんで

した。法人化の検討は、設置者マターであること

から、昨年１１月に市長部局である総合政策部に

大学特命課題担当を配置いたしました。名寄市立

大学が市民にとって価値あるものであり、学生か

ら選ばれる大学として維持・発展していくために

必要な設置・運営形態や改革等について検討する

ために学識経験者、保健・医療・福祉などの専門

分野に関する有識者、市内関係団体の代表者など

で構成をする名寄市立大学在り方検討委員会を設

置をし、６回にわたり委員会を開催し、御議論を

いただき、８月１２日に名寄市立大学の在り方に

ついて答申をいただきました。答申には、少子化、

１８歳人口の減少に象徴される国、高等教育機関

を取り巻く環境変化の中でどのように生き残って

いくのかについて名寄市立大学が開学以来地域に

寄り添いながら人材育成、地域貢献をしてきた実

績など現状と課題が整理をされており、今後さら

なる維持・発展に向けた教育研究機関としての在

り方として教育の質向上・質保証、教育研究の成

果などの情報公開、大学入学者選抜や大学間連携

の可能性などについて記載がなされております。
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また、教育研究に係る具体的な取組としてデジタ

ル化の推進や多文化共生、大学院設置などが重要

であり、これら教育研究機関の在り方を推進・実

践をしていくために法人化の導入が必要であると

まとめられております。直営方式ではなく、法人

化によって大学の自主性、自律的な管理運営とい

うものが獲得でき、スピード感を持った意思決定、

必要なガバナンス改革を進め、積極的な情報発信

による地域社会との連携が一層進められることが

学生から選ばれる大学につながり、そして大学運

営に外部者・地域人材などが関わることで透明性

の向上はもちろん、さらなる地域課題解決に向け

た取組・地域貢献が推進をされることから、早期

の法人化移行を提言をいただきました。

また、市議会におきましても名寄市立大学の経

営に関する調査特別委員会が設置をされ、望まし

い経営形態や大学のこれからに期待をすることな

どについて御検討いただき、委員会として公立大

学法人化を望むとの報告をいただいたところです。

名寄市立大学の在り方検討委員会の答申及び議

会の調査特別委員会の報告を受け、名寄市立大学

の設置者として名寄市立大学が市民にとって価値

あるものであり、受験生から選ばれる大学として

維持・発展をしていくために必要な取組、組織形

態について熟慮をいたしました。名寄市立大学は

公立大学であり、税金を財源として設置・運営を

されており、真に地域、市民からの期待に応えら

れる大学であり、ケアの未来をひらく大学として

さらに飛躍し、日本社会の未来をここ北海道北部

地域から切り拓く存在・大学としていくためには

学長のリーダーシップの下で戦略的に大学をマネ

ジメントできるガバナンス体制の構築が不可欠で

あります。市民をはじめ、学生・教職員・地域社

会等のあらゆるステークホルダーに対して透明・

公正かつ迅速・果断な意思決定を行い、持続可能

で地域課題の解決に向けた取組、地域貢献が推進

できる大学として今後も発展していくため、名寄

市立大学の経営形態を２０２７年４月に公立大学

法人へ移行することを目指して準備を進めてまい

ります。

お諮りいたします。〇議長（山田典幸議員）

議事の都合により、明日９月１１日から９月１

６日までの６日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、明日９月１１日から９月１６日までの

６日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は全〇議長（山田典幸議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ０時０４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 中 畠 孝 幸

署名議員 遠 藤 隆 男
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開議 令和７年９月１７日（水曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１３号 令和６年度名寄市一般

会計決算の認定について（決算審査特

別委員長報告）

議案第１４号 令和６年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１５号 令和６年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について（決

算審査特別委員長報告）

議案第１６号 令和６年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１７号 令和６年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 令和６年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１９号 令和６年度名寄市病院

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２０号 令和６年度名寄市水道

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２１号 令和６年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第３ 議案第２２号 公益的法人等への名寄

市職員の派遣等に関する条例の一部改

正について

日程第４ 議案第２３号 令和７年度名寄市一般

会計補正予算（第４号）

日程第５ 意見書案第１号 国土強靱化に資する

社会資本整備等に関する意見書

日程第６ 報告第４号 例月出納検査報告につい

て

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 議員の派遣について

日程第９ 委員の派遣について

日程第10 委員の派遣報告

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１３号 令和６年度名寄市一般

会計決算の認定について（決算審査特

別委員長報告）

議案第１４号 令和６年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１５号 令和６年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について（決

算審査特別委員長報告）

議案第１６号 令和６年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１７号 令和６年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 令和６年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１９号 令和６年度名寄市病院

事業会計決算の認定について（決算審
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－120－

令和７年９月１７日（水曜日）第３回９月定例会・第５号

査特別委員長報告）

議案第２０号 令和６年度名寄市水道

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２１号 令和６年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第３ 議案第２２号 公益的法人等への名寄

市職員の派遣等に関する条例の一部改

正について

日程第４ 議案第２３号 令和７年度名寄市一般

会計補正予算（第４号）

日程第５ 意見書案第１号 国土強靱化に資する

社会資本整備等に関する意見書

日程第６ 報告第４号 例月出納検査報告につい

て

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 議員の派遣について

日程第９ 委員の派遣について

日程第10 委員の派遣報告

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
倉 澤 富 美 子 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 山 岸 克 利 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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ただいまの出席議員数〇議長（山田典幸議員）

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 山 崎 真由美 議員

１５番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第２ 議案第１３〇議長（山田典幸議員）

号 令和６年度名寄市一般会計決算の認定につい

て、議案第１４号 令和６年度名寄市国民健康保

険特別会計決算の認定について、議案第１５号

令和６年度名寄市介護保険特別会計決算の認定に

ついて、議案第１６号 令和６年度名寄市食肉セ

ンター事業特別会計決算の認定について、議案第

１７号 令和６年度名寄市後期高齢者医療特別会

計決算の認定について、議案第１８号 令和６年

度名寄市立大学特別会計決算の認定について、議

案第１９号 令和６年度名寄市病院事業会計決算

の認定について、議案第２０号 令和６年度名寄

市水道事業会計決算の認定について、議案第２１

号 令和６年度名寄市下水道事業会計決算の認定

について、以上９件を一括議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

決算審査特別委員会、山崎真由美委員長。

議長〇決算審査特別委員長（山崎真由美議員）

より御指名をいただきましたので、今定例会で決

算審査特別委員会に付託されました議案第１３号

令和６年度名寄市一般会計決算の認定について、

議案第１４号から議案第１８号までの各特別会計

決算の認定について、議案第１９号から議案第２

１号までの各事業会計決算の認定について、決算

審査特別委員会の審査経過と結果の御報告を申し

上げます。

第１回委員会は、９月１日に開会し、直ちに正

副委員長の互選が行われ、委員長には私山崎真由

美が、副委員長には谷聡委員が選任されるととも

に、審査日程を９月１１日、１２日、１６日、１

７日の４日間と定めました。

審査期間中は、市長をはじめ関係する職員の出

席を求めるとともに、必要な資料の要求などをし

た上で、各会派の代表による総括質疑並びに委員

による質疑を行い、慎重に審査を行いました。

審査経過につきましては、本委員会は全議員を

もって構成された特別委員会でありますので、詳

細な報告は省略させていただき、審査の結果のみ

を御報告申し上げますので、御了解願います。

本委員会に付託されました全会計決算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計については起立多

数により、その他の４特別会計、病院事業会計、

水道事業会計、下水道事業会計についてはいずれ

も全会一致で原案のとおり認定すべきものと決定

しました。

したがって、本委員会に付託されました各会計

決算につきましてはいずれも予算の執行が適正で

あったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

本委員会の開催中、運営に終始御協力をいただ

きました谷副委員長、丁寧な御答弁をいただきま

した理事者の皆様並びに連日慎重かつ熱心に審査

を尽くしていただきました委員の皆様に心からお

礼を申し上げますとともに、日程どおりに終える

ことができましたことに感謝を申し上げ、報告を

終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。

ただいま決算審査特別〇議長（山田典幸議員）

委員会委員長より報告のありました議案第１３号

外８件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会で審査をしておりますので、この際

質疑を省略し、直ちに採決を行います。

お諮りいたします。議案第１３号 令和６年度
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名寄市一般会計決算の認定について委員長報告の

とおり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１３号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第１４号 令和６年度

名寄市国民健康保険特別会計決算の認定について

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１４号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第１５号 令和６年度

名寄市介護保険特別会計決算の認定についてから

議案第２１号 令和６年度名寄市下水道事業会計

決算の認定についてまでの７件について委員長報

告のとおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１５号から議案第２１号までの

７件は委員長報告のとおり認定することに決定い

たしました。

日程第３ 議案第２２〇議長（山田典幸議員）

号 公益的法人等への名寄市職員の派遣等に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２２号 公益的法〇市長（加藤剛士君）

人等への名寄市職員の派遣等に関する条例の一部

改正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、第２条において規定をする職員を派遣

できる団体を加えるため、本条例の一部を改正し

ようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。

確認をさせていただ〇３番（山崎真由美議員）

きたいと思います。

ただいま提案いただきました一般財団法人Ｎス

ポーツコミッションなよろへの名寄市職員の派遣

ということであります。Ｎスポーツコミッション

なよろは、６月２８日に統合セレモニーを終えて、

誕生したばかりの団体であります。今が９月であ

りますので、間もない時期のこの提案ということ

でありますので、提案の理由についてまず確認さ

せていただきたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今回の条例改正〇総合政策部長（石橋 毅君）

の提案に至った考えなのですけれども、今議員お

っしゃったとおり、Ｎスポーツコミッションなよ

ろは発足したばかりの組織であるということで、

スポーツ振興に加えて、今回目的としてはスポー

ツを通じたまちづくりを進めるといったことが今

回新たに目的として今までにない、今までのいわ

ゆる体育協会にはなかった部分が目的に加えられ

ているということでございまして、現状では競技

運営などのノウハウは蓄積されているというふう

に認識しておりますけれども、スポーツを通じた

まちづくりという観点については新たな視点から

もこれ進めていかなければならないというふうに

考えておりまして、その部分についてはいまだノ

ウハウについては十分ではないというような認識

でございます。さらに、発足したばかりというこ

とで、運営体制の強化、それから独自性を加えて

いくなどが現状求められているということなのだ

というふうに思います。それから、現状行政サイ

ドのスポーツ振興策を中心に進めていただきたい

というふうに我々も考えておりますけれども、官

民連携や人材確保など次のステップに向けて地な

らしをしていくことになると我々も考えていると
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ころであります。こうした状況も鑑みまして、次

のステップにつなげていくためには行政経験を持

つ人物が現場での実践を進めていくことが最適と

いうふうに判断をしたところであります。よろし

くお願いいたします。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

理由について御説明〇３番（山崎真由美議員）

いただきました。そのとおりであるなというふう

にも思いながら、もう少し確認させていただきた

いと思います。

現在総合政策部にスポーツ・合宿推進課があり

ます。今までもいろんなスポーツ振興、子供から、

それからまちづくりに関わるところの合宿誘致等

含めてスポーツ・合宿推進課のほうが進めていた

だきながら民間、それから法人等のスポーツ団体

とも連携を取ってきたところであります。その部

分が今後何らかの変化があるのかないのか、その

点について今後の見通しについて確認をさせてい

ただきたいと思います。

それから、もう一点なのですけれども、Ｎスポ

ーツコミッションなよろ、スタート時から新たな

人材を確保したいという動きがあって、現在その

人材確保についてはまだ十分ではないところがあ

って、現在進行形で進んでいるのではないかと認

識しておりますので、その点について変化がない

のかどうか、考え方としては踏襲されている内容

かどうか、そこも確認をさせていただきたいと思

います。

以上です。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

まずは、今後の〇総合政策部長（石橋 毅君）

見通しという部分で述べさせていただければと思

いますけれども、基本的にソフト事業も含めてＮ

スポーツコミッションなよろのほうでやはり主体

的に運営を担っていただきたいという思いがあっ

て、今回強化ということも含めて移行というか、

こういった体制強化を図りますので、そういった

ところは現場とどの部分をしっかりやっていただ

けるのかといったところは引継ぎをしながら進め

ていきたいという、最初からどこかきれいに線を

引いて、ここまでは全部やってくださいというこ

とではなくて、現状のマンパワーの中でお互いが、

Ｎスポーツコミッションなよろのほうで仕切って

いただけるものについてはそこは引継ぎをしなが

ら、いわゆるソフトランディングを目指して今後

進めていきたいというふうに考えております。

それから、人材確保の部分については、まさに

今回事務局長候補ということでスタートから地域

活性化起業人のほうで募集をかけていて、この体

制、募集のタイミングが年度末に近かったという

ことで、なかなか人材確保には現状は結びついて

いないというのが、なのですけれども、引き続き

今もそういった人材についてはアプローチを重ね

ておりますし、それからトレーナーのことも含め

て募集は引き続き行っておりまして、１名が地域

おこし協力隊ということで着任をいただいており

まして、実はもう一名今いろいろ応募のお話が来

ていて、これから面接も迎えるようなことになっ

ておりますので、我々は当初想定していた人工に

ついては引き続き、現在もそうなのですけれども、

来ていただけるような努力は継続して行っており

ますので、決して手は止めているわけではなくて、

しっかりと確保に向けて今後も進めていきたいと

いうふうに考えております。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

新しいスポーツを手〇３番（山崎真由美議員）

だてとしたまちづくりに向けてさらなる人々の健

康づくり、ジュニア世代の競技力向上、様々な視

点から名寄市が今大きく動き出しているところで

ありますので、市民の皆さんの関心事も大きいも

のがあると思います。期待をするところが大きい

というところで市民の皆さん受け止めていただい

ていると思いますので、状況についての周知も心

に留めていただきながら今後進めていただきたい

と思っております。

進めていただきたいということを申し上げて、
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質疑を終わらせていただきます。

ほかに質疑はございま〇議長（山田典幸議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（山田典幸議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 議案第２３〇議長（山田典幸議員）

号 令和７年度名寄市一般会計補正予算（第４

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２３号 令和７年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、臨時的経費を補正しようとする

もので、歳入歳出それぞれ２，０７９万５，００

０円を追加し、予算総額を２９０億９，４０４万

４，０００円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款総務

費におきまして市立大学在り方検討事業費１，７

４２万９，０００円の追加は、検討を続けてまい

りました名寄市立大学の公立大学法人化につきま

して、名寄市立大学在り方検討委員会の答申及び

市議会の名寄市立大学の経営に関する調査特別委

員会の報告から名寄市立大学の経営形態を公立大

学法人へ移行することと判断をいたしましたので、

名寄市立大学公立大学法人化支援業務委託料ほか

法人化準備を進めるに当たって必要な費用を追加

しようとするものでございます。

同じく２款、スポーツ施設整備事業費３３６万

６，０００円の追加は、市営南プールにおいて経

年劣化によりプール槽側面と床の接合部から水漏

れが発生したことから、改修に必要な費用を追加

しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加に伴い前年度繰越金での収支の調整を図ろうと

するものであります。

第２表、債務負担行為補正は、名寄市立大学公

立大学法人化支援業務委託料を追加しようとする

ものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

それでは、総務費の総〇８番（川村幸栄議員）

務管理費の中のただいま御説明がありました市立

大学在り方検討事業費、名寄市立大学公立大学法

人化支援業務委託料に関わりまして確認をさせて

いただきたいと思います。

今回提案されました支援業務委託料１，２５０

万円と手数料、旅費等々合わせての額なのですが、

額についての根拠といいますか、どういった中身

でこの額になったのかというところを詳しくお知

らせいただきたいというふうに思います。

また、支援業務の委託料というふうになってい

ます。委託先というのはどのようになっているの

かお知らせをいただきたいと思います。

また、この事業費の命題のところが市立大学在

り方検討事業費というふうなことになっています。

在り方検討事業費ということがこのまま続きなが

ら、在り方の検討もしながらということになるの

かというところら辺がちょっと気になるところで

すので、御説明をいただければというふうに思い
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ます。

もう一点は、ここに関わりまして、公立大学の

法人化に向けての費用を計上しているわけですけ

れども、大学内はもとより市民にもよく知られて

いない、法人化についてなかなか理解がされてい

ない状況かというふうに思っています。ここをど

う周知し、進めていこうとされているのかお聞き

をしたいというふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

まずは、内訳で〇総合政策部長（石橋 毅君）

す。この予算の内訳のちょっと御説明をさせてい

ただきます。

報酬のほうで４４万円ということになっており

ますけれども、これは今後準備を進めるに当たっ

てのアドバイザーの方の報酬ということで半年分

を見させていただいております。それから、旅費

について１３１万３，０００円、こちらについて

は文科省等、総務省も含めて国の機関への相談業

務ということで向こうへ行かなければならない場

合もありますので、そういった部分の旅費の計上

をさせていただいております。それから、役務費

２６７万６，０００円ということになっておりま

すけれども、こちらは社労士であったり、弁護士

であったり、法的な相談を契約するのではなくて、

スポットで何時間ということを想定しながらまず

は半年分を積算をさせていただいております。そ

れから、委託料１，２５０万円については、これ

は法人化を進める上での知識のあるコンサル契約

ということで、そういったコンサルタントとまず

は半年間この予算が可決された後契約をしていき

たい、そしてそこで伴走していただきたいという

経費になっております。それから、使用料、賃借

料ということですけれども、こちらはコピー機を

導入させていただこうと思っておりますので、そ

ちらのコピー機の使用料、賃借料ということで計

上をさせていただいております。

それから、委託先については今のコンサルとい

うことで御理解いただければというふうに思いま

す。

それから、事業費の名称なのですけれども、現

段階において、方針のほうは加藤市長のほうから

も目指すということでおっしゃられましたけれど

も、組織的にまだ現状の組織のまま動いておりま

すので、そういった意味で今現状の組織に当ては

めて在り方ということで事業費ということで使わ

させていただいております。

それから、市民の皆様への周知ということで、

ここで大きな方向を示させていただきました。そ

して、今後広報等でもこういった方向で進めてい

きますというのと併せて、実は早めに学内でもし

っかりと一度説明会を開くということになってお

りますので、まずは今月中に大学内での説明会を

実施をさせていただいて、その後速やかに広報等

を活用しながら現状を市民の皆様に情報共有をさ

せていただければというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

今細かく御説明をいた〇８番（川村幸栄議員）

だきました。コンサルに委託をして、いろいろ準

備を進めていきたいという、ノウハウも含めてと

いうふうなお話であったかというふうに思ってい

ます。在り方検討委員会の設置で、昨年度の決算

審査終わりましたけれども、令和６年度の中でも

４１万何がしの費用を使いながらの在り方検討委

員会が開かれていましたから、今年度に入った分

も加わると倍になるかどうか分かりませんけれど

も、そういったお金も使いながら、また今回は準

備のために、２０２７年４月に向けてのですから、

債務負担行為も起こしながら予算を組んでいると

いうことであります。ここのところの市民の皆さ

んへの御説明は、私は徹底して行っていただきた

いなというふうに思っているところであります。

この大学の法人化のことで一般質問でも何回か取

り上げさせていただきましたけれども、やっぱり

市民の中には分かったというふうな声を私は聞い

たことがありませんので、ぜひ分かるような御説
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明を徹底して行っていただきたいなというふうに

思っているところなのですが、もう一つ確認をさ

せていただきたいなというふうに思うのですが、

そういった中で今後１８歳人口が減っていきます。

それで、今まで経験したことのない状況の中で各

大学が本当にしのぎを削って学生確保に取り組ま

れていくのだというふうに思っています。在り方

検討委員会の答申の中でも公立大学法人化が万能

薬ではないというふうに言われておりました。加

藤市長は、そうした中で学生に選ばれる大学とな

るには法人化が必要だと、そして目指すのだとい

うことで本日の補正予算の提案になっているわけ

なのですけれども、具体的な内容、このことにつ

いて分かりやすく御説明をいただければというふ

うに思うのですが、いかがでしょうか。

暫時休憩します。〇議長（山田典幸議員）

休憩 午後 １時２６分

再開 午後 １時２７分

再開します。〇議長（山田典幸議員）

橋本副市長。

今議員のほうから法人〇副市長（橋本正道君）

化と、それから学生がより集まってくる過程につ

いてということで御質問いただいたので整理させ

ていただきます。

市長のほうから法人化ということで大きく在り

方を変えるというお話がありました。ただ、在り

方検討委員会の中でも法人化は全て万能薬ではな

いことは言われているとおりでありまして、そこ

については私どもも大変貴重な御意見だというこ

とで思っております。法人化というのは、学生確

保のための一つの手段というふうに考えておりま

す。この法人化を通じてどういうような大学を展

開していくかというのは、これが本当に真価が問

われることだと思います。今回の補正議案の中で

は様々なコンサルということで出ておりましたけ

れども、こちらにつきましては法人化に向けての

例えば規定の整備ですとか財産の整備ですとか、

様々な組織の在り方ですとか、そういったものを

一回整理するということでかなりの業務量がある

ということで、金額についても大きな金額となっ

ておりますが、こちらにつきましては様々な情報

を得ながら少しでも縮減していきたいなと思って

おります。

これらの議案審議でありますけれども、その中

で法人化でどういうような大学をつくっていくか

については、これは私ども市長部局のみならず、

大学のほうとも十分に議論を重ねていかなければ

ならない問題だと思っております。市長のさきの

発言の中では、あらゆるステークホルダーに対し

て透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行い、

持続可能で地域課題の解決に向けた取組、地域貢

献が推進できる大学として今後も発展していくた

めということですから、今あるものを生かしなが

ら次のステップに行くということはこれ非常に大

事なことだと思います。御指摘のとおり、法人化

にとってどこがどういうふうに変わっていくのか

というのはまだ見えにくいというのは私どもも承

知しておりますので、ここはまだ十分整理し切れ

ていない部分も確かにあるかもしれませんが、こ

のままでは時代の変化にはなかなかスピード感の

ある対応ができていけないというのも一つ事実で

あると思っておりますので、そこを中心に様々な

工夫、そして施策を組み立てていきたいと思って

おります。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

今副市長から御答弁い〇８番（川村幸栄議員）

ただきました。このままではスピード感のある改

革が進まないのではないかということでした。そ

のことについても、やはり市民の皆さん方になか

なか理解してもらえないという状況にあるかなと

私はいろんな方々とお話しする中で受け止めてい

るところであります。本当に大変なお仕事になる

かというふうには思いますけれども、やはり皆さ

んに理解をしていただく努力を徹底的に行ってい

ただくことを強く求めて、終わりたいと思います。
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ほかに質疑はございま〇議長（山田典幸議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（山田典幸議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

異議がありますので、〇議長（山田典幸議員）

起立により採決を行います。

議案第２３号を原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 意見書案第〇議長（山田典幸議員）

１号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関す

る意見書を議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号は、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

意見書案第１号を原案のとおり決定することに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、意見書案第１号は原案のとおり可決さ

れました。

日程第６ 報告第４号〇議長（山田典幸議員）

例月出納検査報告についてを議題といたします。

本件については、報告書が配付されております

ので、これをもって御了承をお願いいたします。

日程第７ 閉会中継続〇議長（山田典幸議員）

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。配付いたしました各委員長

からの申出のとおり決定することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、申出のとおり決定いたしました。

日程第８ 議員の派遣〇議長（山田典幸議員）

についてを議題といたします。

お諮りいたします。配付のとおり、議員を派遣

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議員の派遣が決定いたしました。

日程第９ 委員の派遣〇議長（山田典幸議員）

についてを議題といたします。

お諮りいたします。配付のとおり、委員を派遣

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、委員の派遣が決定いたしました。

日程第１０ 委員の派〇議長（山田典幸議員）

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務産業常任委員会、東川孝義委員長。

議長よ〇総務産業常任委員長（東川孝義議員）

り指名をいただきましたので、総務産業常任委員

会の行政視察について報告いたします。
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当委員会では、地域活性化とにぎわい創出を目

指すまちづくりを調査研究のテーマとして、７月

２２日から２４日までの３日間、福島県須賀川市、

栃木県真岡市、群馬県前橋市の３か所で行政視察

を行ってきました。須賀川市では、都市構造再編

集中支援事業について視察を行いました。この事

業は、令和２年度に行われた都市再生整備計画の

制度再編を受けて実施されており、再編に伴い都

市再生整備計画（須賀川駅西地区）を社会資本整

備交付金から都市構造再編集中支援事業に移行し、

防災・減災対策を講じることにより安全安心な住

環境の整備を進める内容となっていました。須賀

川市では、須賀川駅西口と東口をつなぐ東西自由

連絡通路や駅前広場を整備し、交通結節点の強化

を図ることで民間投資による魅力的な商業店舗の

立地促進と宅地造成による人口密度の上昇、地域

活動の活発化による交流人口の増加とにぎわい創

出を図り、人が集い、活力ある駅西地区の整備を

目的に進めたとのことであります。具体的な施策

推進に向けては、須賀川駅周辺の現況と課題を整

理し、①、ＪＲ須賀川駅は市の玄関口なのにバリ

アフリー化されていない、②、駅前ロータリーが

混み過ぎだし、時間潰しする場所がない、③、駅

の西側は道路も狭く、直接駅に行けなくて不便な

どが挙げられ、まちづくりワークショップの開催、

高校生や大学生と一緒にまちの未来を考えること

でシビックプライドの醸成と未来のまちづくりの

担い手を育成、駅前有志の会の活動では市も一緒

に楽しみながら官民連携のまちづくりを考えてい

ただくなど、地元の方々の意見を計画に反映し、

整備されたとのことでした。整備を進める中で一

番難しかったことはＪＲとの連携で、市としては

東西自由連絡通路を造りたかっただけでありまし

たが、ＪＲとしては線路上空をまたぐのであれば

駅も一緒に建て替えなければならないとの見解で

あったとのこと。幸いにも駅舎近隣の土地は市で

所有しており、東西幹線道路を拡張整備し、近隣

公園の整備では平常時は地域住民の多様な活動の

拠点として、内水被害のおそれがある場合には雨

水貯留槽に雨水を流入させることで浸水被害の軽

減と避難時間の確保を図る整備を行ったとのこと

であります。既存駅舎の改築に向けては、観光と

交流の場の拠点となるように駅を利用しない人も

来たくなる場所として観光案内所の充実、オープ

ンスペースなどをつくり、出会うことでまちづく

りの輪が広がる場所として生まれ変わったとのこ

とでありました。人口規模では名寄市の３倍近い

須賀川市ではありますが、まちの中の様子を見る

と似たような感じに見えました。名寄市も高校は

１校になりましたが、大学もあり、若い世代の皆

さんとの連携など参考にできることが多いと感じ

ました。

真岡市では、真岡まちづくりプロジェクトにつ

いて、令和３年４月に「公共空間を活かしながら、

市民の手によるまちづくり実験を行う」プロジェ

クトとして高校生、大学生のメンバーで活動を開

始し、若者自身が地域の現実に向き合い、「わが

ごと」として認識した主体的な地域づくりを生み

出した取組について視察を行ってきました。取組

の背景には、令和元年度策定の第２期真岡市まち

・ひと・しごと創生総合戦略において市内在住の

高校生の居住意識調査を行ったところ、平成２７

年調査の５５ポイントから令和元年度調査では３

５．６ポイントに急落し、真岡市以外に住みたい

が３０ポイントから４３ポイントに上昇する結果

になったことがあったとのことであります。それ

を受けて、市では若い世代を含めた全ての人が真

岡に住みたい、働きたい、子育てしたい、真岡に

生まれ、育ち、学び、働き、住んでよかったと希

望や楽しさが実感できるまちの実現を目指すこと

を真岡市総合計画において示し、具体的な取組を

推進されたとのことであります。プロジェクトを

運営する主体的な人材は、「公共空間を活かしな

がら市民の手によるまちづくり実験を行ってみま

せんか」と題して一般公募２０名の募集を行い、

高校生、大学生に加えて、まちづくりに関心のあ
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るパブリックマインドを持った地域の大人１０名

が参加して活動が始まり、当初の大人７名が現在

も主体的に参加して活動をサポートしており、１

人の１００歩よりも１００人の１歩というマイン

ドを新たに参加した高校生、大学生へ活動を通し

て伝え続けているとのことでした。真岡市まちづ

くりプロジェクトを進める上で、市長よりハード

整備事業だけではなく、民間がまちづくりに参加

できる仕組みをつくってほしいとの要望があり、

行政の担当部署、宇都宮大学、民間会社の代表も

加わり、これまで活用されていなかった公共施設

や緑地ににぎわいを生み出すことなど、まちに関

わる人のあんなこといいなを形にする取組を進め

てきたとのことでありました。活動運営に当たっ

ての資金確保は、市のまちづくりプロジェクト交

付金、宇都宮大学共同研究負担金、市内企業から

の寄附金を含め各年度の社会実験による収入を市

へ寄附し、真岡市まちづくり基金へ積立てし、活

動を自走できる仕組みをつくっていました。現状

の活動推進と継続性を維持するためにこれまで参

加した高校生、大学生が進学、就職しても活動が

できる場所の確保や一部の人が活動しているので

はなく、誰もがまちづくりに関われる広がりを持

つ活動を継続して実施できるようにするため、現

在は市プロジェクト推進課の主催事業ですが、指

定管理者が設立を検討している市民協働組織など

とも民間活力導入や仕組みづくりを進めていくと

のことでありました。真岡市のまちづくりプロジ

ェクトは、人づくり、つながりづくり、地域づく

り、にぎわいづくりで「１人の１００歩より１０

０人の１歩」のスローガンで進められており、名

寄市もその潜在力を持っており、市民協働の本質

は何なのか、形に表すにはこれかと認識した視察

でありました。

前橋市では、前橋市アーバンデザインによる官

民連携まちづくりについて、中心市街地は人口減

少や社会情勢の変化により長年衰退し、行政主体

のまちづくりには限界が見え始めている中で、民

間主体の新たなまちづくりの取組について視察を

行ってきました。前橋市では、１００年先にどん

なまちを目指すのかというビジョンを２０１６年

に「めぶく。」として発表した後、２０１７年に

官民の視察団二十数名を米国ポートランド市に送

り、ビジョンとしての輪郭を明確にして、２０１

９年９月に官民連携まちづくりの指針となる前橋

市アーバンデザインの策定を進めてきたとのこと

であります。アーバンデザインの構成と特徴であ

りますが、推進組織となるアーバンデザインコミ

ッション（ＭＤＣ）を設立し、資金は地元を中心

とする民間会員からの会費収入による運営をされ

ていました。また、まちづくりの担い手として特

筆すべき点は、前橋市内に拠点を置く企業有志が

任意団体「太陽の会」を結成し、参加企業は毎年

純利益の１％、または１００万円を寄附金として

拠出していました。ＭＤＣは行政のやり方に縛ら

れず、自由な発想を持ち込める組織としてつくら

れたソーシャル・インパクト・ボンドを導入し、

従来の仕様発注ではなく、民間の創意工夫が最大

限活用でき、事業の質の向上が可能となる方式を

取っておりました。また、国交省及び民間都市開

発推進機構の共助推進型まちづくりファンド事業

を活用して、まちづくり事業への継続的な支援を

行っていました。前橋市は人口規模が名寄市とは

異なりますが、官民連携の基本的な考え方には学

ぶべき点が多くありました。アーバンデザインの

企画、運営に当たっては、地元住民を含めた熱意

と実行力あるプレーヤーを多く集め、ワークショ

ップを繰り返し行い、民間の意見を反映している

点、整備して終わりではなく、日常管理は地元と

の合意の下、長期的な視点に立ったまちづくりを

行っており、継続的に事業を実施している事実は

学ぶ点が多くありました。

道外３か所の視察を終えて、総務産業常任委員

会のテーマであります地域活性化とにぎわい創出

を目指すまちづくりに向けて具体的な取組を進め

るためには、将来を担う高校生、大学生をはじめ



－130－

令和７年９月１７日（水曜日）第３回９月定例会・第５号

とする若い世代の意見を反映させること、並びに

官民連携の強化が重要であると痛感しました。所

管する事項について今回の先進地視察は得ること

が多くあり、名寄市の今後の施策について提言を

行っていきたいと考えております。

以上、総務産業常任委員会の視察報告といたし

ます。

以上で委員の派遣報告〇議長（山田典幸議員）

を終わります。

以上で今期定例会に付〇議長（山田典幸議員）

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和７年第３回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 １時４８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 東 千 春
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令和７年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 山 崎 真由美 １ 安全安心快適な環境整備について

（Ｐ ２０） (1) 公共施設へのエアコン設置について

(2) プールの老朽化に対する対応について

(3) 有害鳥獣対策について

①ヒグマ対策について

②アライグマ対策について

２ 市民協働のまちづくりについて

(1) まちづくりワークショップの開催について

(2) 若い世代の意見を活かすには

２ 東 川 孝 義 １ 名寄市ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）事業の推進に

（Ｐ ３１） 向けて

(1) ＤＸ推進計画策定の背景と目的について

(2) 庁内のＤＸ事業推進の現状と成果について

(3) 地域のＤＸ事業推進の考え方と成果について

２ 外国人人材の活用について

(1) 市内企業の労働力不足の現状について

(2) 募集・採用にあたり具体的な推進施策について

(3) 今後の受け入れ拡大に向けて

３ 今 村 芳 彦 １ 国際化社会にかかわって

（Ｐ ４２） (1) 外国人観光客の状況について

(2) 海外資本の流入について

４ 清 水 一 夫 １ 農業について

（Ｐ ４９） (1) 農家戸数について

(2) 重点振興作物について

(3) 農福連携について

令 和 ７ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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５ 水 間 健 詞 １ 名寄市雇用促進協議会について

（Ｐ ５８） (1) 設立の背景について

(2) 現在までの活動と成果について

(3) 人材確保の課題について

２ ヒグマ対策について

(1) ヒグマの出没による市民生活、経済活動への影響について

(2) 農業被害及び対策のコストについて

(3) センサーカメラ・箱罠等による対策について

(4) 北海道のゾーニング管理との関係性について

６ 谷 聡 １ 道の駅もち米の里☆なよろのさらなる発展に向けて

（Ｐ ６７） (1) 駐車場の拡張等規模拡大について

(2) 新たな設備の設置について

(3) 地域活性化の拠点となる道の駅を目指して

２ ふるさと納税の現状と今後の見通しについて

(1) 昨年の実績とその要因について

(2) 新しい返礼品の開発について

(3) 企業版ふるさと納税の実績等について

７ 高 橋 伸 典 １ リチウム蓄電池等の回収対応について

（Ｐ ７７） (1) 分別回収の周知強化について

(2) 行政による分別回収の必要性について

２ 町内会等のデジタル化について

(1) 地域コミュニティを維持するための支援の必要性について

(2) デジタル化と地域コミュニティの構築の具体的取組について

(3) 地域における共助の仕組み構築の必要性について

３ ピヤシリスキー場の早期オープンについて

(1) リフトを活用した早期オープンについて

８ 中 畠 孝 幸 １ 宗谷本線の維持をめぐって

（Ｐ ８５） (1) 宗谷本線の利用促進について

(2) 「サイクルトレイン」のモニターツアーについて

２ 空き校舎、空き校地の有効活用をめぐって

(1) 東中学校の校舎利活用について

(2) 名農キャンパスの利活用について
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９ 高 野 美枝子 １ 不登校児童生徒への対応について

（Ｐ ９６） (1) 市内の不登校の現状等について

(2) 校内教育支援センターの設置数等について

(3) 教育支援センターと校内教育支援センターの利用状況等について

２ 高齢化社会にやさしい施策について

(1) 緑丘霊園、緑丘共同墓地及び合同墓の管理について

(2) 終活、エンディングノートの取り組みについて

(3) 空き家の状況について

１０ 川 村 幸 栄 １ 不登校への支援にかかわって

（Ｐ１０５） (1) 子どもの権利を尊重し、子どもも保護者も安心できる支援を

(2) 子どもたちが通いたくなるような学校を

(3) 教員の多忙化を解消し、教員に授業準備と子どもと向き合う時間

を

２ 従来の健康保険証の利用停止にかかわって

(1) 資格確認書の発行状況

(2) 周知状況について

３ 旧名農キャンパス跡地利用について

(1) 名寄市と北海道との協議等について

(2) 北海道大学の取り組みについて進捗状況は
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令和７年第３回名寄市議会定例会議決結果表

令和７年９月１日～令和７年９月１７日 １７日間

本会議時間数 １０時間５３分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

7 2 7. 6.16 7. 7.14 7. 9. 1令 和 年 第 回

定例会 名寄市都市公園条例の一部改正について 原 案 可 決総 務 産 業 常 任 可 決 す べ き

付 託 議 案 第 号2

名寄市風連東地区運動広場条例の一部改正に ― ― 7. 9. 1
第 １ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

名寄市風連農村環境改善センター条例の一部 ― ― 7. 9. 1
第 ２ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市風連サンシャインホール設置及び管理 ― ― 7. 9. 1
第 ３ 号

に関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市議会議員及び名寄市長の選挙における ― ― 7. 9. 1

第 ４ 号 選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正 ― ― 原 案 可 決

について

名寄市新規就農者等に関する条例の一部改正 ― ― 7. 9. 1
第 ５ 号

について ― ― 原 案 可 決

― ― 7. 9. 1
第 ６ 号 名寄市水道事業給水条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 7. 9. 1
第 ７ 号 名寄市下水道条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部 ― ― 7. 9. 1
第 ８ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更 ― ― 7. 9. 1
第 ９ 号

について ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市一般会計補正予算（第３ ― ― 7. 9. 1
第 １ ０ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 7. 9. 1
第 １ １ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市食肉センター事業特別会計 ― ― 7. 9. 1
第 １ ２ 号

補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市一般会計決算の認定につい 7. 9. 1 7. 9.16 7. 9.17
第 １ ３ 号

て 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令和６年度名寄市国民健康保険特別会計決算 7. 9. 1 7. 9.16 7. 9.17
第 １ ４ 号

の認定について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和６年度名寄市介護保険特別会計決算の認 7. 9. 1 7. 9.16 7. 9.17
第 １ ５ 号

定について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和６年度名寄市食肉センター事業特別会計 7. 9. 1 7. 9.16 7. 9.17
第 １ ６ 号

決算の認定について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和６年度名寄市後期高齢者医療特別会計決 7. 9. 1 7. 9.16 7. 9.17
第 １ ７ 号

算の認定について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和６年度名寄市立大学特別会計決算の認定 7. 9. 1 7. 9.16 7. 9.17
第 １ ８ 号

について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和６年度名寄市病院事業会計決算の認定に 7. 9. 1 7. 9.17 7. 9.17
第 １ ９ 号

ついて 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和６年度名寄市水道事業会計決算の認定に 7. 9. 1 7. 9.16 7. 9.17
第 ２ ０ 号

ついて 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和６年度名寄市下水道事業会計決算の認定 7. 9. 1 7. 9.16 7. 9.17
第 ２ １ 号

について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

公益的法人等への名寄市職員の派遣等に関す ― ― 7. 9.17
第 ２ ２ 号

る条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

令和７年度名寄市一般会計補正予算（第４ ― ― 7. 9.17
第 ２ ３ 号

号） ― ― 原 案 可 決

報 告 令和６年度名寄市病院事業会計継続費精算報 ― ― 7. 9. 1

第 １ 号 告について ― ― 報 告 済

報 告 令和６年度決算に基づく健全化判断比率の報 ― ― 7. 9.10

第 ２ 号 告について ― ― 報 告 済

報 告 令和６年度決算に基づく資金不足比率の報告 ― ― 7. 9.10

第 ３ 号 について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 7. 9.17
例月出納検査報告について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済

意 見 書 案 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する ― ― 7. 9.17

第 １ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 7. 9.17
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 7. 9.17
議員の派遣について

― ― 決 定
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 7. 9.17
委員の派遣について

― ― 決 定

委員会所管事務調査報告（名寄市立大学の経 ― ― 7. 9. 1

営に関する調査特別委員会） ― ― 報 告 済

― ― 7. 9.17
委員の派遣報告

― ― 決 定
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